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『
後
漢
書
』
烏
桓
鮮
卑
列
伝
は
、
現
存
正
史
最
古
の
東
胡
系
諸
民
族
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
記
述
だ
が
、
そ
の
成
書
は
、
王
沈
『
魏
書
』（『
三

国
志
』烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
裴
松
之
注
）つ
い
で
陳
寿『
三
国
志
』烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
に
降
り
、こ
れ
ら
の
枠
組
み
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る（
１
）。

も
っ

と
も
、『
後
漢
書
』
に
は
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
改
め
た
り
、
独
自
の
材
料
を
補
っ
た
り
す
る
部
分
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

ら
は
、
お
お
む
ね
三
世
紀
中
葉
以
前
の
烏
桓
・
鮮
卑
の
実
態
を
解
明
す
る
上
で
、
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。

　

こ
の
時
期
の
烏
桓
・
鮮
卑
に
つ
い
て
は
、
白
鳥
庫
吉
一
九
一
〇
〜
一
三
・
内
田
吟
風
一
九
四
三
↓
一
九
七
五
・
馬
長
寿
一
九
六
二
・
林
幹

一
九
八
九
・
船
木
勝
馬
一
九
八
九
な
ど
の
包
括
的
な
研
究
が
あ
る
が（
２
）、

近
年
、
鮮
卑
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
的
研
究
が
飛
躍
的
に
進
展
し
て
い
る（
３
）。

問
題
と
な
る
の
は
、
北
ア
ジ
ア
史
な
い
し
考
古
学
的
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、『
後
漢
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
文
献
的

記
述
に
対
す
る
認
識
が
な
お
不
十
分
な
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
ま
ず
は
烏
桓（
４
）に

関
わ
る
記
述
を
対
象
に
、
そ
の
再
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
の
結
果
、
烏
桓
に
関
す
る
通
説
的
理
解
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の
い
く
つ
か
の
部
分
が
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
章　

後
漢
初
年
以
前

１　
『
史
記
』『
漢
書
』
の
烏
桓

　
『
後
漢
書
』
と
『
魏
書
』『
三
国
志
』
の
比
較
検
討
に
先
立
ち
、
後
述
の
如
く
、
こ
れ
ら
が
取
材
し
て
い
る
『
史
記
』『
漢
書
』
に
お
け
る
烏
桓

に
関
す
る
記
述
を
年
代
順
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、『
史
記
』
貨
殖
列
伝

　
　

 

夫
燕
亦
勃
・
碣
之
間
一
都
会
也
、
南
通
斉
・
趙
、
東
北
辺
胡
、
上
谷
至
遼
東
、
地

遠
、
人
民
希
、
数
被
寇
、
大
与
趙
・
代
俗
相
類
、
而
民

雕
捍
少
慮
、
有
魚
塩
棗
栗
之
饒
、
北
隣
烏
桓
・
夫
餘
、
東
綰
穢
貉
・
朝
鮮
・
真
番
之
利
、

は
烏
桓
に
関
す
る
最
古
の
記
述
で
あ
る
。『
史
記
』
の
一
応
の
成
書
年
代
で
あ
る
太
初
元
年
（
前
一
〇
四
）
時
点
の
状
況
と
し
て
扱
い
う
る
。

　

つ
い
で
『
漢
書
』
地
理
志

　
　

 

上
谷
至
遼
東
、
地
広
民
希
、
数
被
胡
寇
、
俗
与
趙
・
代
相
類
、
有
魚
塩
棗
栗
之
饒
、
北
隙
烏
丸
・
夫
餘
、
東
賈
真
番
之
利
、

は
『
史
記
』
貨
殖
列
伝
の
引
用
だ
が
、
つ
い
で
、
昭
帝
紀
に
は
、

　
　

 　

冬
、
遼
東
烏
桓
反
、
以
中
郎
将
范
明
友
為
度
遼
将
軍
、
将
北
辺
七
郡
郡
二
千
騎
撃
之
、（
元
鳳
三
年
・
前
七
八
）

　
　

 　

夏
四
月
、
詔
曰
、
度
遼
将
軍
明
友
前
以
羌
騎
校
尉
将
羌
王
侯
君
長
以
下
撃
益
州
反
虜
、
後
復
率
撃
武
都
反
氐
、
今
破
烏
桓
、
斬
虜
獲
生
、

有
功
、
其
封
明
友
為
平
陵
侯
、（
元
鳳
四
年
・
前
七
七
）
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烏
桓
復
犯
塞
、
遣
度
遼
将
軍
范
明
友
撃
之
、（
元
鳳
六
年
・
前
七
五
）

が
見
え
、

　
　

 　

平
陵
侯
范
明
友　

以
校
尉
撃
反
氐
、
後
以
将
軍
撃
烏
桓
、
獲
王
、
虜
首
六
千
二
百
、
侯
、
与
大
将
軍
光
定
策
、
益
封
、
凡
二
千
九
百
二
十

戸
、（
元
鳳
）
四
年
（
前
七
七
）
七
月
乙
巳
封
、
十
一
年
、
地
節
四
年
、
坐
謀
反
誅
、
武
当  （
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
）

　
　

 　
（
元
鳳
）
五
年
（
前
七
六
）
四
月
、
燭
星
見
奎
・
婁
間
、
占
曰
、
有
土
功
、
胡
人
死
、
辺
城
和
、
其
六
年
（
前
七
五
）
…
二
月
、
度
遼
将

軍
范
明
友
撃
烏
桓
還
、（
天
文
志（
５
））

　
　
　

初
、
安
世
長
子
千
秋
与
霍
光
子
禹
倶
為
中
郎
将
、
将
兵
随
度
遼
将
軍
范
明
友
撃
烏
桓
、（
張
安
世
伝
）

　
　

 　

其
明
年
（
元
鳳
三
年
・
前
七
八
）、
…
漢
復
得
匈
奴
降
者
、
言
烏
桓
嘗
発
先
単
于
冢
、
匈
奴
怨
之
、
方
発
二
万
騎
撃
烏
桓
、
大
将
軍
霍
光

欲
発
兵
（
要
）〔
邀
〕
撃
之
、
以
問
護
軍
都
尉
趙
充
国
、
充
国
以
為
、
烏
桓
間
数
犯
塞
、
今
匈
奴
撃
之
、
於
漢
便
、
又
匈
奴
希
寇
盗
、
北
辺

幸
無
事
、
蛮
夷
自
相
攻
撃
、
而
発
兵
要
之
、
招
寇
生
事
、
非
計
也
、
光
更
問
中
郎
将
范
明
友
、
明
友
言
可
撃
、
於
是
拝
明
友
為
度
遼
将
軍
、

将
二
万
騎
出
遼
東
、
匈
奴
聞
漢
兵
至
、
引
去
、
初
、
光
誠
明
友
、
兵
不
空
出
、
即
後
匈
奴
、
遂
撃
烏
桓
、
烏
桓
時
新
中
匈
奴
兵
、
明
友
既
後

匈
奴
、
因
乗
烏
桓
敝
、
撃
之
、
斬
首
六
千
餘
級
、
獲
三
王
首
、
還
、
封
為
平
陵
侯
、（
匈
奴
伝
）

は
同
じ
事
件
に
関
わ
る
。
つ
い
で
、

　
　

 　
（
本
始
三
年
・
前
七
一
）
其
冬
、
単
于
自
将
万
騎
撃
烏
孫
、
頗
得
老
弱
、
欲
還
、
会
天
大
雨
雪
、
一
日
深
丈
餘
、
人
民
畜
産
凍
死
、
還
者

不
能
什
一
、
於
是
丁
令
乗
弱
攻
其
北
、
烏
桓
入
其
東
、
烏
孫
撃
其
西
、
凡
三
国
所
殺
数
万
級
、
馬
数
万
匹
、
牛
羊
甚
衆
、
又
重
以
餓
死
、
人

民
死
者
什
三
、
畜
産
什
五
、
匈
奴
大
虚
弱
、
諸
国
羈
属
者
皆
瓦
解
、
攻
盗
不
能
理
、
其
後
漢
出
三
千
餘
騎
、
為
三
道
、
並
入
匈
奴
、
捕
虜
得

数
千
人
還
、
匈
奴
終
不
敢
取
当
、
茲
欲
郷
和
親
、
而
辺
境
少
事
矣
、（
匈
奴
伝
）

　
　

 　

元
康
三
年
（
前
六
三
）、
先
零
遂
与
諸
羌
種
豪
二
百
餘
人
解
仇
交
質
盟
詛
、
上
聞
之
、
以
問
充
国
、
対
曰
、
…
間
者
匈
奴
困
於
西
方
、
聞
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烏
桓
来
保
塞
、
恐
兵
復
従
東
方
起
、
数
使
使
尉
黎
・
危
須
諸
国
、
設
以
子
女
貂
裘
、
欲
沮
解
之
、（
趙
充
国
伝
）

　
　
　

是
歳
、
神
爵
元
年
（
前
六
一
）
春
也
、
…
充
国
奏
曰
、
…
且
匈
奴
不
可
不
備
、
烏
桓
不
可
不
憂
、
…
（
趙
充
国
伝
）  

　
　

 　

其
明
年
（
神
爵
四
年
・
前
五
八
）、
烏
桓
撃
匈
奴
東
辺
姑
夕
王
、
頗
得
人
民
、
単
于
怒
、（
匈
奴
伝
）

が
宣
帝
期
に
当
た
り（
６
）、

最
後
に
匈
奴
伝

　
　

 　
（
元
始
五
年
・
後
五
）
乃
造
設
四
条
、
中
国
人
亡
入
匈
奴
者
、
烏
孫
亡
降
匈
奴
者
、
西
域
諸
国
佩
中
国
印
綬
降
匈
奴
者
、
烏
桓
降
匈
奴
者
、

皆
不
得
受
、
…
漢
既
班
四
条
、
後
護
烏
桓
使
者
告
烏
桓
民
、
毋
得
復
与
匈
奴
皮
布
税
、
匈
奴
以
故
事
遣
使
者
責
烏
桓
税
、
匈
奴
人
民
婦
女
欲

賈
販
者
皆
随
往
焉
、
烏
桓
距
曰
、
奉
天
子
詔
条
、（
之
）〔
不
〕
当
予
匈
奴
税
、
匈
奴
使
怒
、
收
烏
桓
酋
豪
、
縛
到
懸
之
、
酋
豪
昆
弟
怒
、
共

（
入
）〔
殺
〕
匈
奴
使
及
其
官
属
、
收
略
婦
女
馬
牛
、
単
于
聞
之
、
遣
使
発
左
賢
王
兵
入
烏
桓
責
殺
使
者
、
因
攻
撃
之
、
烏
桓
分
散
、
或
走
上

山
、
或
東
保
塞
、
匈
奴
頗
殺
人
民
、

婦
女
弱
小
且
千
人
去
、
置
左
地
、
告
烏
桓
曰
、
持
馬
畜
皮
布
来
贖
之
、
烏
桓
見
略
者
親
属
二
千
餘
人

持
財
畜
往
贖
、
匈
奴
受
、
留
不
遣
、

　
　

 　
（
始
建
国
元
年
・
後
九
）
将
率
還
到
左
犁
汗
王
咸
所
居
地
、
見
烏
桓
民
多
、
以
問
咸
、
咸
具
言
状
、
将
率
曰
、
前
封
四
条
、
不
得
受
烏
桓

降
者
、
亟
還
之
、
咸
曰
、
請
密
与
単
于
相
聞
、
得
語
、
帰
之
、
単
于
使
咸
報
曰
、
当
従
塞
内
還
之
邪
、
従
塞
外
還
之
邪
、
将
率
不
敢
顓
決
、

以
聞
、
詔
報
、
従
塞
外
還
之
、
単
于
始
用
夏
侯
藩
求
地
有
距
漢
語
、
後
以
求
税
烏
桓
不
得
、
因
寇
略
其
人
民
、
釁
由
是
生
、
重
以
印
文
改
易
、

故
怨
恨
、
乃
遣
右
大
且
渠
蒲
呼
盧

等
十
餘
人
将
兵
衆
万
騎
、
以
謢
送
烏
桓
為
名
、
勒
兵
朔
方
塞
下
、
朔
方
太
守
以
聞
、

　
　

 　
（
天
鳳
元
年
・
一
四
）
使
者
問
単
于
、
輒
曰
、
烏
桓
与
匈
奴
無
状
黠
民
共
為
寇
入
塞
、
譬
如
中
国
有
盗
賊
耳
、
咸
初
立
持
国
、
威
信
尚
浅
、

尽
力
禁
止
、
不
敢
有
二
心
、

は
王
莽
期
に
当
た
る（
７
）。
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２　
『
魏
書
』『
後
漢
書
』
の
比
較
│
後
漢
初
年
以
前
│

王
沈
『
魏
書
』

『
後
漢
書
』

魏
書
曰
、
烏
丸
者
、
東
胡
也
、
漢
初
、
匈
奴
冒
頓
滅
其
国
、
餘
類
保
烏

丸
山
、
因
以
為
号
焉
、
俗
善
騎
射
、
随
水
草
放
牧
、
居
無
常
処
、
以
穹

廬
為
宅
、
皆
東
向
日
、（
Ａ
）
弋
獵
禽
獣
、
食
肉
飲
酪
、
以
毛
毳
為
衣
、

貴
少
賤
老
、其
性
悍

、怒
則
殺
父
兄
、而
終
不
害
其
母
、以
母
有
族
類
、

父
兄
以
己
為
種
、
無
復
報
者
故
也
、
常
推
募
勇
健
能
理
決
闘
訟
相
侵
犯

者
為
大
人
、
邑
落
各
有
小
帥
、
不
世
継
也
、
数
百
千
落
自
為
一
部
、
大

人
有
所
召
呼
、
刻
木
為
信
、
邑
落
伝
行
、
無
文
字
、
而
部
衆
莫
敢
違
犯
、

氏
姓
無
常
、
以
大
人
健
者
名
字
為
姓
、
大
人
已
下
、
各
自
畜
牧
治
産
、

不
相
徭
役
、
其
嫁
娶
皆
先
私
通
、
略
将
女
去
、
或
半
歳
百
日
、
然
後
遣

媒
人
送
馬
牛
羊
以
為
聘
娶
之
礼
、
婿
随
妻
帰
、
見
妻
家
無
尊
卑
、
旦
起

皆
拝
、
而
不
自
拝
其
父
母
、
為
妻
家
僕
役
二
年
、
妻
家
乃
厚
遣
送
女
、

居
処
財
物
、
一
出
妻
家
、
故
其
俗
従
婦
人
計
、
至
戦
闘
時
、
乃
自
決
之
、

父
子
男
女
、
相
対
蹲
踞
、
悉
髡
頭
以
為
軽
便
、
婦
人
至
嫁
時
乃
養
髮
、

分
為
髻
、
著
句
決
、
飾
以
金
碧
、
猶
中
国
有
冠
歩
揺
也
、

烏
桓
者
、
本
東
胡
也
、
漢
初
、
匈
奴
冒
頓
滅
其
国
、
餘
類
保
烏
桓
山
、

因
以
為
号
焉
、
俗
善
騎
射
、（
ａ
）
弋
獵
禽
獣
為
事
、
随
水
草
放
牧
、

居
無
常
処
、
以
穹
廬
為
舍
、
東
開
向
日
、
食
肉
飲
酪
、
以
毛
毳
為
衣
、

貴
少
而
賤
老
、
其
性
悍
塞
、
怒
則
殺
父
兄
、
而
終
不
害
其
母
、
以
母
有

族
類
、
父
兄
無
相
仇
報
故
也
、
有
勇
健
能
理
決
闘
訟
者
、
推
為
大
人
、

無
世
業
相
継
、邑
落
各
有
小
帥
、数
百
千
落
自
為
一
部
、大
人
有
所
召
呼
、

則
刻
木
為
信
、
雖
無
文
字
、
而
部
衆
不
敢
違
犯
、
氏
姓
無
常
、
以
大
人

健
者
名
字
為
姓
、
大
人
以
下
、
各
自
畜
牧
営
産
、
不
相
傜
役
、
其
嫁
娶

則
先
略
女
通
情
、
或
半
歳
百
日
、
然
後
送
牛
馬
羊
畜
、
以
為
娉
幣
、
婿

随
妻
還
家
、妻
家
無
尊
卑
、旦
旦
拝
之
、而
不
拝
其
父
母
、為
妻
家
僕
役
、

一
二
年
間
、
妻
家
乃
厚
遣
送
女
、
居
処
財
物
一
皆
為
辦
、
其
俗
（
ｂ
）

妻
後
母
、
報
寡
嫂
、
死
則
帰
其
故
夫
、
計
謀
従
用
婦
人
、
唯
闘
戦
之
事

乃
自
決
之
、
父
子
男
女
相
対
踞
蹲
、
以
髡
頭
為
軽
便
。
婦
人
至
嫁
時
乃

養
髮
、
分
為
髻
、
著
句
決
、
飾
以
金
碧
、
猶
中
国
有

歩
揺
、
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（
Ｂ
）
父
兄
死
、
妻
後
母
執
嫂
、
若
無
執
嫂
者
、
則
己
子
以
親
之
次
妻

伯
叔
焉
、
死
則
帰
其
故
夫
、

（
Ｃ
）
俗
識
鳥
獣
孕
乳
、
時
以
四
節
、

耕
種
常
用
布
穀
鳴
為
候
、

（
Ｄ
）
地
宜
青

・
東
牆
、
東
牆
似
蓬
草
、
実
如
葵
子
、
至
十
月
熟
、

能
作
白
酒
、
而
不
知
作
麴
糱
、
米
常
仰
中
国
、

 

大
人
能
作
弓
矢
鞍
勒
、
鍛
金
鉄
為
兵
器
、

（
Ｅ
）
能
刺
韋
作
文
繡
、
織
縷

峻
、

   

有
病
、
知
以
艾
灸
、
或
焼
石
自
熨
、
焼
地
臥
上
、
或
随
痛
病
処
、
以
刀

決
脈
出
血
、
及
祝
天
地
山
川
之
神
、
無
鍼
薬
、

貴
兵
死
、
斂
屍
有
棺
、
始
死
則
哭
、
葬
則
歌
舞
相
送
、
肥
養
犬
、
以
采

縄
嬰
牽
、
并
取
亡
者
所
乗
馬
、
衣
物
、
生
時
服
飾
、
皆
焼
以
送
之
、
特

属
累
犬
、
使
護
死
者
神
霊
帰
乎
赤
山
、
赤
山
在
遼
東
西
北
数
千
里
、

如
中
国
人
以
死
之
魂
神
帰
泰
山
也
、

（
ｅ
）
婦
人
能
刺
韋
作
文
繡
、
織
氀
毼
、

男
子
能
作
弓
矢
鞍
勒
、
鍛
金
鉄
為
兵
器
、

（
ｄ
）
其
土
地
宜

及
東
牆
、
東
牆
似
蓬
草
、
実
如

子
、
至
十
月
而
熟
、

（
ｃ
）
見
鳥
獣
孕
乳
、
以
別
四
節
、

俗
貴
兵
死
、斂
屍
以
棺
、有
哭
泣
之
哀
、至
葬
則
歌
舞
相
送
、肥
養
一
犬
、

以
彩
縄
纓
牽
、
并
取
死
者
所
乗
馬
衣
物
、
皆
焼
而
送
之
、
言
以
属
累
犬
、

使
護
死
者
神
霊
帰
赤
山
、
赤
山
在
遼
東
西
北
数
千
里
、

如
中
国
人
死
者
魂
神
帰
岱
山
也
、
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至
葬
日
、
夜
聚
親
旧
員
坐
、
牽
犬
馬
歴
位
、
或
歌
哭
者
、
擲
肉
与
之
、

使
二
人
口
頌
咒
文
、
使
死
者
魂
神
径
至
、
歴
険
阻
、
勿
令
横
鬼
遮
護
、

達
其
赤
山
、
然
後
殺
犬
馬
衣
物
焼
之
、

敬
鬼
神
、
祠
天
地
日
月
星
辰
山
川
、
及
先
大
人
有
健
名
者
、
亦
同
祠
以

牛
羊
、
祠
畢
皆
焼
之
、
飲
食
必
先
祭
、

其
約
法
、
違
大
人
言
死
、
盗
不
止
死
、
其
相
残
殺
、
令
都
落
自
相
報
、

相
報
不
止
、
詣
大
人
平
之
、
有
罪
者
出
其
牛
羊
以
贖
死
命
、
乃
止
、
自

殺
其
父
兄
無
罪
、
其
亡
叛
為
大
人
所
捕
者
、
諸
邑
落
不
肯
受
、
皆
逐
使

至
雍
狂
地
、
地
無
山
、
有
沙
漠
・
流
水
・
草
木
、
多
蝮
蛇
、
在
丁
令
之

西
南
、
烏
孫
之
東
北
、
以
窮
困
之
、

敬
鬼
神
、
祠
天
地
日
月
星
辰
山
川
及
先
大
人
有
健
名
者
、
祠
用
牛
羊
、

畢
皆
焼
之
、

其
約
法
、
違
大
人
言
者
、
罪
至
死
、
若
相
賊
殺
者
、
令
部
落
自
相
報
、

不
止
、
詣
大
人
告
之
、
聴
出
馬
牛
羊
以
贖
死
、
其
自
殺
父
兄
則
無
罪
、

若
亡
畔
為
大
人
所
捕
者
、
邑
落
不
得
受
之
、
皆
徙
逐
於
雍
狂
之
地
、
沙

漠
之
中
、
其
土
多
蝮
蛇
、
在
丁
令
西
南
、
烏
孫
東
北
焉
、

　

烏
桓
の
起
原
、
つ
い
で
習
俗
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。『
後
漢
書
』
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、『
魏
書
』
の
記
述
の
順
序
を
一
部
改
め
て
い
る
が
、

独
自
の
記
述
を
基
本
的
に
も
た
ず
、
加
え
て
「
有
病
」
お
よ
び
「
至
葬
日
」
以
下
の
部
分
を
省
略
し
て
い
る
。「
不
世
継
也
」
を
「
無
世
業
相
継
」

に
改
め
て
い
る
が
、『
魏
書
』
が
「
大
人
」「
小
帥
」
の
地
位
の
非
世
襲
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、『
後
漢
書
』
は
財
産
の
非
世
襲
の
意
味
に
改
め

て
い
る
。
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（
１
）
自
其
先
為
匈
奴
所
破
之
後
、
人
衆
孤
弱
、
為
匈
奴
臣
服
、
常
歳

輸
牛
馬
羊
、
過
時
不
具
、
輒
虜
其
妻
子
、

（
３
）
至
匈
奴
（
壹
）〔
壺
〕
衍

単
于
時
、
烏
丸
転
彊
、
発
掘
匈
奴
単
于

冢
、
将
以
報
冒
頓
所
破
之
恥
、（
壹
）〔
壺
〕
衍

単
于
大
怒
、
発
二
万

騎
以
撃
烏
丸
、大
将
軍
霍
光
聞
之
、遣
度
遼
将
軍
范
明
友
将（
三
）﹇
二
？
﹈

万
騎
出
遼
東
追
撃
匈
奴
、
比
明
友
兵
至
、
匈
奴
已
引
去
、
烏
丸
新
被
匈

奴
兵
、
乗
其
衰
弊
、
遂
進
撃
烏
丸
、
斬
首
六
千
餘
級
、
獲
三
王
首
還
、

（
４
）
後
数
復
犯
塞
、
明
友
輒
征
破
之
、

（
６
）
至
王
莽
末
、

（
１
）
烏
桓
自
為
冒
頓
所
破
、
衆
遂
孤
弱
、
常
臣
伏
匈
奴
、
歳
輸
牛
馬

羊
皮
、
過
時
不
具
、
輒
沒
其
妻
子
、

（
２
）
及
武
帝
遣
驃
騎
将
軍
霍
去
病
撃
破
匈
奴
左
地
、因
徙
烏
桓
於
上
谷
・

漁
陽
・
右
北
平
・
遼
西
・
遼
東
五
郡
塞
外
、
為
漢
偵
察
匈
奴
動
静
、
其

大
人
歳
一
朝
見
、
於
是
始
置
護
烏
桓
校
尉
、
秩
二
千
石
、
擁
節
監
領
之
、

使
不
得
与
匈
奴
交
通
、

（
３
）
昭
帝
時
、
烏
桓
漸
強
、
乃
発
匈
奴
単
于
冢
墓
、
以
報
冒
頓
之
怨
、

匈
奴
大
怒
、
乃
東
撃
破
烏
桓
、
大
将
軍
霍
光
聞
之
、
因
遣
度
遼
将
軍
范

明
友
将
二
万
騎
出
遼
東
邀
匈
奴
、
而
虜
已
引
去
、
明
友
乗
烏
桓
新
敗
、

遂
進
撃
之
、
斬
首
六
千
餘
級
、
獲
其
三
王
首
而
還
、

（
４
）
由
是
烏
桓
復
寇
幽
州
、
明
友
輒
破
之
、

（
５
）
宣
帝
時
、
乃
稍
保
塞
降
附
、

（
６
）
及
王
莽
篡
位
、
欲
撃
匈
奴
、
興
十
二
部
軍
、
使
東
域
将
厳
尤
領

烏
桓
・
丁
令
兵
屯
代
郡
、
皆
質
其
妻
子
於
郡
縣
、
烏
桓
不
便
水
土
、
懼

久
屯
不
休
、
数
求
謁
去
、
莽
不
肯
遣
、
遂
自
亡
畔
、
還
為
抄
盗
、
而
諸

郡
尽
殺
其
質
、
由
是
結
怨
於
莽
、
匈
奴
因
誘
其
豪
帥
以
為
吏
、
餘
者
皆

羈
縻
属
之
、
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並
与
匈
奴
為
寇
、
光
武
定
天
下
、

（
８
）
遣
伏
波
将
軍
馬
援
将
三
千
騎
、
従
五
原
関
出
塞
征
之
、
無
利
、

而
殺
馬
千
餘
匹
、

（
９
）
烏
丸
遂
盛
、
鈔
撃
匈
奴
、
匈
奴
転
徙
千
里
、
漠
南
地
空
、

（
７
）
光
武
初
、
烏
桓
与
匈
奴
連
兵
為
寇
、
代
郡
以
東
尤
被
其
害
、
居

止
近
塞
、
朝
発
穹
廬
、
暮
至
城
郭
、
五
郡
民
庶
、
家
受
其
辜
、
至
於
郡

縣
損
壊
、
百
姓
流
亡
、
其
在
上
谷
塞
外
白
山
者
、
最
為
強
富
、

（
８
）
建
武
二
十
一
年
、遣
伏
波
将
軍
馬
援
将
三
千
騎
出
五
阮
関
【
注
「
関

在
代
郡
」】
掩
撃
之
、
烏
桓
逆
知
、
悉
相
率
逃
走
、
追
斬
百
級
而
還
、

烏
桓
復
尾
撃
援
後
、
援
遂
晨
夜
奔
帰
、
比
入
塞
、
馬
死
者
千
餘
匹
、

（
９
）
二
十
二
年
、
匈
奴
国
乱
、
烏
桓
乗
弱
撃
破
之
、
匈
奴
転
北
徙
数

千
里
、
漠
南
地
空
、

　

以
下
は
年
代
順
の
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
前
漢
か
ら
後
漢
光
武
初
年
に
か
け
て
の
記
述
で
あ
る
。『
魏
書
』
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

前
漢
に
遡
る
記
述
に
な
っ
て
い
る
の
は
、『
漢
書
』
匈
奴
伝
が
上
古
に
遡
る
こ
と
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
魏
書
』
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、（
３
）「
至
匈
奴
（
壹
）〔
壺
〕
衍

単
于
時
」
の
一
句
で
あ
る
。『
後
漢
書
』
が
（
３
）「
昭
帝
時
」
に

改
め
る
の
は
、
前
後
の
（
２
）「
及
武
帝
」・（
５
）「
宣
帝
時
」・（
６
）「
及
王
莽
簒
位
」・（
７
）「
光
武
初
」
と
の
一
貫
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
魏

書
』
の
「
至
匈
奴
（
壹
）〔
壺
〕
衍

単
于
時
」
は
、（
３
）
が
、『
漢
書
』
匈
奴
列
伝

　
　

 

及
単
于
死
、
衛
律
等
与
顓
渠
閼
氏
謀
、
匿
単
于
死
、
詐

単
于
令
、
与
貴
人
飲
盟
、
更
立
子
左
谷
蠡
王
為
壺
衍

単
于
、
是
歳
、
始
元
二
年

（
前
八
五
）
也
。
…
其
明
年
（
元
鳳
三
年
・
前
七
八
）、
…
漢
復
得
匈
奴
降
者
、
言
烏
桓
嘗
発
先
単
于
冢
、
匈
奴
怨
之
、
方
発
二
万
騎
撃
烏
桓
、

大
将
軍
霍
光
欲
発
兵
（
要
）〔
邀
〕
撃
之
、
以
問
護
軍
都
尉
趙
充
国
、
充
国
以
為
烏
桓
間
数
犯
塞
、
…
光
更
問
中
郎
将
范
明
友
、
明
友
言
可
撃
、
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於
是
拝
明
友
為
度
遼
将
軍
、
将
二
万
騎
出
遼
東
、
匈
奴
聞
漢
兵
至
、
引
去
、
…
烏
桓
時
新
中
匈
奴
兵
、
明
友
既
後
匈
奴
、
因
乗
烏
桓
敝
、
撃

之
、
斬
首
六
千
餘
級
、
獲
三
王
首
、
還
、
封
為
平
陵
侯
、

を
引
用
し
た
た
め
で
あ
り
、
表
現
の
重
複
（
太
字
）
は
そ
の
こ
と
を
傍
証
す
る
。『
魏
書
』
の
（
６
）「
至
王
莽
末
、
並
与
匈
奴
為
寇
」
も
、
前
節

に
引
い
た
匈
奴
伝
／
天
鳳
元
年
「
烏
桓
与
匈
奴
無
状
黠
民
共
為
寇
入
塞
」
と
表
現
が
重
複
し
、
同
じ
く
匈
奴
伝
を
引
用
し
た
も
の
と
な
る
。
こ
れ

ら
を
考
慮
す
れ
ば
、（
１
）「
自
其
先
為
匈
奴
所
破
之
後
、
人
衆
孤
弱
、
為
匈
奴
臣
服
、
常
歳
輸
牛
馬
羊
、
過
時
不
具
、
輒
虜
其
妻
子
」
も
、
表
現

が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
が
、
前
節
に
引
い
た
匈
奴
伝
／
元
始
五
年
を
踏
ま
え
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
要
す
る
に
、
前
漢
の
烏
桓
に
関
す
る

『
魏
書
』
の
記
述
は
も
っ
ぱ
ら
『
漢
書
』
匈
奴
伝
に
由
来
す
る
も
の
と
な
る
。

　

一
方
、『
後
漢
書
』（
３
）
は
、『
漢
書
』
に
由
来
す
る
表
現
を
か
な
り
削
除
し
て
お
り
、『
漢
書
』
に
直
接
取
材
す
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
『
魏

書
』
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
一
方
で
、『
後
漢
書
』
は
、『
魏
書
』
に
見
え
な
い
記
述
を
か
な
り
補
っ
て
い
る
。

　

第
一
に
、（
２
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
於
是
始
置
護
烏
桓
校
尉
、秩
二
千
石
、擁
節
監
領
之
」
で
あ
り
、応
劭
『
漢
官
儀
』（『
太

平
御
覧
』
巻
二
百
四
十
二
／
職
官
部
四
十
）

　
　

護
烏
桓
校
尉
、
孝
武
帝
時
、
烏
桓
属
漢
、
始
於
幽
州
置
之
、
擁
節
、
監
領
、
秩
比
二
千
石
、

に
表
現
が
甚
だ
し
く
重
な
る
。
武
帝
期
に
お
け
る
烏
桓
と
の
交
渉
開
始
は
、
杜
篤
が
建
武
十
八
年
に
上
奏
し
た
『
論
都
賦
』
に
、
武
帝
の
事
跡
と

し
て
、「
東
攠
烏
桓
、
蹂

貊
」（『
後
漢
書
』
杜
篤
伝
）
と
あ
り
、
後
漢
初
年
に
そ
う
し
た
認
識
が
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、（
２
）

に
つ
い
て
は
、
表
現
の
重
複
か
ら
い
っ
て
、
独
自
の
材
料
を
想
定
す
る
よ
り
も
、『
漢
官
儀
』
の
記
述
を
根
拠
に
先
行
す
る
材
料
を
編
集
し
た
も

の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う（
８
）。

烏
桓
が
漢
の
羈
縻
下
に
入
る
に
は
、
匈
奴
の
こ
の
方
面
に
お
け
る
後
退
を
要
す
る
。
そ
こ
で
、
元
狩
四
年
（
前

一
一
九
）
に
お
け
る
霍
去
病
の
匈
奴
左
地
撃
破（
９
）が

置
か
れ
る
。
つ
い
で
、
前
節
に
引
い
た
『
史
記
』
貨
殖
列
伝
「
上
谷
至
遼
東
、
…
北
隣
烏
桓
・

夫
餘
」
を
根
拠
に
、
烏
桓
が
上
谷
〜
遼
東
五
郡
の
塞
外
に
遷
徙
し
た
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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第
二
に
、『
魏
書
』（
４
）「
後
数
復
犯
塞
、
明
友
輒
征
破
之
」
を
『
後
漢
書
』（
４
）
は
「
由
是
烏
桓
復
寇
幽
州
、
明
友
輒
破
之
」
と
作
る
。「
幽

州
」
を
明
示
す
る
の
は
、
や
は
り
『
漢
官
儀
』
の
「
始
於
幽
州
置
之
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
体
、『
魏
書
』（
１
）
〜
（
６
）
は
、
烏
桓

の
所
在
に
つ
き
記
す
と
こ
ろ
が
無
い
。
こ
れ
に
対
し
、『
後
漢
書
』
は
、（
２
）
に
お
い
て
「
上
谷
・
漁
陽
・
右
北
平
・
遼
西
・
遼
東
」
を
こ
と
さ

ら
具
体
的
に
並
べ
て
い
る
よ
う
に
、
所
在
を
明
示
す
る
こ
と
に
務
め
て
い
る
。

　

第
三
に
、（
５
）「
宣
帝
時
、
乃
稍
保
塞
降
附
」
は
、
前
節
に
引
い
た
『
漢
書
』
趙
充
国
伝
「
烏
桓
来
保
塞
」
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

第
四
に
、（
６
）「
欲
撃
匈
奴
」
以
下
お
よ
び
（
７
）「
代
郡
以
東
」
以
下
は
『
後
漢
書
』
独
自
の
記
述
で
あ
る
。（
７
）「
烏
桓
与
匈
奴
連
兵
為
寇
」

は
、
鮮
卑
伝
の
方
に
も
、

　
　

光
武
初
、
匈
奴
強
盛
、
率
鮮
卑
与
烏
桓
寇
抄
北
辺
、
殺
略
吏
人
、
無
有
寧
歳
、

と
あ
る
が
、
そ
の
表
現
は
、

　
　

 

是
時
、
盧
芳
与
匈
奴
・
烏
桓
連
兵
、
寇
盗
尤
数
、
縁
辺
愁
苦
、
詔
霸
将
弛
刑
徒
六
千
餘
人
、
与
杜
茂
治
飛
狐
道
、
堆
石
布
土
、
築
起
亭
障
、

自
代
至
平
城
三
百
餘
里
、（
王
霸
伝
）

に
似
る
。

　

な
お
、（
７
）
の
時
期
に
関
わ
る
記
述
と
し
て
、
ま
ず

　
　

 

時
更
始
徴
代
郡
太
守
趙
永
、
而
況
勧
永
不
応
召
、
令
詣
于
光
武
、
光
武
遣
永
復
郡
、
永
北
還
、
而
代
令
張
曄
拠
城
反
畔
、
乃
招
迎
匈
奴
・
烏

桓
以
為
援
助
、
…
光
武
還
薊
、
復
遣
弇
与
呉
漢
・
景
丹
・
蓋
延
・
朱
祐
・

彤
・
耿
純
・
劉
植
・
岑
彭
・
祭
遵
・
堅
鐔
・
王
霸
・
陳
俊
・
馬

武
十
三
将
軍
、
追
賊
至
潞
東
、
及
平
谷
、
再
戦
、
斬
首
万
三
千
餘
級
、
遂
窮
追
於
右
北
平
無
終
・
土
垠
之
間
、
至
（
浚
）〔
俊
〕
靡
而
還
、

賊
散
入
遼
西
・
遼
東
、
或
為
烏
桓
・
貊
人
所
鈔
撃
、
略
尽
、
…
（
耿
弇
伝
）

は
、
更
始
年
間
に
お
け
る
烏
桓
の
動
向
を
伝
え
る
。
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『
後
漢
書
』（
８
）（
９
）
は
年
次
を
補
う
。（
８
）
は
、

　
　
（
建
武
二
十
一
年
・
四
五
）
冬
十
月
、
遣
伏
波
将
軍
馬
援
出
塞
撃
烏
桓
、
不
克
、（
光
武
帝
紀
）

　
　

 （
建
武
）
二
十
年
、
…
還
月
餘
、
会
匈
奴
・
烏
桓
寇
扶
風（
10
）、

援
以
三
輔
侵
擾
、
園
陵
危
逼
、
因
請
行
、
許
之
、
自
九
月
至
京
師
、
十
二
月
復

出
屯
襄
国
、
詔
百
官
祖
道
、
…
明
年
秋
、
援
乃
将
三
千
騎
出
高
柳
、
行
鴈
門
・
代
郡
・
上
谷
障
塞
、
烏
桓
候
者
見
漢
軍
至
、
虜
遂
散
去
、
援

無
所
得
而
還
、（
馬
援
伝
）

に
も
見
え
る
が
、『
後
漢
書
』（
８
）
で
補
わ
れ
た
よ
う
な
具
体
的
な
戦
闘
の
経
過
は
見
え
ず
、
馬
援
の
実
質
的
な
敗
戦
に
も
触
れ
な
い（
11
）。

　
（
９
）
に
つ
い
て
は
、

　
　

 （
建
武
二
十
二
年
・
四
六
）
是
歳
、
…
匈
奴

日
逐
王
比
遣
使
詣
漁
陽
請
和
親
、
使
中
郎
将
李
茂
報
命
、
烏
桓
撃
破
匈
奴
、
匈
奴
北
徙
、

幕
南
地
空
、
詔
罷
諸
辺
郡
亭
候
吏
卒
、（
光
武
帝
紀
）　

の
傍
線
部
と
と
も
に
表
現
が
重
な
り
、『
魏
書
』
に
拠
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
南
匈
奴
列
伝
に
は
、

　
　

 （
建
武
）
二
十
二
年
（
四
六
）、
単
于
輿
死
、
子
左
賢
王
烏
達

侯
立
為
単
于
、
復
死
、
弟
左
賢
王
蒲
奴
立
為
単
于
、
比
不
得
立
、
既
懐
憤
恨
、

而
匈
奴
中
連
年
旱
蝗
、
赤
地
数
千
里
、
草
木
尽
枯
、
人
畜
飢
疫
、
死
耗
太
半
、
単
于
畏
漢
乗
其
敝
、
乃
遣
使
詣
漁
陽
求
和
親
、
於
是
遣
中
郎

将
李
茂
報
命
、
而
比
密
遣
漢
人
郭
衡
奉
匈
奴
地
図
、

と
、
確
か
に
こ
の
年
次
に
お
け
る
匈
奴
の
混
乱
を
記
す
も
の
の
、「
烏
桓
撃
破
匈
奴
、
匈
奴
北
徙
、
幕
南
地
空
」
と
い
っ
た
事
態
は
見
え
な
い
。

二
十
四
年
（
四
八
）
に
日
逐
王
比
が
呼
韓
邪
単
于
と
し
て
即
位
し
て
匈
奴
が
南
北
に
分
裂
し
、
二
十
五
年
（
四
九
）、
南
匈
奴
の
攻
撃
で
北
匈
奴

は
「
卻
地
千
里
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
二
十
六
年
（
五
〇
）、
北
匈
奴
の
反
撃
で
南
匈
奴
は
長
城
以
南
に
遷
徙
す
る
。「
匈
奴
北
徙
」
は

二
十
五
年
、「
幕
南
地
空
」
は
二
十
六
年
の
事
態
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

後
述
の
如
く
、
匈
奴
は
、
前
一
世
紀
後
半
に
は
烏
桓
支
配
を
再
編
し
、
王
莽
期
か
ら
後
漢
初
年
に
か
け
て
烏
桓
は
匈
奴
の
も
と
で
漢
に
侵
攻
す
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
日
逐
王
比
に
関
す
る
、「
部
領
南
辺
及
烏
桓
」
と
い
う
南
匈
奴
列
伝
の
記
述
で
あ
る
。『
魏
書
』
に

お
け
る
烏
桓
の
匈
奴
攻
撃
と
は
、
二
十
二
年
に
始
ま
る
匈
奴
の
混
乱
に
お
い
て
、
烏
桓
が
南
匈
奴
の
も
と
で
北
匈
奴
を
攻
撃
し
た
、
あ
る
い
は
南

匈
奴
の
支
配
よ
り
離
反
し
た
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
『
魏
書
』
の
「
匈
奴
転
徙
千
里
、
漠
南
地
空
」
な
る
表
現
は
、『
漢
書
』

匈
奴
列
伝
「（
元
狩
四
年
・
前
一
一
九
）
是
後
匈
奴
遠
遁
、
而
幕
南
無
王
庭
」
を
踏
ま
え
た
文
飾
と
思
わ
れ
、
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
る
こ
と
は

で
き
な
い
。『
後
漢
書
』
が
二
十
二
年
に
繋
け
る
の
は
、
こ
の
事
件
の
契
機
と
な
っ
た
匈
奴
の
混
乱
が
こ
の
年
次
に
始
ま
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
光
武
帝
紀
が
「
詔
罷
諸
辺
郡
亭
候
吏
卒
」
を
二
十
二
年
に
繋
け
る
こ
と
も
、
南
匈
奴
列
伝
の
二
十
六
年
に
、

　
　

北
単
于
惶
恐
、
頗
還
所
略
漢
人
、
以
示
善
意
、
鈔
兵
毎
到
南
部
下
、
還
過
亭
候
、
輒
謝
曰
、
自
撃
亡
虜

日
逐
耳
、
非
敢
犯
漢
人
也
、

と
、「
亭
候
」
が
見
え
る
こ
と
に
矛
盾
し
、
同
様
に
匈
奴
の
混
乱
開
始
の
年
次
に
便
宜
的
に
繋
け
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

３　

後
漢
初
年
以
前
の
烏
桓

　

こ
こ
ま
で
の
記
述
に
基
づ
き
、
若
干
の
知
見
を
補
い
つ
つ
、
後
漢
初
年
以
前
の
烏
桓
の
推
移
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、『
後
漢
書
』
に
は
、

　
　

①
冒
頓
単
于
が
東
胡
を
壊
滅
し
た
の
ち
、
そ
の
残
存
勢
力
の
一
部
が
烏
桓
山
に
拠
っ
て
烏
桓
を
称
し
た
。

　
　

 

②
漢
は
匈
奴
左
地
を
撃
破
し
、
烏
桓
を
上
谷
〜
遼
東
五
郡
の
塞
外
に
遷
徙
さ
せ
、
護
烏
桓
校
尉
を
設
置
し
て
烏
桓
を
羈
縻
支
配
下
に
置
い
た
。

と
あ
る
。

　

上
文
に
述
べ
た
よ
う
に
、
②
に
相
当
す
る
部
分
は
『
魏
書
』
に
は
な
く
、『
後
漢
書
』
に
お
い
て
編
集
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。『
後
漢
書
』
が
根

拠
と
し
た
の
は
、
武
帝
期
に
護
烏
桓
校
尉
が
設
置
さ
れ
た
と
す
る
『
漢
官
儀
』
の
記
述
お
よ
び
、
同
じ
く
武
帝
期
に
上
谷
以
東
の
塞
外
に
烏
桓
が

あ
っ
た
と
す
る
『
史
記
』
貨
殖
列
伝
の
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
後
漢
書
』
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
烏
桓
山
か
ら
上
谷
以
東
、
す
な
わ
ち
燕
北
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五
郡
の
塞
外
へ
の
烏
桓
の
遷
徙
を
想
定
し
、
そ
の
契
機
と
し
て
霍
去
病
の
匈
奴
左
地
撃
破
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
匈
奴
が
高
祖
十
二
年
（
前
一
九
五
）
に
燕
王
盧
綰
を
東
胡
王
に
封
じ
、
こ
の
東
胡
王
国
が
、
景
帝

中
四
年
（
前
一
四
四
）
に
盧
綰
の
孫
、
他
之
が
漢
に
帰
参
す
る
ま
で
継
続
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
領
域
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』

匈
奴
列
伝
に
、「
後
燕
王
盧
綰
反
、
率
其
党
数
千
人
降
匈
奴
、
往
来
苦
上
谷
以
東
」
と
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
の
匈
奴
左
地
撃
破
に
先
立
ち
、

上
谷
以
東
の
塞
外
に
は
す
で
に
匈
奴
東
胡
王
の
支
配
下
に
東
胡
遺
民
が
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
東
胡
遺
民
が
た
と
え
ば
東
胡
王
国
解
消

の
の
ち
に
他
所
に
移
動
し
、
匈
奴
左
地
撃
破
の
の
ち
に
別
の
東
胡
遺
民
た
る
烏
桓
が
こ
の
地
に
移
住
し
た
と
い
っ
た
推
移
を
想
定
す
る
こ
と
は
煩

雑
の
誹
り
を
免
れ
な
い
。『
史
記
集
解
』
韓
信
盧
綰
列
伝
「
如
淳
曰
、
為
東
胡
王
来
降
也
．
漢
紀
東
胡
、
烏
丸
也
」
は
妥
当
な
見
解
と
い
う
べ
き

で
あ
る（
12
）。

東
胡
王
国
の
治
下
に
あ
っ
た
東
胡
遺
民
が
、
匈
奴
左
地
撃
破
を
契
機
に
漢
と
の
直
接
的
通
交
を
開
始
し
、
烏
桓
の
自
称
を
伝
え
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
後
漢
書
』
は
漢
が
烏
桓
を
遷
徙
さ
せ
た
も
の
と
す
る
。
建
武
二
十
五
年
の
烏
桓
渠
帥
八
十
一
人
の
内
徙
や
、
建
安
十
二
年
（
二
〇
七
）
の
三

郡
烏
丸（
13
）の

内
徙
と
同
様
の
事
態
を
想
定
す
る
も
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
漢
が
そ
の
恒
常
的
支
配
の
及
ば
な
い
塞
外
に
お
い
て
住
民
の
移
動
を
主
導

的
に
行
い
得
た
と
は
考
え
が
た
い
。『
後
漢
書
』
の
烏
桓
遷
徙
に
関
わ
る
記
述
は
『
史
記
』
の
匈
奴
東
胡
王
の
存
在
を
看
過
し
た
こ
と
に
よ
る
臆

説
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
問
題
と
な
る
の
が
、
烏
桓
山
で
あ
る
。
烏
桓
山
の
位
置
に
つ
い
て
は
『
魏
書
』
に
は
明
文
が
な
い
が
、
匈
奴
の
東
胡
征
服
に

際
し
、
そ
の
遺
民
た
る
烏
桓
が
拠
っ
た
山
岳
な
の
で
あ
る
か
ら
、
大
興
安
嶺
周
辺
に
ま
ず
は
限
定
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
冒
頓
の
東
胡
征
服
の
の
ち

ほ
ど
な
く
、
烏
桓
山
に
拠
っ
た
烏
桓
は
匈
奴
東
胡
王
の
支
配
下
に
入
っ
て
い
る
。
遠
方
に
あ
っ
た
烏
桓
を
匈
奴
が
遷
徙
さ
せ
る
と
い
っ
た
事
態
は

類
例
を
見
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
烏
桓
山
は
燕
北
五
郡
か
ら
遠
か
ら
ぬ
地
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

一
体
、
前
漢
宣
帝
期
に
漢
・
匈
奴
と
交
戦
し
た
烏
桓
は
「
遼
東
烏
桓
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
郡
名
を
冠
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
下
文
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で
詳
述
す
る
が
、
要
は
漢
と
の
通
交
に
お
い
て
遼
東
郡
を
窓
口
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
最
初
期
の
烏
桓
は
遼
東
郡
と
の
通
交
に
便

宜
の
あ
る
地
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
上
で
、
烏
桓
山
の
有
力
な
候
補
地
と
な
り
う
る
も
の
の
一
つ
に
、『
遼
史
』
地
理
志

　
　

 

烏
州
、
静
安
軍
、
刺
史
、
本
烏
丸
之
地
、
東
胡
之
種
也
、
遼
北
大
王
撥
剌
占
為
牧
、
建
城
、
後
官
收
、
隷
興
聖
宮
、
有
遼
河
・
夜
河
・
烏
丸

川
・
烏
丸
山
、

の
烏
州
烏
丸
山
が
あ
り
、
張
穆
『
蒙
古
游
牧
記
』
巻
三
／
阿
嚕
科
爾
沁
部
「
旗
西
北
…
百
四
十
里
有
烏
遼
山
、
即
烏
丸
山
」
の
烏
丸
山
に
比
定
さ

れ
て
い
る（
14
）。

大
興
安
嶺
南
麓
の
そ
の
位
置
は
、
烏
桓
そ
の
も
の
の
推
移
を
考
慮
し
た
場
合
、
最
も
妥
当
な
比
定
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
赤
山
に
つ
い
て
で
あ
る
。
丁
謙
『
後
漢
書
烏
桓
鮮
卑
伝
地
理
攷
證
』
は
、
烏
桓
の
語
源
を
モ
ン

ゴ
ル
語
の
烏
蘭
（u

la
n

、「
紅
」）、
し
た
が
っ
て
烏
桓
山
＝
赤
山
と
し
、
烏
桓
の
死
者
の
神
霊
が
帰
す
る
と
こ
ろ
と
す
る
そ
の
属
性
も
原
郷
た
る

に
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
。『
魏
書
』
に
は
赤
山
＝
烏
桓
山
と
す
る
明
文
は
な
い
が
、
有
効
な
説
に
は
ち
が
い
な
い
。
問
題
は
、「
遼
東
西
北
数
千
里
」

と
す
る
そ
の
地
望
で
あ
り
、
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
大
興
安
嶺
北
麓
や
さ
ら
に
外
蒙
古
東
部
と
い
っ
た
遠
隔
地
に
こ
れ
を
求

め
ね
ば
な
ら
な
い（
15
）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
数
千
里
」
は
烏
桓
人
の
証
言
を
漢
人
が
過
大
に
推
算
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
傍
証
と
な

る
の
が
、「
雍
狂
地
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
重
罪
人
を
追
放
す
る
地
と
し
て
実
在
し
た
は
ず
だ
が
、「
在
丁
令
之
西
南
、
烏
孫
之
東

北
」
と
い
う
そ
の
地
望
は
烏
桓
の
勢
力
圏
よ
り
遙
か
に
遠
く
、
推
算
が
過
大
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

赤
山
は
、
下
文
の
「
漁
陽
赤
山
烏
桓
」
に
見
え
る
赤
山
に
一
致
す
る
も
の
と
見
て
何
ら
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
般
に
は
、
今
日
の
赤
峰
を
こ

の
赤
山
に
比
定
す
る
が
、
そ
れ
が
阿
嚕
科
爾
沁
旗
の
烏
桓
山
で
あ
っ
て
も
何
ら
問
題
は
な
い
。

　

こ
こ
で
一
言
し
て
お
く
べ
き
は
、
烏
桓
山
を
大
興
安
嶺
北
麓
に
比
定
す
る
説（
16
）で

あ
る
。
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
が
、
唐
代
の
こ
の
方
面
に
お

け
る
「
烏
丸
」
の
存
在
で
あ
る
。
唐
代
の
「
烏
丸
」
は
、『
通
典
』
辺
防
十
六
／
北
狄
七
／
烏
洛
侯
「
東
与
靺
鞨
、
西
与
突
厥
、
南
与
契
丹
、
北

与
烏
丸
為
隣
、
風
俗
与
靺
鞨
同
」
に
初
見
し
、『
旧
唐
書
』
室
韋
伝
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烏
羅
護
之
東
北
二
百
餘
里
、
那
河
之
北
有
古
烏
丸
之
遺
人
、
今
亦
自
称
烏
丸
国
、
武
德
・
貞
観
中
、
亦
遣
使
来
朝
貢
。
…
烏
丸
東
南
三
百
里
、

又
有
東
室
韋
部
落
、
在

越
河
之
北
、

で
は
よ
り
具
体
的
な
記
述
が
加
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
遼
史
』
太
祖
紀
／
二
年
（
九
〇
八
）

　
　

夏
五
月
癸
酉
、
詔
撒
剌
討
烏
丸
・
黒
車
子
室
韋
、

で
は
、
黒
車
子
室
韋
と
同
じ
方
面
に
「
烏
丸
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
「
烏
丸
」
は
、
唐
代
に
は
烏
洛
侯
（
烏
羅
護
）
の
東
北

に
あ
っ
た
が
、『
後
魏
書
』
に
は
、
同
じ
く
烏
洛
侯
の
西
北
に
、
拓
跋
鮮
卑
の
「
先
帝
旧
墟
」
た
る
石
室
が
あ
り
、
太
平
真
君
四
年
（
四
四
三
）

に
太
武
帝
が
李
敞
を
派
し
て
祝
文
を
奉
っ
た
と
見
え
、
一
九
八
〇
年
、
鄂
倫
春
自
治
旗
嘎
仙
洞
に
お
い
て
祝
文
石
刻
が
発
見
さ
れ
、
拓
跋
の
本
拠

で
あ
っ
た
大
鮮
卑
山
を
こ
の
あ
た
り
に
比
定
す
る
説
が
優
勢
と
な
っ
た（
17
）。

王
沈
『
魏
書
』
に
、
鮮
卑
山
に
拠
っ
た
鮮
卑
が
烏
桓
と
隣
接
し
て
い

た
と
あ
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
同
じ
く
大
興
安
嶺
北
麓
に
烏
桓
山
を
比
定
す
る
説
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る（
18
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
唐
代
の
「
烏
丸
」
を
「
古
烏
丸
之
遺
人
」
と
す
る
『
旧
唐
書
』
の
記
述
は
疑
問
で
あ
る
。「
古
烏
丸
」
す
な
わ
ち
前
漢
に
初

見
す
る
烏
桓
が
最
後
に
見
え
る
の
は
、『
後
魏
書
』
太
祖
紀
／
天
興
元
年
（
三
九
八
）

　
　

 

九
月
、
烏
丸
張
驤
子
超
、
收
合
亡
命
、
聚
党
三
千
餘
家
、
拠
勃
海
之
南
皮
、
自
号
征
東
大
将
軍
・
烏
丸
王
、
抄
掠
諸
郡
、
詔
将
軍
庾
岳
討
之
、

で
あ
り
、
武
德
・
貞
観
年
間
に
唐
に
入
貢
し
た
「
烏
丸
」
と
は
二
百
年
以
上
隔
た
っ
て
お
り
、
そ
の
間
、
烏
桓
の
消
息
は
見
え
な
い
。
二
百
年
の

空
白
を
経
て
、「
古
烏
丸
之
遺
人
」
が
忽
然
と
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
実
際
に
は
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

『
新
唐
書
』
烏
羅
渾
国
伝
「
烏
丸
或
曰
古
丸
」
で
あ
る
。
中
国
人
に
は
か
れ
ら
の
自
称
が
「
古
丸
」
と
も
聞
こ
え
た
の
で
あ
り
、「
古
丸
」
が
た
だ

ち
に
「
古
烏
丸
」
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
武
德
・
貞
観
の
入
貢
の
際
に
、
も
っ
ぱ
ら
「
烏
丸
」
の
表
記
を

用
い
て
、
こ
れ
を
「
古
烏
丸
之
遺
人
」
と
規
定
し
、
古
来
中
華
と
関
係
し
た
民
族
と
み
な
す
こ
と
で
、
唐
王
朝
の
権
威
を
高
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
体
、「
烏
丸
」
は
北
族
に
あ
っ
て
は
一
般
的
な
語
彙
で
あ
っ
た
ら
し
く
、金
代
に
は
烏
延
部
が
頻
見
す
る
が
、今
日
の
中
朝
露
国
境
附
近
に
あ
り
、
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烏
桓
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う（
19
）。

唐
か
ら
遼
初
に
か
け
て
散
見
す
る
「
烏
丸
」
も
同
様
の
存
在
と
み
な
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

　

武
帝
期
に
お
け
る
漢
の
烏
桓
支
配
は
『
史
記
』『
漢
書
』
に
直
接
に
は
見
え
な
い
が
、『
漢
書
』
昭
帝
紀
／
元
鳳
三
年
（
前
七
八
）「
遼
東
烏
桓
反
」

の
「
反
」
と
い
う
表
現
よ
り
、
そ
れ
以
前
に
漢
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

昭
帝
元
鳳
三
年
（
前
七
八
）
〜
宣
帝
神
爵
四
年
（
前
五
八
）
の
記
述
で
は
、
確
か
に
「
烏
桓
来
保
塞
」
と
も
見
え
る
が
、
基
調
と
し
て
烏
桓
は

漢
の
支
配
か
ら
離
脱
し
、
匈
奴
と
も
敵
対
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
烏
桓
の
自
立
を
促
し
た
の
は
、『
漢
書
』
匈
奴
伝

　
　
（
元
封
六
年
・
前
一
〇
五
）
自
是
後
、
単
于
益
西
北
、
左
方
兵
直
雲
中
、
右
方
兵
直
酒
泉
・
敦
煌
、

に
見
え
る
匈
奴
西
遷
に
よ
っ
て
そ
の
圧
力
が
減
殺
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

　
　

其
明
年
（
元
鳳
三
年
・
前
七
八
）、
…
漢
復
得
匈
奴
降
者
、
言
烏
桓
嘗
発
先
単
于
冢
、
匈
奴
怨
之
、
方
発
二
万
騎
撃
烏
桓
、

に
は
、
烏
桓
が
匈
奴
の
先
代
の
単
于
の
冢
を
劫
掠
し
た
と
見
え
る
。
匈
奴
単
于
の
冢
と
し
て
は
紀
元
前
後
の
ノ
イ
ン
＝
ウ
ラ
大
型
墓
群（
20
）が

有
名

で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
単
于
冢
の
所
在
は
不
明
だ
が
、
今
日
の
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
以
北
に
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
、
匈
奴
西
遷
に
乗
じ

て
烏
桓
は
こ
の
地
域
に
ま
で
長
駆
遠
征
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
本
始
三
年
・
前
七
一
）
於
是
丁
令
乗
弱
攻
其
北
、
烏
桓
入
其
東
、
烏
孫
撃
其
西
、
凡
三
国
所
殺
数
万
級
、
馬
数
万
匹
、
牛
羊
甚
衆
、

で
は
、
周
辺
に
対
す
る
匈
奴
の
劣
勢
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
元
始
五
年
（
後
五
）・
始
建
国
元
年
（
後
九) 

の
記
述
で
は
、
匈
奴
が

烏
桓
に
徴
税
し
、
あ
る
い
は
烏
桓
人
が
匈
奴
に
出
奔
す
る
と
い
っ
た
事
件
が
見
え
、
匈
奴
の
烏
桓
支
配
再
編
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
勢
の

転
機
と
し
て
推
定
さ
れ
る
の
は
、
甘
露
二
年
（
前
五
二
）
の
呼
韓
邪
単
于
の
帰
順
に
基
づ
く
漢
と
の
和
平
で
あ
る
。
中
国
史
料
は
、

　
　

 

至
孝
宣
之
世
、
承
武
帝
奮
撃
之
威
、
直
匈
奴
百
年
之
運
、
因
其
壊
乱
幾
亡
之
阨
、
権
時
施
宜
、
覆
以
威
德
、
然
後
単
于
稽
首
臣
服
、
遣
子
入
侍
、

（
二
）〔
三
〕
世
称
藩
、
賓
於
漢
庭
、
是
時
辺
城
晏
閉
、
牛
馬
布
野
、
三
世
無
犬
吠
之
警
、
菞
庶
亡
干
戈
之
役
、（『
漢
書
』
匈
奴
伝
／
論
贊
）

と
、
漢
の
優
位
に
お
け
る
平
和
の
継
続
を
も
っ
ぱ
ら
回
顧
す
る
が
、
こ
の
和
平
の
結
果
、
匈
奴
が
漢
と
の
抗
争
か
ら
解
放
さ
れ
、
周
辺
へ
の
支
配
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を
再
編
す
る
契
機
を
得
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
匈
奴
の
烏
桓
に
対
す
る
徴
税
を
『
魏
書
』
は
冒
頓
の
東
胡
撃
破
の
直
後
に
置
き
、『
後

漢
書
』
も
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。『
漢
書
』
匈
奴
伝
「
匈
奴
以
故
事
遣
使
者
責
烏
桓
税
」
の
「
故
事
」
を
か
く
解
釈
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
漢

の
匈
奴
左
地
撃
破
以
前
に
、
匈
奴
が
烏
桓
よ
り
徴
税
し
て
い
た
こ
と
は
当
然
あ
り
う
る
こ
と
だ
が
、
宣
帝
期
以
降
の
匈
奴
・
烏
桓
関
係
を
記
述
し

な
い
『
魏
書
』『
後
漢
書
』
の
記
述
の
あ
り
か
た
は
、
前
一
世
紀
後
半
に
お
け
る
匈
奴
帝
国
の
再
建
を
看
過
さ
せ
る
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
。

　

王
莽
は
元
始
五
年
（
後
五
）「
中
国
人
亡
入
匈
奴
者
、
烏
孫
亡
降
匈
奴
者
、
西
域
諸
国
佩
中
国
印
綬
降
匈
奴
者
、
烏
桓
降
匈
奴
者
、
皆
不
得
受
」

の
「
四
条
」
を
掲
げ
て
匈
奴
の
帝
国
再
編
を
抑
制
し
、烏
桓
な
ど
周
辺
諸
民
族
に
対
す
る
支
配
の
再
編
を
試
み
た
。
対
匈
奴
戦
争
の
再
開
に
際
し
、

烏
桓
・
丁
令
を
動
員
し
た
と
す
る
『
後
漢
書
』
独
自
の
記
述
も
、
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
あ
り
え
た
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
。

　
『
後
漢
書
』
は
、
王
莽
の
動
員
が
烏
桓
の
匈
奴
へ
の
帰
順
を
促
し
、
後
漢
初
年
に
及
ぶ
烏
桓
の
匈
奴
と
の
連
合
の
契
機
と
な
っ
た
と
す
る
が
、

匈
奴
の
烏
桓
支
配
再
編
は
つ
と
に
進
行
し
て
お
り
、
王
莽
は
こ
れ
に
対
す
る
巻
き
返
し
を
図
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
章　

後
漢
末
以
前

１　

建
武
二
十
五
年
の
烏
桓
内
徙

　

建
武
二
十
五
年
（
四
九
）
に
は
烏
桓
が
漢
に
帰
順
す
る
。『
後
漢
書
』
呉
漢
伝
に
は
、
建
武
三
年
（
二
七
）
に
「
烏
桓
突
騎
三
千
餘
人
」
が
用

い
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
て
お
り
、
そ
れ
に
先
立
ち
す
で
に
一
定
規
模
の
烏
桓
人
集
団
が
帰
順
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
烏
桓
帰
順
は
、

降
っ
て
章
和
二
年
（
八
八
）
に
お
け
る
耿
秉
の
上
言
に
も
、
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光
武
受
命
、
復
懐
納
之
、
縁
辺
壊
郡
得
以
還
復
、
烏
桓
・
鮮
卑
咸
脅
帰
義
、
威
鎮
四
夷
、
其
效
如
此
、（
南
匈
奴
伝
）

と
回
顧
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

　
　

 

後
匈
奴
飢
疫
、
自
相
分
争
、
帝
以
問
宮
、
宮
曰
、
願
得
五
千
騎
以
立
功
、
帝
笑
曰
、
常
勝
之
家
、
難
与
慮
敵
、
吾
方
自
思
之
、
二
十
七
（
人
）

﹇
年
﹈、
宮
乃
与
楊
虚
侯
馬
武
上
書
曰
、
匈
奴
貪
利
、
無
有
礼
信
、
窮
則
稽
首
、
安
則
侵
盗
、
縁
辺
被
其
毒
痛
、
中
国
憂
其
抵
突
、
虜
今
人
畜

疫
死
、
旱
蝗
赤
地
、
疫
困
之
力
、
不
当
中
国
一
郡
、
万
里
死
命
、
縣
在
陛
下
、
福
不
再
来
、
時
或
易
失
、
豈
宜
固
守
文
德
而
墮
武
事
乎
、
今

命
将
臨
塞
、
厚
縣
購
賞
、
喻
告
高
句
驪
・
烏
桓
・
鮮
卑
攻
其
左
、
発
河
西
四
郡
・
天
水
・
隴
西
羌
胡
撃
其
右
、
如
此
、
北
虜
之
滅
、
不
過
数

年
、
臣
恐
陛
下
仁
恩
不
忍
、
謀
臣
狐
疑
、
令
万
世
刻
石
之
功
不
立
於
聖
世
、（
臧
宮
伝
）

で
は
、
匈
奴
の
災
害
に
乗
じ
、
高
句
麗
・
烏
桓
・
鮮
卑
・
羌
胡
を
動
員
し
て
こ
れ
を
伐
つ
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、

　
　

 

是
時
烏
桓
・
鮮
卑
屢
寇
外
境
、
国
素
有
籌
策
、
数
言
辺
事
、
帝
器
之
、
及
匈
奴

日
逐
王
比
自
立
為
呼
韓
邪
単
于
、
款
塞
称
藩
、
願
扞
禦

北
虜
、
事
下
公
卿
、
議
者
皆
以
為
天
下
初
定
、
中
国
空
虚
、
夷
狄
情
偽
難
知
、
不
可
許
、
国
独
曰
、
臣
以
為
宜
如
孝
宣
故
事
受
之
、
令
東
扞

鮮
卑
、
北
拒
匈
奴
、
率
厲
四
夷
、
完
復
辺
郡
、
使
塞
下
無
晏
開
之
警
、
万
世
（
有
）
安
寧
之
策
也
、
帝
従
其
議
、
遂
立
比
為
南
単
于
、
由
是

烏
桓
・
鮮
卑
保
塞
自
守
、
北
虜
遠
遁
、
中
国
少
事
、（
耿
国
伝
）

は
、
南
匈
奴
の
内
附
が
烏
桓
・
鮮
卑
の
侵
攻
を
抑
止
し
た
と
し
、

　
　

 　

凡
与
匈
奴
・
烏
桓
大
小
数
十
百
戦
、
頗
識
辺
事
、
数
上
書
言
宜
与
匈
奴
結
和
親
、
又
陳
委
輸
可
従
温
水
漕
、
以
省
陸
転
輸
之
労
、
事
皆
施

行
、
後
南
単
于
・
烏
桓
降
服
、
北
辺
無
事
、（
王
霸
伝
）

　
　
　

時
南
単
于
及
烏
桓
来
降
、
辺
境
無
事
、（
張
純
伝
）

は
烏
桓
の
帰
順
を
南
匈
奴
の
そ
れ
と
並
列
す
る
。
以
後
も
類
似
の
言
説
は
頻
見
し
、
烏
桓
が
匈
奴
に
次
い
で
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。
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ま
た
、
建
武
十
三
年
（
三
七
）
に
は
、
匈
奴
の
侵
攻
に
よ
り
、

　
　

 
十
三
年
、
遂
寇
河
東
、
州
郡
不
能
禁
。
於
是
漸
徙
幽
・
并
辺
人
於
常
山
関
・
居
庸
関
已
東
【
注
「
代
郡
有
常
山
関
、
上
谷
郡
居
庸
縣
有
関
」】、

匈
奴
左
部
遂
復
転
居
塞
内
、
朝
廷
患
之
、
増
縁
辺
兵
郡
数
千
人
、
大
築
亭
候
、
修
烽
火
、（
南
匈
奴
列
伝
）

と
、
幽
州
・
并
州
の
北
辺
が
放
棄
さ
れ
た
が
、
南
匈
奴
帰
順
の
の
ち
、

　
　

 （
建
武
）
二
十
七
年
（
五
一
）、
拝
太
尉
、
賜
爵
関
内
侯
、
時
南
単
于
称
臣
、
烏
桓
・
鮮
卑
並
来
入
朝
、
帝
令
熹
典
辺
事
、
思
為
久
長
規
、
熹

上
復
縁
辺
諸
郡
、
幽
并
二
州
由
是
而
定
、（
趙
熹
伝
）

と
回
復
さ
れ
て
い
る
。

　
『
魏
書
』『
後
漢
書
』
の
建
武
二
十
五
年
の
記
述
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

王
沈
『
魏
書
』

『
後
漢
書
』

（
10
）
建
武
二
十
五
年
、
烏
丸
大
人
郝
旦
等
九
千
餘
人
率
衆
詣
闕
、

封
其
渠
帥
為
侯
王
者
八
十
餘
人
、
使
居
塞
内
、
布
列
遼
東
属
国
・
遼
西
・

右
北
平
・
漁
陽
・
広
陽
・
上
谷
・
代
郡
・
鴈
門
・
太
原
・
朔
方
諸
郡
界
、

招
来
種
人
、
給
其
衣
食
、

置
校
尉
以
領
護
之
、

（
10
）
帝
乃
以
幣
帛
賂
烏
桓
、

二
十
五
年
、
遼
西
烏
桓
大
人
郝
旦
等
九
百
二
十
二
人
率
衆
向
化
、
詣
闕

朝
貢
、
献
奴
婢
牛
馬
及
弓
虎
豹
貂
皮
、
是
時
四
夷
朝
賀
、
絡
駅
而
至
、

天
子
乃
命
大
会
労
饗
、
賜
以
珍
宝
、
烏
桓
或
願
留
宿
衛
、

於
是
封
其
渠
帥
為
侯
王
君
長
者
八
十
一
人
、皆
居
塞
内
、布
於
縁
辺
諸
郡
、

令
招
来
種
人
、
給
其
衣
食
、
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遂
為
漢
偵
備
、
撃
匈
奴
・
鮮
卑
、

遂
為
漢
偵
候
、
助
撃
匈
奴
・
鮮
卑
、

時
司
徒
掾
班
彪
上
言
、
烏
桓
天
性
軽
黠
、
好
為
寇
賊
、
若
久
放
縦
而
無

総
領
者
、
必
復
侵
掠
居
人
、
但
委
主
降
掾
史
、
恐
非
所
能
制
、
臣
愚
以

為
宜
復
置
烏
桓
校
尉
、
誠
有
益
於
附
集
、
省
国
家
之
辺
慮
、
帝
従
之
、

於
是
始
復
置
校
尉
於
上
谷
甯
城
、
開
営
府
、
并
領
鮮
卑
、
賞
賜
質
子
、

歳
時
互
市
焉
、

　
『
後
漢
書
』
光
武
紀
／
建
武
二
十
五
年
に
は
、
烏
桓
大
人
の
来
朝
が
、

　
　

 

二
十
五
年
春
正
月
、
遼
東
徼
外
貊
人
寇
右
北
平
・
漁
陽
・
上
谷
・
太
原
、
遼
東
太
守
祭

招
降
之
、
烏
桓
大
人
来
朝
、
…
是
歳
、
烏
桓
大
人

率
衆
内
属
、
詣
闕
朝
貢
、

と
、
二
箇
所
に
見
え
る
。『
後
漢
書
』
本
紀
で
は
、
年
次
し
か
わ
か
ら
な
い
事
件
を
「
是
歳
」
の
見
出
し
の
も
と
に
そ
の
年
次
の
末
尾
に
置
く
が
、

同
じ
事
件
を
重
複
す
る
事
例
も
あ
り（
21
）、

こ
の
二
条
も
表
現
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
事
件
を
そ
れ
と
確
認
で
き
ず
重
複
し
た
も
の
と
見
て
も

さ
し
つ
か
え
な
い
。

　
『
後
漢
書
』
は
『
魏
書
』
に
か
な
り
の
修
正
・
附
加
を
施
し
て
い
る
。
ま
ず
は
「
九
千
餘
人
」「
八
十
餘
人
」
を
「
九
百
二
十
二
人
」「
八
十
一
人
」

と
し
、「
烏
丸
大
人
郝
旦
」
に
「
遼
西
」
を
附
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
後
に
「
帝
乃
以
幣
帛
賂
烏
桓
」
お
よ
び
「
献
奴
婢
牛
馬
及
弓
虎
豹
貂
皮
」

以
下
を
加
え
る
。
こ
の
付
加
部
分
は 『
東
観
漢
記
』
光
武
紀
「
二
十
五
年
、
烏
桓
献
貂
豹
皮
、
詣
闕
朝
賀
」
と
表
現
を
共
有
し
て
い
る
。

　
『
魏
書
』
は
、
烏
桓
の
渠
帥
八
十
餘
人
を
侯
王
に
封
じ
て
塞
内
に
居
ら
せ
、
こ
れ
を
遼
東
属
国
以
下
に
配
置
し
、
種
人
を
招
来
し
、
そ
の
衣
食

を
給
し
た
と
す
る
。『
後
漢
書
』
は
こ
の
記
述
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
引
用
す
る
が
、
郡
名
に
つ
い
て
は
「
縁
辺
諸
郡
」
と
改
め
て
い
る
。『
後
漢
書
』
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が
地
名
を
よ
り
具
体
的
に
補
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
上
述
の
如
く
だ
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
『
魏
書
』
の
具
体
的
な
地
名
を
削
除
し
て
い
る
わ
け
で

あ
り
、『
魏
書
』
の
記
述
を
依
拠
し
が
た
い
も
の
と
す
る
『
後
漢
書
』
の
判
断
が
う
が
が
わ
れ
る
。

　

つ
い
で
『
魏
書
』
は
、
校
尉
（
護
烏
桓
校
尉（
22
））

を
設
置
し
て
招
来
し
た
種
人
を
領
護
し
、
か
れ
ら
は
漢
の
た
め
に
偵
察
警
備
し
、
北
匈
奴
・

鮮
卑
攻
撃
を
補
助
し
た
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、『
後
漢
書
』
は
「
置
校
尉
以
領
護
之
」
の
一
句
を
削
除
し
、
そ
の
代
わ
り
に
護
烏
桓
校
尉
設
置
を

求
め
る
班
彪
の
上
言
を
「
遂
為
漢
偵
候
、
助
撃
匈
奴
・
鮮
卑
」
の
後
に
置
き
、
つ
い
で
護
烏
桓
校
尉
を
上
谷
甯
城
に
設
置
し
た
こ
と
と
そ
の
職
掌

を
記
す
。

　

班
彪
の
上
言
は
、『
後
漢
書
』
和
帝
紀
／
永
元
六
年
（
九
四
）「
冬
十
一
月
、
護
烏
桓
校
尉
任
尚
率
烏
桓
・
鮮
卑
、
大
破
逢
侯
」
の
李
賢
注
に
引

く
北
魏
・

『
十
三
州
志
』
に
も
、

　
　

 

護
烏
丸
、
擁
節
、
秩
比
二
千
石
、
武
帝
置
、
以
護
内
附
烏
丸
、
既
而
并
於
匈
奴
中
郎
将
、
中
興
初
、
班
彪
上
言
宜
復
此
官
、
以
招
附
東
胡
、

乃
復
更
置
焉
、

と
見
え
、
こ
ち
ら
で
は
烏
桓
を
「
東
胡
」
と
称
し
て
い
る
。
護
烏
桓
校
尉
の
職
掌
は
、『
続
漢
書
』
百
官
志

　
　

 

護
烏
桓
校
尉
一
人
、
比
二
千
石
、
本
注
曰
、
主
烏
桓
胡
、【
注
「
応
劭
漢
官
曰
、
擁
節
。
長
史
一
人
、
司
馬
二
人
、
皆
六
百
石
、
并
領
鮮
卑
、

客
賜
質
子
、
歳
時
胡
巿
焉
、」】

に
も
見
え
る
。
応
劭
『
漢
官
』
の
傍
線
部
が
『
後
漢
書
』
の
出
典
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
あ
た
り
の
『
後
漢
書
』
の
修
正
・
附
加
は
烏
桓
に
対
す
る
認
識
の
相
違
を
反
映
し
て
い
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、『
魏
書
』
が
建
武

二
十
五
年
に
お
け
る
烏
桓
の
内
徙
を
も
っ
ぱ
ら
強
調
す
る
の
に
対
し
、『
後
漢
書
』
は
内
徙
の
事
実
は
認
め
る
も
の
の
、
塞
外
に
あ
っ
た
烏
桓
の

存
在
を
な
お
重
視
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
後
漢
書
』
の
そ
の
よ
う
な
認
識
を
示
唆
す
る
記
述
と
し
て
は
、
ま
ず
は
「
烏
桓
或
願
留
宿
衛
」

が
あ
る
。
こ
の
一
句
は
実
の
と
こ
ろ
、直
後
の
烏
桓
渠
帥
の
封
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。「
宿
衛
」は
辺
防
と
は
別
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
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『
続
漢
書
』
百
官
志

　
　

 
長
水
校
尉
一
人
、
比
二
千
石
、
本
注
曰
、
掌
宿
衛
兵
、
司
馬
・
胡
騎
司
馬
各
一
人
、
千
石
、
本
注
曰
、
掌
宿
衛
、
主
烏
桓
騎
、【
注
「
漢
官
曰
、

員
吏
百
五
十
七
人
、
烏
桓
胡
騎
七
百
三
十
六
人
」】

の
「
烏
桓
胡
騎
」
の
創
設
に
関
わ
る
記
述
で
あ
る
。
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
に
「
或
」
の
一
字
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
宿
衛
を
希

望
し
た
も
の
が
、
来
朝
し
た
烏
桓
九
百
二
十
二
人
の
一
部
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
明
示
し
、
さ
ら
に
は
封
ぜ
ら
れ
内
徙
し
た
「
八
十
一
人
」
が

同
様
に
九
百
二
十
二
人
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
示
唆
す
る
。

　
「
置
校
尉
以
領
護
之
」
の
一
句
が
削
除
さ
れ
た
の
も
、
護
烏
桓
校
尉
が
招
来
し
た
烏
桓
人
の
み
を
管
掌
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
種
人
」
は
、「
給
其
衣
食
」
と
あ
る
以
上
、
内
徙
に
と
も
な
う
自
立
的
生
計
の
放
棄
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
班
彪
の
上
言
は
、「
省
国
家
之
辺
慮
」
で
結
ば
れ
る
こ
と
で
お
よ
そ
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
塞
外
の
烏
桓
を
意
識
し
た

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
班
彪
は
こ
れ
に
先
立
ち
、
建
武
九
年
（
三
三
）
に
は
、

　
　

 

建
武
九
年
、
隗
囂
死
、
司
徒
掾
班
彪
上
言
、
今
涼
州
部
皆
有
降
羌
、
羌
胡
被
髮
左
衽
、
而
与
漢
人
雑
処
、
習
俗
既
異
、
言
語
不
通
、
数
為
小

吏
黠
人
所
見
侵
奪
、
窮
恚
無
聊
、
故
致
反
叛
、
夫
蛮
夷
寇
乱
、
皆
為
此
也
、
旧
制
益
州
部
置
蛮
夷
騎
都
尉
、
幽
州
部
置
領
烏
桓
校
尉
、
涼
州

部
置
護
羌
校
尉
、
皆
持
節
領
護
、
理
其
怨
結
、
歳
時
循
行
、
問
所
疾
苦
、
又
数
遣
使
駅
通
動
静
、
使
塞
外
羌
夷
為
吏
耳
目
、
州
郡
因
此
可
得

備
、
今
宜
復
如
旧
、
以
明
威
防
、（
西
羌
伝
）

と
、
護
羌
校
尉
の
設
置
を
上
言
し
、「
領
烏
桓
校
尉
」
に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
涼
州
に
内
徙
し
漢
人
と
雑
居
す
る
羌
が
主
題
と
な
っ
て

お
り
、
塞
内
に
お
け
る
「
理
其
怨
結
、
歳
時
循
行
、
問
所
疾
苦
」
と
い
っ
た
職
務
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
「
又
数
遣
使
駅
通
動
静
、

使
塞
外
羌
夷
為
吏
耳
目
、
州
郡
因
此
可
得

備
」
と
、「
塞
外
」
の
羌
と
の
通
交
も
そ
れ
以
上
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
護
烏
桓
都
尉
の
職
掌
に
つ
い
て
も
、
そ
も
そ
も
内
徙
が
伝
え
ら
れ
な
い
鮮
卑
を
并
せ
て
領
す
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
同
様
に
塞
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外
の
烏
桓
を
も
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
十
三
州
志
』
の
「
内
附
烏
桓
」
の
「
内
附
」
は
内
徙
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い（
23
）。

内
徙
し
た
異
族
が
「
質
子
」
を
出
す
事
例
は
確
か
に
あ
る（
24
）が

、「
歳
時
互
市
」
の
方
は
、
特
定
の
時
期
に
限
っ
て
漢
と
接
触
し
う
る
塞
外
の
烏
桓

に
こ
そ
妥
当
す
る
。

　

な
お
、
附
言
す
べ
き
は
、
後
漢
初
年
に
は
匈
奴
の
侵
攻
な
ど
で
前
漢
の
長
城
が
放
棄
さ
れ
、
防
衛
線
が
大
幅
に
後
退
し
、
あ
わ
せ
て
辺
郡
の
縣

も
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る（
25
）。

と
は
い
え
、
建
武
二
十
二
年
の
馬
援
の
遠
征
の
記
述
に
見
え
る
よ
う
に
、
後
漢
初
年
に
は
す
で
に
新

塞
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
建
武
二
十
五
年
の
「
塞
」
は
こ
の
新
塞
を
指
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、『
魏
書
』
が
護
烏
桓
校
尉
を
も
っ
ぱ
ら
内
徙
し
た
烏
桓
を
対
象
と
す
る
も
の
と
し
て
記
述
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、

『
魏
書
』
は
後
漢
末
以
降
の
情
況
を
強
く
意
識
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
烏
桓
は
、
い
わ
ゆ
る
三
郡
烏
丸
が
遼
西
柳
城
を
本
拠
と
す

る
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
内
徙
し
た
も
の
が
む
し
ろ
頻
見
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。『
魏
書
』
は
後
漢
末
以
降
の
情
況
を
建
武

二
十
五
年
に
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
列
挙
さ
れ
た
郡
名
に
し
て
も
、
遼
東
属
国
は
、
安
帝
時
の
設
置（
26
）、

広
陽
郡
は
建
武
十
三
年

（
三
七
）
に
廃
さ
れ
た
の
ち
、
永
元
八
年
（
九
六
）
に
復
置
さ
れ
て
お
り（
27
）、

建
武
二
十
五
年
に
は
存
在
し
な
い
。
広
陽
郡
を
除
き
、
こ
れ
ら
の
郡

名
は
後
漢
か
ら
魏
に
か
け
て
、
そ
れ
ら
を
烏
桓
に
冠
す
る
事
例
が
確
認
で
き
る
。

郡
名

初
見

記
事

遼
東
属
国

霊
帝
（
一
六
八
〜
一
八
九
）
初

遼
東
属
国
烏
丸
大
人
蘇
僕
延
（『
三
国
志
』
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
）

遼
西

建
武
二
十
五
（
四
九
）

遼
西
烏
桓
大
人
郝
旦
（『
後
漢
書
』
烏
桓
鮮
卑
伝
）

右
北
平
・
上
谷

元
興
元
（
一
〇
五
）

上
谷
・
漁
陽
・
右
北
平
・
遼
西
烏
桓
（『
続
漢
書
』
天
文
志
）
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漁
陽

永
平
元
（
五
八
）

漁
陽
赤
山
烏
桓
歆
志
賁
（『
後
漢
書
』
烏
桓
鮮
卑
伝
）

代
郡

建
安
十
二
（
二
〇
五
）

代
郡
烏
丸
行
単
于
普
富
盧
（『
三
国
志
』
武
帝
紀
）

鴈
門

永
初
三
（
一
〇
九
）

鴈
門
烏
丸
率
衆
王
無
何
（『
後
漢
書
』
烏
桓
鮮
卑
伝
）

太
原

建
安
二
十
二
（
二
一
五
）

太
原
烏
丸
王
魯
昔
（『
三
国
志
』
梁
習
伝
注
引
『
魏
略
』）

朔
方

永
寿
中
（
一
五
五
〜
一
五
八
）

朔
方
烏
桓
（『
後
漢
書
』
烏
桓
鮮
卑
伝
）

　

広
陽
郡
に
つ
い
て
は
、

　
　
　

文
帝
踐

、
田
豫
為
烏
丸
校
尉
、
持
節
并
護
鮮
卑
、
屯
昌
平
、（『
三
国
志
』
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
）

　
　

 　

復
出
為
幽
州
刺
史
、
加
建
威
将
軍
・
使
持
節
・
護
烏
丸
校
尉
、
時
征
北
将
軍
程
喜
屯
薊
、
尚
書
袁
侃
等
戒
恕
曰
、
程
申
伯
処
先
帝
之
世
、

傾
田
国
讓
於
青
州
、
足
下
今
俱
杖
節
、
使
共
屯
一
城
、
宜
深
有
以
待
之
、（『
三
国
志
』
杜
恕
伝
）

な
ど
、
魏
の
護
烏
丸
校
尉
が
昌
平
・
薊
な
ど
後
漢
の
広
陽
郡
に
置
か
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、『
魏
書
』
は
実
は
魏
以
前
に
烏
桓
と
関
係
し
た
郡

名
を
並
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

従
来
の
論
者
は
、『
魏
書
』
の
記
述
に
従
っ
て
、
建
武
二
十
五
年
に
烏
桓
が
全
面
的
に
内
徙
し
、
そ
れ
を
契
機
に
鮮
卑
が
南
遷
し
た
と
す
る（
28
）。

し
か
し
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
、
建
武
二
十
五
年
以
降
、
延
熹
九
年
（
一
六
六
）
の
九
郡
侵
攻
ま
で
の
記
述
に
お
い
て
、
烏
桓
が
塞
内
に
あ
っ
た

こ
と
を
示
唆
す
る
材
料
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。
一
方
で
、
三
郡
烏
丸
以
降
の
記
述
で
は
、
む
し
ろ
塞
内
に
お
け
る
烏
桓
の
活
動
が
顕
著
で
あ
る
。

三
郡
烏
丸
が
具
体
的
に
見
え
る
の
は
、中
平
四
年
（
一
八
七
）
の
張
純
の
乱
に
遼
西
烏
桓
大
人
丘
力
居
が
関
与
し
た
と
い
う
記
述
が
最
初
で
あ
る
。

こ
の
比
較
的
短
期
間
に
お
い
て
、
烏
桓
の
内
徙
が
大
幅
に
進
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
檀
石
槐
を
総
帥
と
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す
る
鮮
卑
の
大
躍
進
で
あ
る
。
檀
石
槐
の
漢
へ
の
侵
攻
は
、
永
寿
二
年
（
一
五
六
）
〜
光
和
四
年
（
一
八
一
）
に
見
え
、
こ
れ
こ
そ
が
烏
桓
の
内

徙
を
促
進
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

以
下
で
は
、
こ
こ
に
提
示
し
た
所
見
の
確
認
を
兼
ね
て
、『
後
漢
書
』
と
『
魏
書
』『
三
国
志
』
の
比
較
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

２
『
後
漢
書
』『
魏
書
』
の
比
較
│
後
漢
末
以
前
│

（
11
）
至
永
平
中
、
漁
陽
烏
丸
大
人
欽
志
賁
帥
種
人
叛
、（
鮮
卑
）
還
為

寇
害
、
遼
東
太
守
祭

募
〔
鮮
卑
〕
殺
志
賁
、
遂
破
其
衆
、

（
13
）
至
安
帝
時
、
漁
陽
・
右
北
平
・
鴈
門
烏
丸
率
衆
王
無
何
等
復
与

鮮
卑
・
匈
奴
合
、
鈔
略
代
郡
・
上
谷
・
涿
郡
・
五
原
、
乃
以
大
司
農
何

熙
行
車
騎
将
軍
、
左
右
羽
林
五
営
士
、
発
縁
辺
七
郡
黎
陽
営
兵
合
二
万

人
撃
之
、
匈
奴
降
、
鮮
卑
・
烏
丸
各
還
塞
外
、

（
14
）
是
後
、
烏
丸
稍
復
親
附
、
拝
其
大
人
戎
末

為
都
尉
、

（
15
）
至
順
帝
時
、
戎
末

率
将
王
侯
咄
帰
・
去
延
等
従
烏
丸
校
尉
耿

曄
出
塞
撃
鮮
卑
有
功
、
還
皆
拝
為
率
衆
王
、
賜
束
帛
、

（
12
）
及
明
・
章
・
和
三
世
、
皆
保
塞
無
事
、

（
13
）
安
帝
永
初
三
年
夏
、
漁
陽
烏
桓
与
右
北
平
胡
千
餘
寇
代
郡
・
上
谷
、

秋
、
鴈
門
烏
桓
率
衆
王
無
何
（
允
）、
与
鮮
卑
大
人
丘
倫
等
、
及
南
匈

奴
骨
都
侯
、合
七
千
騎
寇
五
原
、与
太
守
戦
於
九
原
高
渠
谷
、漢
兵
大
敗
、

殺
郡
長
吏
、
乃
遣
車
騎
将
軍
何
熙
・
度
遼
将
軍
梁

等
撃
、
大
破
之
、

無
何
乞
降
、
鮮
卑
走
還
塞
外
、

（
14
）
是
後
烏
桓
稍
復
親
附
、
拝
其
大
人
戎
朱

為
親
漢
都
尉
、
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（
16
）
順
帝
陽
嘉
四
年
冬
、烏
桓
寇
雲
中
、遮
截
道
上
商
賈
車
牛
千
餘
両
、

度
遼
将
軍
耿
曄
率
二
千
餘
人
追
撃
、
不
利
、
又
戦
於
沙
南
【
注
「
沙
南
、

縣
、属
雲
中
郡
、有
蘭
池
城
」】、斬
首
五
百
級
、烏
桓
遂
囲
曄
於
蘭
池
城
、

於
是
発
積
射
士
二
千
人
、
度
遼
営
千
人
、
配
上
郡
屯
、
以
討
烏
桓
、
烏

桓
乃
退
、

（
17
）
永
和
五
年
、
烏
桓
大
人
阿
堅
・
羌
渠
等
与
南
匈
奴
左
部
句
龍
吾

斯
反
畔
、
中
郎
将
張
耽
撃
破
斬
之
、
餘
衆
悉
降
、

（
18
）
桓
帝
永
寿
中
、
朔
方
烏
桓
与
休
著
屠
各
並
畔
、
中
郎
将
張
奐
搫

平
之
、

（
19
）
延
熹
九
年
夏
、烏
桓
復
与
鮮
卑
及
南
匈
奴
（
鮮
卑
）
寇
縁
辺
九
郡
、

俱
反
、
張
奐
討
之
、
皆
出
塞
去
、

　
（
10
）（
11
）
の
間
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
、

　
　

 

顕
宗
初
、
西
羌
寇
隴
右
、
覆
軍
殺
将
、
朝
廷
患
之
、
復
拝
武
捕
虜
将
軍
、
以
中
郎
将
王
豊
副
、
与
監
軍
使
者
竇
固
・
右
輔
都
尉
陳
訢
、
将
烏

桓
・
黎
陽
営
・
三
輔
募
士
・
涼
州
諸
郡
羌
胡
兵
及
弛
刑
、
合
四
万
人
撃
之
、（
馬
武
伝
）

に
は
、
建
武
中
元
二
年
（
五
七
）
の
焼
当
羌
の
反
乱
の
際
、
烏
桓
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

　
（
11
）
を
『
後
漢
書
』
は
鮮
卑
伝

　
　

 

時
漁
陽
赤
山
烏
桓
歆
志
賁
等
数
寇
上
谷
、
永
平
元
年
（
五
八
）、
祭

復
賂
偏
何
撃
歆
志
賁
、
破
斬
之
、
於
是
鮮
卑
大
人
皆
来
帰
附
、
並
詣



八
二

烏桓史研究序説

遼
東
受
賞
賜
、
青
徐
二
州
給
銭
歳
二
億
七
千
万
為
常
、

に
載
せ
る（
29
）。　

　
（
12
）
に
つ
い
て
、『
後
漢
書
』
は
鮮
卑
伝
の
方
に
も
「
明
・
章
二
世
、
保
塞
無
事
」
と
い
う
記
述
を
も
つ
。

　
（
12
）（
13
）
の
間
の
時
期
の
烏
桓
に
つ
き
、
明
帝
紀
／
永
平
二
年
（
五
九
）
に
は
、
光
武
帝
を
明
堂
で
宗
祀
し
た
際
の
三
公
の
発
言
に
「
百
蛮

貢
職
、
烏
桓
・

貊
咸
来
助
祭
、
単
于
侍
子
・
骨
都
侯
亦
皆
陪
位
」
と
見
え
、
永
平
八
年
（
六
五
）
の
鄭
衆
の
発
言
に
は
、「
南
庭
動
揺
、
烏
桓

有
離
心
矣
」（
鄭
衆
伝
）
と
、
北
匈
奴
の
策
謀
に
よ
る
南
匈
奴
・
烏
桓
の
離
反
が
危
惧
さ
れ
、
永
平
十
六
年
（
七
三
）
の
北
匈
奴
遠
征
の
際
に
、

　
　

 

明
年
、
固
与
忠
率
酒
泉
・
敦
煌
・
張
掖
甲
卒
及
盧
水
羌
胡
万
二
千
騎
出
酒
泉
塞
、
耿
秉
・
秦
彭
率
武
威
・
隴
西
・
天
水
募
士
及
羌
胡
万
騎
出

居
延
塞
、
又
太
僕
祭

・
度
遼
将
軍
呉
棠
将
河
東
北
地
・
西
河
羌
胡
及
南
単
于
兵
万
一
千
騎
出
高
闕
塞
、
騎
都
尉
来
苗
・
護
烏
桓
校
尉
文
穆

将
太
原
・
鴈
門
・
代
郡
・
上
谷
・
漁
陽
・
右
北
平
・
定
襄
郡
兵
及
烏
桓
・
鮮
卑
万
一
千
騎
出
平
城
塞
、（
竇
固
伝
）

と
、
烏
桓
・
鮮
卑
兵
の
動
員
が
見
え
、

　
　

烏
桓
・
鮮
卑
追
思

無
已
、
毎
朝
賀
京
師
、
常
過
冢
拝
謁
、
仰
天
号
泣
乃
去
、（
祭

伝
）

に
は
、こ
の
遠
征
の
失
敗
後
ほ
ど
な
く
卒
し
た
祭

に
対
し
、烏
桓
・
鮮
卑
が
朝
賀
の
た
び
に
こ
れ
を
哀
悼
し
た
と
あ
り（
30
）、ま

た
、建
初
元
年
（
七
六
）

の
事
件
と
し
て
、

　
　

 

建
初
元
年
、
来
苗
遷
済
陰
太
守
、
以
征
西
将
軍
耿
秉
行
度
遼
将
軍
、
時
皋
林
温
禺
犢
王
復
将
衆
還
居
涿
邪
山
、
南
単
于
聞
知
、
遣
軽
騎
与
縁

辺
郡
及
烏
桓
兵
出
塞
撃
之
、
斬
首
数
百
級
、
降
者
三
四
千
人
、（
南
匈
奴
列
伝
）

と
あ
り
、『
後
漢
紀
』
建
初
二
年
（
七
七
）
に
は
、
耿
恭
の
発
言
と
し
て
、

　
　

又
薦
臨
邑
侯
劉
復
、
素
好
辺
事
、
明
略
卓
異
、
反
以
微
過
帰
国
、
宜
令
以
功
自
效
、
令
復
将
烏
桓
兵
、
所
向
必
克
、

と
見
え
、
つ
い
で
建
初
六
年
（
八
一)

に
先
立
つ
頃
の
状
況
と
し
て
、『
後
漢
書
』
鄧
訓
伝
に
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会
上
谷
太
守
任
興
欲
誅
赤
沙
烏
桓
、〔
烏
桓
〕
怨
恨
謀
反
、
詔
訓
将
黎
陽
営
兵
屯
狐
奴
【
注
「
狐
奴
、
縣
、
属
漁
陽
郡
也
」】、
以
防
其
変
．

訓
撫
接
辺
民
、
為
幽
部
所
帰
、（
建
初
）
六
年
（
八
一
）、
遷
護
烏
桓
校
尉
、
…

と
あ
り
、
こ
の
「
赤
沙
烏
桓
」
も
上
掲
の
赤
山
烏
桓
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
（『
後
漢
書
集
解
』
沈
欽
韓
説
）。

　

つ
い
で
、
元
和
元
年
（
八
四
）
頃
の
状
況
と
し
て
、

　
　

 

時
北
単
于
遣
使
貢
献
、
求
欲
和
親
、
詔
問
群
僚
、
…
固
議
曰
、
…
今
烏
桓
就
闕
、
稽
首
訳
官
、
康
居
・
月
氏
、
自
遠
而
至
、
匈
奴
離
析
、
名

王
来
降
、
三
方
帰
服
、
不
以
兵
威
、
此
誠
国
家
通
於
神
明
自
然
之
徴
也
、（
班
固
伝
）

と
あ
り
、
ま
た
、

　
　

章
和
元
年
（
八
七
）、
鮮
卑
入
左
地
撃
北
匈
奴
、
大
破
之
、
斬
優
留
単
于
、
取
其
匈
奴
皮
而
還
、（
南
匈
奴
列
伝
）

に
見
え
る
鮮
卑
の
北
匈
奴
撃
破
に
つ
き
、
章
和
二
年
（
八
八
）
の
南
単
于
の
上
奏
は
、

　
　

 

其
年
七
月
、
単
于
上
言
、
臣
累
世
蒙
恩
、
不
可
勝
数
、
孝
章
皇
帝
聖
思
遠
慮
、
遂
欲
見
成
就
、
故
令
烏
桓
・
鮮
卑
討
北
虜
、
斬
単
于
首
級
、

破
壊
其
国
、（
南
匈
奴
列
伝
）

と
、
烏
桓
も
こ
れ
に
参
加
し
た
も
の
と
し
、
永
元
元
年
（
八
九
）、
竇
憲
が
北
匈
奴
遠
征
の
際
に
建
て
た
紀
功
銘
に
は
、

　
　

 

鷹
揚
之
校
・
螭
虎
之
士
、
爰
該
六
師
、
暨
南
単
于
・
東
烏
桓
・
西
戎
氐
羌
侯
王
君
長
之
群
、
驍
騎
三
万
、
元
戎
軽
武
、
長
轂
四
分
、
雲
輜
蔽

路
、
万
有
三
千
餘
乗
、（
竇
憲
伝
）

と
烏
桓
の
動
員
が
特
筆
さ
れ
、『
後
漢
紀
』
永
元
二
年
（
九
〇
）

　
　

 

九
月
、
匈
奴
北
単
于
遣
使
款
塞
、
願
朝
見
憲
、
中
護
軍
班
固
迎
単
于
、
単
于
為
南
単
于
所
破
、
遠
遁
漠
北
、
固
至
私
渠
海
而
還
、
於
是
北
単

于
地
空
、
憲
欲
自
為
功
、
乃
立
降
者
鹿
蠡
王
阿
修
為
単
于
、
因
置
中
郎
将
領
護
軍
、
如
南
単
于
故
事
、
事
下
公
卿
、
司
徒
袁
安
・
太
尉
宋
由
・

太
常
丁
鴻
・
少
府
〔
尹
〕
睦
（
識
）
以
為
、
阿
修
、
誅
君
之
子
、
又
与
鮮
卑
・
烏
桓
為
父
兄
之
讎
、
不
可
立
、
南
単
于
先
帝
所
置
、
今
首
破
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北
虜
、
新
建
大
功
、
宜
令
並
領
降
衆
、
以
終
先
帝
破
北
成
南
之
策
、

も
、
鮮
卑
・
烏
桓
を
北
匈
奴
の
父
兄
の
讐
と
し
、
永
元
三
年
（
九
一
）、
竇
憲
の
北
匈
奴
単
于
擁
立
に
際
し
、
袁
安
は
、

　
　

又
烏
桓
・
鮮
卑
新
殺
北
単
于
、
凡
人
之
情
、
咸
畏
仇
讎
、
今
立
其
弟
、
則
二
虜
懐
怨
、（
袁
安
伝
）

と
論
じ
、
烏
桓
・
鮮
卑
の
離
反
を
危
惧
し
て
い
る（
31
）。

降
っ
て
南
匈
奴
逢
侯
の
反
乱
の
際
の
記
述
と
し
て
、

　
　

 　
（
永
元
六
年
・
九
四
）
冬
十
一
月
、
護
烏
桓
校
尉
任
尚
率
烏
桓
・
鮮
卑
、
大
破
逢
侯
、
馮
柱
遣
兵
追
撃
、
復
〔
破
〕
之
、（
和
帝
紀
）

　
　

 　

烏
桓
校
尉
任
尚
将
烏
桓
・
鮮
卑
、
合
四
万
人
討
之
、
…
任
尚
率
鮮
卑
大
都
護
蘇
拔

・
烏
桓
大
人
勿
柯
八
千
騎
、
要
撃
逢
侯
於
満
夷
谷
、

復
大
破
之
、
…
馮
柱
将
虎
牙
営
留
屯
五
原
、
罷
遣
鮮
卑
・
烏
桓
・
羌
胡
兵
、
封
蘇
拔

為
率
衆
王
、
又
賜
金
帛
、（
南
匈
奴
列
伝
）

　
　

 　

九
月
、
行
車
騎
将
軍
事
鄧
鴻
・
越
騎
校
尉
馮
柱
発
左
右
羽
林
・
北
軍
五
校
士
及
八
郡
跡
射
・
烏
桓
・
鮮
卑
、
合
四
万
騎
、
与
度
遼
将
軍
朱

徴
・
護
烏
桓
校
尉
任
尚
・
中
郎
将
杜
崇
征
叛
胡
、（『
続
漢
書
』
天
文
志
）

が
あ
る
。
烏
桓
大
人
勿
柯
は
、（
13
）
の
鴈
門
烏
桓
率
衆
王
無
何
で
あ
ろ
う
。『
魏
書
』
は
こ
の
事
件
を
鮮
卑
伝
の
方
に
、

　
　

和
帝
時
、
鮮
卑
大
都
護
校
尉

帥
部
衆
従
烏
丸
校
尉
任
尚
撃
叛
者
、
封
校
尉

為
率
衆
王
、

と
記
す
が
、
烏
桓
に
は
言
及
し
な
い
。
つ
い
で
、
元
興
元
年
（
一
〇
五
）
の
事
件
と
し
て
、

　
　

其
年
、
遼
東
貊
人
反
、
鈔
六
縣
、
発
上
谷
・
漁
陽
・
右
北
平
・
遼
西
烏
桓
討
之
．（『
続
漢
書
』
天
文
志
）

が
見
え
る
。
こ
の
事
件
は
、

　
　

 　

元
興
元
年
春
正
月
戊
午
、
…
高
句
驪
寇
郡
界
、
夏
四
月
庚
午
、
…
秋
九
月
、
遼
東
太
守
耿

撃
貊
人
、
破
之
、（
和
帝
紀
）

　
　
　

和
帝
元
興
元
年
春
、
復
入
遼
東
、
寇
略
六
縣
、
太
守
耿

撃
破
之
、
斬
其
渠
帥
、（
東
夷
伝
）

に
も
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
烏
桓
動
員
の
こ
と
は
見
え
な
い
。

　
（
13
）
に
前
後
す
る
時
期
の
情
況
と
し
て
、『
魏
書
』
鮮
卑
伝
に
「
安
帝
時
、
…
是
後
或
反
或
降
、
或
与
匈
奴
・
烏
丸
相
攻
撃
」
と
見
え
、『
後
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漢
書
』
鮮
卑
伝
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。

　
（
13
）
は
永
初
三
年
（
一
〇
九
）
〜
四
年
（
一
一
〇
）
の
事
件
だ
が
、『
魏
書
』『
後
漢
書
』
と
も
に
問
題
が
多
い
。
安
帝
紀
に
は
、

　
　
　
（
永
初
三
年
）
六
月
、
烏
桓
寇
代
郡
・
上
谷
・
涿
郡
。
…

　
　
　

九
月
、
鴈
門
烏
桓
及
鮮
卑
叛
、
敗
五
原
郡
兵
於
高
渠
谷
、【
注
「
東
観
記
曰
、
戦
九
原
高
梁
谷
、
渠
梁
相
類
、
必
有
誤
也
」】
…（
32
）

　
　

 　

冬
十
月
、
南
単
于
叛
、
囲
中
郎
将
耿

於
美
稷
、
十
一
月
、
遣
行
車
騎
将
軍
何
熙
討
之
、（
四
年
正
月
）
度
遼
将
軍
梁

・
遼
東
太
守
耿

討
破
南
単
于
於
属
国
故
城
、
…
三
月
、
南
単
于
降
、

と
あ
り
、
①
三
年
六
月
の
烏
桓
の
代
郡
・
上
谷
・
涿
郡
侵
攻
、
②
九
月
の
鴈
門
烏
桓
・
鮮
卑
の
五
原
郡
侵
攻
、
③
十
月
以
降
の
南
単
于
の
反
乱
の

三
つ
の
事
件
を
記
述
し
て
い
る（
33
）。

　

①
〜
③
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
事
件
が
南
単
于
の
反
乱
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、『
魏
書
』『
後
漢
書
』
と
も
に
烏
桓
伝
と
い
う

性
格
か
ら
や
む
を
え
ぬ
こ
と
と
は
い
え
、
も
っ
ぱ
ら
烏
桓
大
人
無
何
を
主
体
に
記
述
し
、
南
単
于
に
言
及
し
な
い
た
め
、
全
体
に
誤
解
を
与
え
か

ね
な
い
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
魏
書
』
は
①
②
を
一
つ
に
ま
と
め
て
い
る
が
、『
後
漢
書
』
に
よ
れ
ば
、
①
の
烏
桓
は
「
漁
陽
烏
桓
」
で
、
②
の
「
鴈
門
烏
桓
」
と
は
別
勢
力

で
あ
り
、
①
②
は
別
の
事
件
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
『
後
漢
書
』
の
「
右
北
平
胡
」
で
あ
る
。「
胡
」
は
単
称
の
場
合
、
匈
奴
を
指

す
こ
と
が
よ
り
一
般
的
だ
が
、「
右
北
平
胡
」
は
他
に
見
え
な
い
。『
魏
書
』
の
「
漁
陽
・
右
北
平
」
の
う
ち
、「
漁
陽
」
に
つ
い
て
は
「
漁
陽
烏
桓
」

で
あ
る
資
料
を
得
た
が
、「
右
北
平
」
に
つ
い
て
は
資
料
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
慎
重
を
期
し
て
、
異
族
の
汎
称
た
る
「
胡
」
を
附
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
な
お
『
後
漢
書
』
で
は
『
魏
書
』
や
安
帝
紀
に
見
え
る
「
涿
郡
」
を
欠
い
て
い
る
。

　

つ
い
で
②
に
つ
い
て
、『
後
漢
書
』
は
か
な
り
記
述
を
補
っ
て
い
る
。
鮮
卑
大
人
丘
倫
・
南
匈
奴
骨
都
侯
は
他
に
見
え
な
い
。
と
く
に
骨
都
侯

の
関
与
は
③
の
南
単
于
の
反
乱
に
連
な
る
は
ず
だ
が
、
南
匈
奴
伝
に
は
何
ら
言
及
が
な
い
。
骨
都
侯
に
つ
き
、
南
匈
奴
伝
に
は
、
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異
姓
大
臣
左
右
骨
都
侯
、
次
左
右
尸
逐
骨
都
侯
、
其
餘
日
逐
・
且
渠
・
当
戸
諸
官
号
、
各
以
権
力
優
劣
・
部
衆
多
少
為
高
下
次
第
焉
．

　
　

 　

南
単
于
既
居
西
河
、
亦
列
置
諸
部
王
、
助
為
扞
戍
、
使
韓
氏
骨
都
侯
屯
北
地
、
右
賢
王
屯
朔
方
、
当
于
骨
都
侯
屯
五
原
、
呼
衍
骨
都
侯
屯

雲
中
、
郎
氏
骨
都
侯
屯
定
襄
、
左
南
将
軍
屯
鴈
門
、
栗
籍
骨
都
侯
屯
代
郡
、
皆
領
部
衆
為
郡
縣
偵
羅
耳
目
、

と
あ
る
。

　

③
の
南
単
于
の
反
乱
は
、
安
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
三
年
十
月
の
美
稷
包
囲
に
始
ま
る
。
南
匈
奴
伝

　
　

 

永
初
三
年
夏
、
漢
人
韓
琮
随
南
単
于
入
朝
、
既
還
、
説
南
単
于
云
、
関
東
水
潦
、
人
民
飢
餓
死
尽
、
可
撃
也
、
単
于
信
其
言
、
遂
起
兵
反
畔
、

攻
中
郎
将
耿

於
美
稷
、
秋
、
王
彪
卒
、
冬
、
遣
行
車
騎
将
軍
何
熙
・
副
中
郎
〔
将
〕
龐
雄
撃
之
、
四
年
春
、
檀
遣
千
餘
騎
寇
常
山
・
中
山
、

以
西
域
校
尉
梁

行
度
遼
将
軍
、
与
遼
東
太
守
耿

撃
破
之
、
事
已
具

・

伝
、
単
于
見
諸
軍
並
進
、
大
恐
怖
、
顧
讓
韓
琮
曰
、
汝
言
漢

人
死
尽
、
今
是
何
等
人
也
、
乃
遣
使
乞
降
、
許
之
、
単
于
脱
帽
徒
跣
、
対
龐
雄
等
拝
陳
、
道
死
罪
、
於
是
赦
之
、
遇
待
如
初
、
乃
還
所
鈔
漢

民
男
女
及
羌
所
略
転
賣
入
匈
奴
中
者
合
万
餘
人
、

で
は
、「
永
初
三
年
夏
」
と
「
秋
」
の
間
に
「
遂
起
兵
反
畔
、
攻
中
郎
将
耿

於
美
稷
」
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
一
見
す
る
と
夏
に
挙
兵
し
た

よ
う
に
見
え
る
が
、
本
来
紀
時
の
無
か
っ
た
記
述
に
「
永
初
三
年
夏
、
…
南
単
于
入
朝
」・「
秋
、
王
彪
卒
」
を
挿
入
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
南

単
于
の
反
乱
に
烏
桓
の
関
与
を
記
す
の
は
、
梁

伝

　
　

 （
永
初
）
三
年
冬
、
南
単
于
与
烏
桓
大
人
俱
反
、
以
大
司
農
何
熙
行
車
騎
将
軍
事
、
中
郎
将
龐
雄
為
副
、
将
羽
林
五
校
営
士
、
及
発
縁
辺
十

郡
兵
二
万
餘
人
、
又
遼
東
太
守
耿

率
将
鮮
卑
種
衆
共
撃
之
、
詔

行
度
遼
将
軍
事
、
龐
雄
与
耿

共
撃
匈
奴
奧

日
逐
王
、
破
之
、
単
于

乃
自
将
囲
中
郎
将
耿

於
美
稷
、
連
戦
数
月
、
攻
之
転
急
、

移
檄
求
救
、
明
年
（
永
初
四
年
）
正
月
、

将
八
千
餘
人
馳
往
赴
之
、
至
属

国
故
城
、
与
匈
奴
左
将
軍
・
烏
桓
大
人
戦
、
破
斬
其
渠
帥
、
殺
三
千
餘
人
、
虜
其
妻
子
、
獲
財
物
甚
衆
、
単
于
復
自
将
七
八
千
騎
迎
攻
、
囲

、

被
甲
奔
撃
、
所
向
皆
破
、
虜
遂
引
還
虎
沢
、
三
月
、
何
熙
軍
到
五
原
曼
柏
、
暴
疾
、
不
能
進
、
遣
龐
雄
与

及
耿

歩
騎
万
六
千
人
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攻
虎
沢
、
連
営
稍
前
、
単
于
惶
怖
、
遣
左
奧

日
逐
王
詣

乞
降
、

乃
大
陳
兵
受
之
、
単
于
脱
帽
徒
跣
、
面
縛
稽
顙
、
納
質
、
会
熙
卒
于

師
、
即
拝

度
遼
将
軍
、
龐
雄
還
為
大
鴻
臚
、
雄
、
巴
郡
人
、
有
勇
略
、
称
為
名
将
、

だ
け
で
あ
る
。
鴈
門
烏
桓
は
三
年
九
月
に
五
原
郡
を
攻
め
た
の
ち
、
十
月
に
西
河
郡
で
挙
兵
し
た
南
単
于
に
合
流
し
た
も
の
と
な
る
。
属
国
故
城

の
戦
に
つ
い
て
、
梁

伝
に
は
「
匈
奴
左
将
軍
・
烏
桓
大
人
」
を
破
っ
た
と
あ
る
が
、
耿

伝

　
　

 

永
初
三
年
、
南
単
于
檀
反
畔
、
使

率
鮮
卑
及
諸
郡
兵
屯
鴈
門
、
与
車
騎
将
軍
何
熙
共
撃
之
、
熙
推

為
先
鋒
、
而
遣
其
司
馬
耿
溥
・
劉
祉

将
二
千
人
与

俱
進
、
到
属
国
故
城
、
単
于
遣

日
逐
王
三
千
餘
人
遮
漢
兵
、

自
撃
其
左
、
令
鮮
卑
攻
其
右
、
虜
遂
敗
走
、
追
斬
千
餘

級
、
殺
其
名
王
六
人
、
獲
穹
廬
車
重
千
餘
両
、
馬
畜
生
口
甚
衆
、
鮮
卑
馬
多
羸
病
、
遂
畔
出
塞
、

不
能
独
進
、
以
不
窮
追
、
左
転
雲
中
太

守
、
後
遷
行
度
遼
将
軍
事
、

で
は
、「

日
逐
王
」
を
破
っ
た
と
あ
り
、
梁

伝
の
「
龐
雄
与
耿

共
撃
匈
奴
奧

日
逐
王
、
破
之
」
は
属
国
故
城
の
戦
に
関
わ
る
材
料
を

そ
れ
と
は
知
ら
ず
置
き
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
梁

伝
の
「
匈
奴
左
将
軍
」
は
こ
こ
に
し
か
見
え
な
い
。
上
掲
南
匈
奴
列
伝
「
左
南
将
軍

屯
鴈
門
」
の
「
左
南
将
軍
」
で
あ
れ
ば
、
烏
桓
大
人
無
何
と
同
じ
鴈
門
郡
に
あ
り
、
当
初
か
ら
無
何
と
と
も
に
挙
兵
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
が

傍
証
を
得
な
い
。
梁

伝
に
は
「
左
奧

日
逐
王
」
が
見
え
、「

日
逐
王
」
は
「
左
奧

日
逐
王
」
を
指
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
「
左
将
軍
」

と
称
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
傍
証
を
得
な
い
。

　
『
後
漢
書
』
は
、『
魏
書
』
の
「
乃
以
大
司
農
何
熙
行
車
騎
将
軍
」
を
「
車
騎
将
軍
何
熙
」
に
改
め
、
ま
た
梁

伝
に
よ
れ
ば
、
梁

は
「
行
度

遼
将
軍
事
」
で
、
三
月
の
南
単
于
降
伏
の
前
後
に
何
煕
が
卒
し
た
た
め
度
遼
将
軍
を
拝
し
た
の
で
あ
り
、「
左
右
羽
林
五
営
士
、
発
縁
辺
七
郡
黎

陽
営
兵
合
二
万
人
」
を
省
略
し
て
い
る
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
、『
後
漢
書
』
の
こ
の
部
分
の
記
述
は
粗
略
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
『
後
漢
書
』
は
、『
魏
書
』
の
「
匈
奴
降
、
鮮
卑
・
烏
丸
各
還
塞
外
」
を
「
無
何
乞
降
、
鮮
卑
走
還
塞
外
」
に
作
り
、
結
果
的
に
烏
桓
に
関
わ
る

記
述
に
変
更
を
施
し
て
い
る
。
こ
こ
の
記
述
で
は
、「
鮮
卑
」
は
、
反
乱
に
関
与
し
た
鮮
卑
を
指
す
が
、
一
方
で
、
耿

伝
に
は
耿

の
引
率
し
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た
鮮
卑
兵
の
脱
走
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
と
混
同
し
た
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い（
34
）。

　

な
お
、『
続
漢
書
』
天
文
志
に
は
、

　
　

 （
永
初
）
三
年
（
一
〇
九
）
正
月
庚
戌
、
月
犯
心
後
星
、
己
亥
、
太
白
入
斗
中
、
十
二
月
、
彗
星
起
天
菀
南
、
東
北
指
、
長
六
七
尺
、
色
蒼
白
、

太
白
昼
見
、
為
強
臣
、
是
時
鄧
氏
方
盛
、
月
犯
心
後
星
、
不
利
子
、
心
為
宋
、
五
月
丁
酉
、
沛
王
（
牙
）〔
正
〕
薨
、
太
白
入
斗
中
、
為
貴

相
凶
、
天
菀
為
外
軍
、
彗
星
出
其
南
為
外
兵
、
是
後
使
羌
・
氐
討
賊
李
貴
、
又
使
烏
桓
撃
鮮
卑
、
又
使
中
郎
将
任
尚
・
護
羌
校
尉
馬
賢
撃
羌
、

皆
降
、

と
見
え
る
が
、「
又
使
中
郎
将
任
尚
・
護
羌
校
尉
馬
賢
撃
羌
」
は
西
羌
伝

　
　

 （
元
初
二
年
・
一
一
五
）
龐
参
以
失
期
軍
敗
抵
罪
、
以
馬
賢
代
領
校
尉
事
、
後
遣
任
尚
為
中
郎
将
、
将
羽
林
・
緹
騎
・
五
営
子
弟
三
千
五
百
人
、

代
班
雄
屯
三
輔
、
…
（
四
年
・
一
一
七
）
冬
、
任
尚
将
諸
郡
兵
与
馬
賢
並
進
北
地
撃
狼
莫
、
賢
先
至
安
定
青
石
岸
、
狼
莫
逆
撃
敗
之
、
会
尚

兵
到
高
平
、
因
合
勢
俱
進
、
狼
莫
等
引
退
、
乃
転
営
迫
之
、
至
北
地
、
相
持
六
十
餘
日
、
戦
於
富
平
〔
上
〕
河
（
上
）、
大
破
之
、
斬
首

五
千
級
、
還
得
所
略
人
男
女
千
餘
人
、
牛
馬
驢
羊
駱
馳
十
餘
万
頭
、
狼
莫
逃
走
、
於
是
西
河
虔
人
種
羌
万
一
千
口
詣
鄧
遵
降
、

に
よ
れ
ば
、
元
初
四
年
（
一
一
七
）
に
当
た
り
、
永
初
三
年
（
一
〇
九
）
か
ら
か
な
り
隔
た
っ
て
い
る
。
鮮
卑
伝
に
は
同
じ
く
元
初
四
年
に
、

　
　

 

四
年
、
遼
西
鮮
卑
連
休
等
遂
焼
塞
門
、
寇
百
姓
、
烏
桓
大
人
於
秩
居
等
与
連
休
有
宿
怨
、
共
郡
兵
奔
撃
、
大
破
之
、
斬
首
千
三
百
級
、
悉
獲

其
生
口
牛
馬
財
物
、

と
見
え
、「
又
使
烏
桓
撃
鮮
卑
」
は
こ
れ
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。

　
（
14
）『
魏
書
』
の
「
戎
末

」
を
『
後
漢
書
』
は
「
戎
朱

」
に
作
り
、『
魏
書
』
が
「
都
尉
」
と
の
み
記
す
も
の
を
「
親
漢
都
尉
」
と
し
て

い
る
。

　

な
お
、（
14
）
と
の
前
後
は
不
明
だ
が
、『
後
漢
書
』
西
羌
伝
に
は
、
延
光
元
年
（
一
二
二
）
の
事
件
と
し
て
、
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是
歳
、
虔
人
種
羌
与
上
郡
胡
反
、
攻
穀
羅
城
、
度
遼
将
軍
耿

将
諸
郡
兵
及
烏
桓
騎
赴
撃
破
之
、

と
見
え
る
。

　
（
14
）（
15
）
の
間
の
事
件
と
し
て
、『
魏
書
』
鮮
卑
伝
に
「
後
烏
丸
校
尉
耿
曄
将
率
衆
王
出
塞
撃
鮮
卑
、
多
斬
首
虜
」
と
あ
り
、『
後
漢
書
』
鮮

卑
伝
に
は
、

　
　

 

明
年
（
永
建
二
年
・
一
二
七
）、
…  

時
遼
東
鮮
卑
六
千
餘
騎
亦
寇
遼
東
・
玄
菟
、
烏
桓
校
尉
耿
曄
発
縁
辺
諸
郡
兵
及
烏
桓
率
衆
王
出
塞
撃
之
、

斬
首
数
百
級
、
大
獲
其
生
口
牛
馬
什
物
、

と
、
さ
ら
に
詳
し
く
、
耿
曄
伝
に
も
、

　
　

 

曄
字
季
遇
、
順
帝
初
、
為
烏
桓
校
尉
、
時
鮮
卑
寇
縁
辺
、
殺
代
郡
太
守
、
曄
率
烏
桓
及
諸
郡
卒
出
塞
討
撃
、
大
破
之
、

と
見
え
る
。

　

つ
い
で
、『
後
漢
書
』
鮮
卑
伝
に
は
、

　
　

 （
永
建
六
年
・
一
三
一
）
冬
、
漁
陽
太
守
又
遣
烏
桓
兵
撃
之
、
斬
首
八
百
級
、
獲
牛
馬
生
口
、
烏
桓
豪
人
扶
漱
官
勇
健
、
毎
与
鮮
卑
戦
、
輒

陥
敵
、
詔
賜
号
率
衆
君
、

と
見
え
る
。

　
（
15
）
に
対
応
す
る
記
述
は
『
後
漢
書
』
で
は
鮮
卑
伝
の
方
に
、

　
　

 

陽
嘉
元
年
（
一
三
二
）
冬
、
耿
曄
遣
烏
桓
親
漢
都
尉
戎
朱

・
率
衆
王
侯
咄
帰
等
、
出
塞
抄
撃
鮮
卑
、
大
斬
獲
而
還
、
賜
咄
帰
等
已
下
為
率

衆
王
・
侯
・
長
、
賜
綵
繒
各
有
差
、

と
見
え
る
。

　

現
行
本
の
『
三
国
志
』
裴
松
之
注
に
引
か
れ
た
『
魏
書
』
の
記
述
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
魏
の
前
史
と
し
て
後
漢
の
烏
桓
の
推
移
を
記
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述
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
い
っ
て
不
自
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
現
行
本
の
裴
松
之
注
が
あ
る
時
点
で
脱
落
し
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
う
し
た
次
第
で
（
16
）
〜
（
19
）
は
『
後
漢
書
』
だ
け
に
見
え
る
記
述
と
な
る
。

　
（
16
）
は
、

　
　
　
（
陽
嘉
四
年
・
一
三
五
）
冬
十
月
、
烏
桓
寇
雲
中
、
十
一
月
、
囲
度
遼
将
軍
耿
曄
於
蘭
池
、
発
諸
郡
兵
救
之
、
烏
桓
退
走
、（
順
帝
紀
）

　
　
　

明
年
、
烏
桓
囲
度
遼
将
軍
耿
曄
、（
楊
厚
伝
）

　
　
　

永
和
元
年
（
一
三
六
）
秋
七
月
、
偃
師
蝗
、
去
年
冬
、
烏
桓
寇
沙
南
、
用
衆
征
之
、（『
続
漢
書
』
五
行
志
）

に
も
見
え
、

　
（
17
）
は
、

　
　

 　
（
永
和
五
年
・
一
四
〇
）
四
月
、
…
南
匈
奴
左
部
句
龍
大
人
吾
斯
・
車
紐
等
叛
、
囲
美
稷
、
五
月
、
度
遼
将
軍
馬
続
討
吾
斯
・
車
紐
、
破
之
、

使
匈
奴
中
郎
将
陳
亀
迫
殺
南
単
于
、
…
（
九
月
）
句
龍
吾
斯
等
東
引
烏
桓
、
西
收
羌
胡
、
寇
上
郡
、
立
車
紐
為
単
于
、
冬
十
一
月
辛
巳
、
遣

使
匈
奴
中
郎
将
張
耽
撃
破
之
、
車
紐
降
、
…
（
六
年
・
一
四
一
）
夏
五
月
、
…
使
匈
奴
中
郎
将
張
耽
大
破
烏
桓
・
羌
胡
於
天
山
、【
注
「
東

観
記
曰
、
耽
将
吏
兵
、
縄
索
相
懸
、
上
通
天
山
」】
…
（
漢
安
二
年
・
一
四
三
）
十
一
月
、
使
匈
奴
中
郎
将
馬
寔
遣
人
刺
殺
句
龍
吾
斯
、
…
（
建

康
元
年
・
一
四
四
）
夏
四
月
、
使
匈
奴
中
郎
将
馬
寔
撃
南
匈
奴
左
部
、
破
之
、
於
是
胡
羌
・
烏
桓
悉
詣
寔
降
、（
順
帝
紀
）

　
　

 　

五
年
（
一
四
〇
）
夏
、
南
匈
奴
左
部
句
龍
王
吾
斯
・
車
紐
等
背
畔
、
率
三
千
餘
騎
寇
西
河
、
因
復
招
誘
右
賢
王
、
合
七
八
千
騎
囲
美
稷
、

殺
朔
方
・
代
郡
長
史
、
馬
続
与
中
郎
将
梁
並
・
烏
桓
校
尉
王
元
発
縁
辺
兵
及
烏
桓
・
鮮
卑
・
羌
胡
合
二
万
餘
人
、
掩
撃
破
之
、
吾
斯
等
遂
更

屯
聚
、
攻
沒
城
邑
、
天
子
遣
使
責
讓
単
于
、
開
以
恩
義
、
令
相
招
降
、
単
于
本
不
豫
謀
、
乃
脱
帽
避
帳
、
詣
並
謝
罪
、
並
以
病
徴
、
五
原
太

守
陳
亀
代
為
中
郎
将
、
亀
以
単
于
本
不
能
制
下
、
逼
迫
之
、
単
于
及
其
弟
左
賢
王
皆
自
殺
、
単
于
休
利
立
十
三
年
、
亀
又
欲
徙
単
于
近
親
於

内
郡
、
而
降
者
遂
更
狐
疑
、
亀
坐
下
獄
免
、
…
秋
、
句
龍
吾
斯
等
立
句
龍
王
車
紐
為
単
于
、
東
引
烏
桓
、
西
收
羌
戎
及
諸
胡
等
数
万
人
、
攻
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破
京
兆
虎
牙
営
、
殺
上
郡
都
尉
及
軍
司
馬
、
遂
寇
掠
并
・
涼
・
幽
・
冀
四
州
、
乃
徙
西
河
治
離
石
、
上
郡
治
夏
陽
、
朔
方
治
五
原
、
冬
、
遣

中
郎
将
張
耽
将
幽
州
烏
桓
諸
郡
営
兵
、
撃
畔
虜
車
紐
等
、
戦
於
馬
邑
、
斬
首
三
千
級
、
獲
生
口
及
兵
器
牛
羊
甚
衆
、
車
紐
等
将
諸
豪
帥
骨
都

侯
乞
降
、
而
吾
斯
猶
率
其
部
曲
与
烏
桓
寇
鈔
、
六
年
（
一
四
一
）
春
、
馬
続
率
鮮
卑
五
千
騎
到
穀
城
撃
之
、
斬
首
数
百
級
、
張
耽
性
勇
鋭
、

而
善
撫
士
卒
、
軍
中
皆
為
用
命
、
遂
縄
索
相
懸
、
上
通
天
山
、
大
破
烏
桓
、
悉
斬
其
渠
帥
、
還
得
漢
民
、
獲
其
畜
生
財
物
、
夏
、
馬
続
復
免
、

以
城
門
校
尉
呉
武
代
為
将
軍
。
漢
安
元
年
（
一
四
二
）
秋
、
吾
斯
与

臺
耆
・
且
渠
伯
徳
等
復
掠
并
部
、
…
（
漢
安
二
年
・
一
四
三
）
冬
、

中
郎
将
馬
寔
募
刺
殺
句
龍
吾
斯
、
送
首
洛
陽
、
建
康
元
年
（
一
四
四
）、
進
撃
餘
党
、
斬
首
千
二
百
級
、
烏
桓
七
十
万
餘
口（
35
）皆

詣
寔
降
、
車

重
牛
羊
不
可
勝
数
、（
南
匈
奴
列
伝
）

に
も
見
え
る
。
ま
た
、

　
　

 

又
陳
、
星
孛
参
・
畢
、
参
西
方
之
宿
、
畢
為
辺
兵
、
至
於
分
野
、
并
州
是
也
、
西
戎
北
狄
、
殆
将
起
乎
、
宜
備
二
方
、
尋
而
隴
西
羌
反
、
烏

桓
寇
上
郡
、
皆
卒
如
融
言
、（
馬
融
伝
）

も
こ
の
事
件
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
烏
桓
は
匈
奴
左
部
の
「
東
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
鴈
門
烏
桓
で
あ
ろ
う
。

　
（
17
）（
18
）
の
間
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
は
、

　
　

時
遼
東
烏
桓
反
叛
、
復
転
遼
東
太
守
、
烏
桓
望
風
率
服
、
迎
拝
於
界
上
、（

暠
伝
）

が
、
順
帝
・
桓
帝
の
間
に
当
た
る
。

　
（
18
）
は
、

　
　

 

遷
使
匈
奴
中
郎
将
、
時
休
屠
各
及
朔
方
烏
桓
並
同
反
叛
、
焼
度
遼
将
軍
門
、
引
屯
赤

、
煙
火
相
望
、
兵
衆
大
恐
、
各
欲
亡
去
、
奐
安
坐
帷

中
、
与
弟
子
講
誦
自
若
、
軍
士
稍
安
、
乃
潜
誘
烏
桓
陰
与
和
通
、
遂
使
斬
屠
各
渠
帥
、
襲
破
其
衆
、
諸
胡
悉
降
、（
張
奐
伝
）

に
見
え
る（
36
）。
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ま
た
、（
18
）・（
19
）
の
間
に
位
置
す
る
事
件
と
し
て
は
、

　
　

 　

延
熹
元
年
（
一
五
八
）、
南
単
于
諸
部
並
畔
、
遂
与
烏
桓
・
鮮
卑
寇
縁
辺
九
郡
、
以
張
奐
為
北
中
郎
将
討
之
、
単
于
諸
部
悉
降
、（
南
匈
奴

列
伝
）

　
　

 　
（
延
熹
八
年
・
一
六
五
）
於
是
以
尚
為
中
郎
将
、
将
幽
・
冀
・
黎
陽
・
烏
桓
歩
騎
二
万
六
千
人
救
球
、
又
与
長
沙
太
守
抗
徐
等
発
諸
郡
兵
、

并
勢
討
撃
、
大
破
之
、
斬
蘭
等
首
三
千
五
百
級
、
餘
賊
走
蒼
梧
、（
度
尚
伝
）

の
二
条
を
得
る
。

　
（
19
）
は
、

　
　

 　
（
延
熹
九
年
一
六
六
）
六
月
、
南
匈
奴
及
烏
桓
・
鮮
卑
寇
縁
辺
九
郡
、
…
（
七
月
）
遣
使
匈
奴
中
郎
将
張
奐
撃
南
匈
奴
・
烏
桓
・
鮮
卑
、

…
（
十
二
月
）
南
匈
奴
・
烏
桓
率
衆
詣
張
奐
降
、（
桓
帝
紀
）

　
　

 　

九
年
、
乃
応
司
徒
胡
広
之
命
、
会
南
匈
奴
・
烏
桓
・
鮮
卑
反
叛
、
公
卿
挙
岐
、
擢
拝
并
州
刺
史
、
岐
欲
奏
守
辺
之
策
、
未
及
上
、
会
坐
党

事
免
、
因
撰
次
以
為
禦
寇
論
、（
趙
岐
伝
）

に
も
見
え
る
。

３　

後
漢
末
以
前
の
烏
桓

　

従
来
の
論
者
は
、『
魏
書
』
の
記
述
に
基
づ
き
、建
武
二
十
五
年
の
段
階
で
、烏
桓
が
遼
東
属
国
〜
朔
方
郡
の
塞
内
に
内
徙
し
た
も
の
と
す
る
が
、

上
述
の
如
く
、
こ
の
記
述
は
依
拠
し
え
な
い
。
む
し
ろ
塞
外
に
あ
っ
た
烏
桓
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、『
後
漢
書
』
班

固
伝
「
今
烏
桓
就
闕
、
稽
首
訳
官
、
康
居
・
月
氏
、
自
遠
而
至
、
匈
奴
離
析
、
名
王
来
降
」
が
、
烏
桓
・
北
匈
奴
・
康
居
・
月
氏
を
並
列
す
る
こ
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と
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
個
別
的
な
記
述
か
ら
、
烏
桓
の
分
布
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
は
『
史
記
』
貨
殖
列
伝
に
、
上
谷
〜
遼
東
の
燕
北
五
郡
が
北
は
烏
桓
・
夫
餘
に
隣
接
す
る
と
あ
る
。『
後
漢
書
』
が
武
帝
期
の
烏
桓
に
つ

き
同
じ
く
燕
北
五
郡
を
並
べ
る
の
は
、『
史
記
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
い
で
宣
帝
期
の
記
述
に
は
「
遼
東
烏
桓
」
の
呼
称
が
見
え
る
。
こ
の
事
例
や
降
っ
て
永
平
元
年
に
叛
し
た
漁
陽
烏
桓
（
漁
陽
赤
山
烏
桓
）
の

事
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
郡
名
を
冠
す
る
こ
と
は
そ
の
郡
界
に
内
徙
し
た
こ
と
を
一
意
的
に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
参
照
す
べ
き
は
、『
後

漢
書
』
光
武
紀

　
　
（
建
武
）
二
十
五
年
（
四
九
）
春
正
月
、
遼
東
徼
外
貊
人
寇
右
北
平
・
漁
陽
・
上
谷
・
太
原
、
遼
東
太
守
祭

招
降
之
、　　

の
「
遼
東
徼
外
貊
人
」
で
あ
る
。
高
句
麗
を
指
す
も
の
だ
が
、『
続
漢
書
』
天
文
志
「
遼
東
貊
人
反
、
鈔
六
縣
」
で
は
単
に
「
遼
東
貊
人
」
と
し

て
い
る（
37
）。

郡
名
を
冠
す
る
こ
と
は
、
本
来
的
に
は
そ
の
郡
に
最
も
近
い
こ
と
を
指
す
が
、
同
じ
く
高
句
麗
に
関
す
る
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
「
建

寧
二
年
（
一
六
九
）、
玄
菟
太
守
耿
臨
討
之
、
斬
首
数
百
級
、
伯
固
降
服
、
乞
属
玄
菟
云
」
の
「
属
玄
菟
」
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
異
族
に
冠

せ
ら
れ
る
郡
名
は
、
そ
の
異
族
が
「
属
」
す
る
、
よ
り
具
体
的
に
は
漢
と
の
通
交
の
窓
口
と
な
る
郡
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

と
ま
れ
、
前
漢
末
年
ま
で
の
烏
桓
は
、『
後
漢
書
』
が
記
述
す
る
よ
う
に
、
上
谷
〜
遼
東
五
郡
の
塞
外
に
あ
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
王
莽
が

烏
桓
を
徴
発
し
て
代
郡
に
駐
屯
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
水
土
を
不
便
と
し
た
烏
桓
が
離
反
し
た
と
い
う
『
後
漢
書
』
の
記
述
は
、
こ
の
時
点
の
烏

桓
が
な
お
代
郡
に
及
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
後
漢
の
初
年
に
は
『
後
漢
書
』
に
「
代
郡
以
東
尤
被
其
害
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
烏
桓
は
す
で
に
代
郡
徼
外
に
及
び
、
つ
い
で
建

武
二
十
一
年
の
馬
援
の
遠
征
に
お
い
て
は
、「
援
乃
将
三
千
騎
出
高
柳
、
行
鴈
門
・
代
郡
・
上
谷
障
塞
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鴈
門
が
見
え
る
に
至
っ

て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
元
興
元
年
の
遼
東
貊
人
の
反
に
お
い
て
は
、「
上
谷
・
漁
陽
・
右
北
平
・
遼
西
烏
桓
」
が
動
員
さ
れ
て
お
り
、
遼
東
貊
人
の
反
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で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
遼
東
烏
桓
は
動
員
さ
れ
ず
、
永
初
三
年
の
南
匈
奴
の
叛
の
際
、
遼
東
太
守
耿

は
も
っ
ぱ
ら
鮮
卑
を
動
員
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
こ
の
時
期
ま
で
に
烏
桓
が
遼
東
塞
外
か
ら
西
遷
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
西
遷
の
原
因
は
鮮
卑
の
南
下
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
建
武
二
十
五
年
の
段
階
で
、

　
　

 （
建
武
）
二
十
五
年
（
四
九
）、
鮮
卑
始
通
駅
使
、
其
後
都
護
偏
何
等
詣
祭

求
自
效
功
、
因
令
撃
北
匈
奴
左
伊
育

部
、
斬
首
二
千
餘
級
、

其
後
偏
何
連
歳
出
兵
撃
北
虜
、
還
輒
持
首
級
詣
遼
東
受
賞
賜
、（『
後
漢
書
』
鮮
卑
伝
）

と
あ
る
よ
う
に
、
鮮
卑
は
遼
東
太
守
祭

と
通
交
し
、
永
平
元
年
（
五
八
）
の
漁
陽
烏
桓
の
寇
に
際
し
て
、
祭

は
同
じ
く
鮮
卑
を
派
遣
し
て
こ

れ
を
平
定
さ
せ
て
い
る
。
す
で
に
建
武
二
十
五
年
の
段
階
で
、
鮮
卑
が
遼
東
徼
外
ま
で
南
下
し
、
烏
桓
は
こ
れ
に
圧
迫
さ
れ
て
遼
西
以
西
に
退
去

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
建
武
二
十
五
年
に
遼
西
烏
桓
大
人
が
漢
に
帰
順
し
た
の
も
、
遼
東
郡
に
降
っ
た
鮮
卑
に
対
抗
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
前
漢
宣
帝
期
に
は
、
遼
東
烏
桓
が
烏
桓
の
中
心
的
勢
力
で
あ
っ
た
が
、
後
漢
初
年
に
は
「
其
在
上
谷
塞
外
白
山
者
、
最
為
強
富
」
と
あ
る
よ

う
に
、
上
谷
が
最
も
富
強
と
さ
れ
て
お
り
、
烏
桓
の
分
布
域
が
全
体
に
西
遷
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

建
武
二
十
五
年
以
後
、
烏
桓
・
鮮
卑
と
漢
・
南
匈
奴
の
相
互
関
係
は
基
本
的
に
良
好
で
あ
っ
た
。
北
匈
奴
の
存
在
が
こ
れ
ら
の
間
に
協
調
を
強

い
た
の
で
あ
る
。『
後
漢
書
』
宋
意
伝

　
　

 

臣
察
鮮
卑
侵
伐
匈
奴
、
正
是
利
其
抄
掠
、
及
帰
功
聖
朝
、
実
由
貪
得
重
賞
、
今
若
聴
南
虜
還
都
北
庭
、
則
不
得
不
禁
制
鮮
卑
、
鮮
卑
外
失
暴

掠
之
願
、
内
無
功
労
之
賞
、
豺
狼
貪
婪
、
必
為
辺
患
、

に
見
え
る
よ
う
に
、
漢
に
与
し
て
北
匈
奴
を
攻
め
る
こ
と
は
、
漢
か
ら
の
報
奨
と
北
匈
奴
を
略
奪
す
る
機
会
の
獲
得
を
意
味
し
た
。
従
っ
て
、
章

和
五
年
（
九
三
）
に
北
匈
奴
が
壊
滅
す
る
と
、
鮮
卑
の
漢
へ
の
侵
攻
が
開
始
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
は
は
る
か
に
頻
度
は
低
い
も
の
の
烏
桓
の
背
反
も

散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

鮮
卑
檀
石
槐
が
登
場
す
る
永
寿
年
間
以
前
に
お
け
る
烏
桓
の
叛
は
、
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永
初
三
年
（
一
〇
九
）
漁
陽
烏
桓
・
右
北
平
胡
（
烏
桓
？
）
の
代
郡
・
上
谷
侵
攻
。

　
　

同
年 　

鴈
門
烏
桓
率
衆
王
無
何
が
鮮
卑
大
人
丘
倫
・
南
匈
奴
骨
都
侯
と
五
原
へ
侵
攻
。
つ
い
で
南
匈
奴
単
于
の
叛
と
合
流
。

　
　

陽
嘉
四
年
（
一
三
五
）
烏
桓
の
雲
中
侵
攻
。

　
　

永
和
五
年
（
一
四
〇
）
烏
桓
大
人
阿
堅
・
羌
渠
が
南
匈
奴
左
部
句
龍
吾
斯
の
乱
に
参
加
、
上
郡
侵
攻
。

の
四
件
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ま
ず
永
初
三
年
の
漁
陽
烏
桓
・
鴈
門
烏
桓
に
つ
い
て
で
あ
る
。

漁
陽
烏
桓
は
代
郡
・
上
谷
に
寇
し
、
鴈
門
烏
桓
は
五
原
に
寇
し
て
い
る
が
、
漁
陽
や
鴈
門
へ
の
寇
は
見
え
な
い
。
か
れ
ら
が
漁
陽
・
鴈
門
の
塞
内

に
あ
っ
て
叛
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
記
述
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
永
寿
年
間
以
前
に
つ
い
て
は
、
郡
名
を
冠
し
た
烏
桓
は
基
本
的

に
塞
外
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
塞
内
に
あ
っ
た
烏
桓
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
事
例
も
な
い
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
塞
外
に
あ
っ
た
鮮
卑
と
比
較

す
る
こ
と
が
烏
桓
の
所
在
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
。
次
表
は
、
漢
が
烏
桓
を
動
員
し
た
事
例
で
あ
る
。

中
元
二
年
（
五
七
）

復
拝
武
捕
虜
将
軍
、
以
中
郎
将
王
豊
副
、
与
監
軍
使
者
竇
固
・
右
輔
都
尉
陳
訢
、
将
烏
桓
・
黎
陽
営
・
三
輔
募
士
・
涼

州
諸
郡
羌
胡
兵
及
弛
刑
、
合
四
万
人
撃
之
、（
馬
武
伝
）

永
平
十
六
年
（
七
三
）
騎
都
尉
来
苗
・
護
烏
桓
校
尉
文
穆
将
太
原
・
鴈
門
・
代
郡
・
上
谷
・
漁
陽
・
右
北
平
・
定
襄
郡
兵
及
烏
桓
・
鮮
卑

万
一
千
騎
出
平
城
塞
、（
竇
固
伝
）

建
初
元
年
（
七
六
）

以
征
西
将
軍
耿
秉
行
度
遼
将
軍
、
… 

遣
軽
騎
与
縁
辺
郡
及
烏
桓
兵
出
塞
撃
之
、（
南
匈
奴
列
伝
）
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永
元
六
年
（
九
四
）

護
烏
桓
校
尉
任
尚
率
烏
桓
・
鮮
卑
、（
和
帝
紀
）

烏
桓
校
尉
任
尚
将
烏
桓
・
鮮
卑
、
合
四
万
人
討
之
、
…
任
尚
率
鮮
卑
大
都
護
蘇
拔

・
烏
桓
大
人
勿
柯
八
千
騎
、（
南
匈

奴
列
伝
）

行
車
騎
将
軍
事
鄧
鴻
・
越
騎
校
尉
馮
柱
発
左
右
羽
林
・
北
軍
五
校
士
及
八
郡
跡
射
・
烏
桓
・
鮮
卑
、
合
四
万
騎
、
与
度

遼
将
軍
朱
徴
・
護
烏
桓
校
尉
任
尚
・
中
郎
将
杜
崇
征
叛
胡
、（『
続
漢
書
』
天
文
志
）

元
興
元
年
（
一
〇
五
）
遼
東
太
守
耿

撃
貊
人
、（
和
帝
紀
）

発
上
谷
・
漁
陽
・
右
北
平
・
遼
西
烏
桓
討
之
、（『
続
漢
書
』
天
文
志
）

元
初
四
年
（
一
一
七
）
遼
西
鮮
卑
連
休
等
遂
焼
塞
門
、
寇
百
姓
、
烏
桓
大
人
於
秩
居
等
与
連
休
有
宿
怨
、
共
郡
兵
奔
撃
、（
鮮
卑
伝
）

延
光
元
年
（
一
二
二
）
度
遼
将
軍
耿

将
諸
郡
兵
及
烏
桓
騎
赴
撃
破
之
、（
西
羌
伝
）

永
建
二
年
（
一
二
七
）
烏
桓
校
尉
耿
曄
発
縁
辺
諸
郡
兵
及
烏
桓
率
衆
王
出
塞
撃
之
、（
鮮
卑
伝
）

永
建
六
年
（
一
三
一
）
漁
陽
太
守
又
遣
烏
桓
兵
撃
之
、
…
烏
桓
豪
人
扶
漱
官
勇
健
、
毎
与
鮮
卑
戦
、
輒
陥
敵
、
詔
賜
号
率
衆
君
、（
鮮
卑
伝
）

陽
嘉
元
年
（
一
三
二
）（
烏
桓
校
尉
）
耿
曄
遣
烏
桓
親
漢
都
尉
戎
朱

・
率
衆
王
侯
咄
帰
等
、
出
塞
抄
撃
鮮
卑
、
大
斬
獲
而
還
、
賜
咄
帰
等
已
下

為
率
衆
王
・
侯
・
長
、
賜
綵
繒
各
有
差
、（
鮮
卑
伝
）

永
和
五
年
（
一
四
〇
）
馬
続
与
中
郎
将
梁
並
・
烏
桓
校
尉
王
元
発
縁
辺
兵
及
烏
桓
・
鮮
卑
・
羌
胡
合
二
万
餘
人
、
掩
撃
破
之
、
…
（
南
匈
奴
列
伝
）

延
熹
八
年
（
一
六
五
）
於
是
以
尚
為
中
郎
将
、
将
幽
・
冀
・
黎
陽
・
烏
桓
歩
騎
二
万
六
千
人
救
球
、（
度
尚
伝
）

　

一
方
、
鮮
卑
の
動
員
は
次
表
の
如
く
で
あ
る
。
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建
武
二
十
五
年（
四
九
）
其
後
都
護
偏
何
等
詣
（
遼
東
太
守
）
祭

求
自
效
功
、
因
令
撃
北
匈
奴
左
伊
育

部
、（
鮮
卑
伝
）

永
平
元
年
（
五
八
）
（
遼
東
太
守
）
祭

復
賂
偏
何
撃
歆
志
賁
、（
鮮
卑
伝
）

永
平
十
六
年
（
七
三
）
騎
都
尉
来
苗
・
護
烏
桓
校
尉
文
穆
将
太
原
・
鴈
門
・
代
郡
・
上
谷
・
漁
陽
・
右
北
平
・
定
襄
郡
兵
及
烏
桓
・
鮮
卑

万
一
千
騎
出
平
城
塞
、（
竇
固
伝
）

永
元
六
年
（
九
四
）

護
烏
桓
校
尉
任
尚
率
烏
桓
・
鮮
卑
、（
和
帝
紀
）

永
初
三
年
（
一
〇
九
）
又
遼
東
太
守
耿

率
将
鮮
卑
種
衆
共
撃
之
、（
梁

伝
）

永
和
五
年
（
一
四
〇
）

　

〜
六
年
（
一
四
一
）
馬
続
与
中
郎
将
梁
並
・
烏
桓
校
尉
王
元
発
縁
辺
兵
及
烏
桓
・
鮮
卑
・
羌
胡
合
二
万
餘
人
、
掩
撃
破
之
、
…
六
年
春
、
馬

続
率
鮮
卑
五
千
騎
到
穀
城
撃
之
、
斬
首
数
百
級
、（
南
匈
奴
列
伝
）

永
和
六
年
（
一
四
一
）
又
武
威
太
守
趙
沖
亦
率
鮮
卑
征
討
叛
羌
、（
応
劭
伝
）

武
威
太
守
趙
沖
追
撃
鞏
唐
羌
、
斬
首
四
百
餘
級
、
得
馬
牛
羊
驢
万
八
千
餘
頭
、
羌
二
千
餘
人
降
、
詔
沖
督
河
西
四
郡
兵

為
節
度
、（
西
羌
伝
）

　

塞
外
に
あ
っ
た
鮮
卑
は
、
も
っ
ぱ
ら
護
烏
桓
校
尉
も
し
く
は
辺
郡
太
守
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
護
烏
桓
校
尉
も
し
く
は
辺
郡
太

守
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
た
烏
桓
は
塞
外
に
あ
っ
た
も
の
と
推
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
元
初
四
年
の
事
例
で
は
、
烏
桓
大
人
於
秩
居
は
遼
西
鮮
卑
連
休

と
「
宿
怨
」
が
あ
っ
た
と
見
え
る
。
於
秩
居
が
塞
内
に
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
塞
外
の
連
休
と
敵
対
を
持
続
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
中
元
二
年
・
建
初
元
年
・
延
光
元
年
・
延
熹
八
年
の
事
例
に
お
い
て
、
護
烏
桓
校
尉
・
辺
郡
太
守
が

見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
延
光
元
年
の
「
烏
桓
騎
」
は
『
続
漢
書
』
百
官
志
に
「
宿
衛
」
と
し
て
見
え
る
そ
れ
が
特
派
さ
れ
た
可
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能
性
が
あ
る（
38
）。

こ
れ
ら
の
烏
桓
は
塞
外
か
ら
臨
時
に
動
員
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
塞
内
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
主
張
で
き
よ
う
。

　

永
寿
年
間
以
前
の
烏
桓
の
叛
に
つ
き
今
一
つ
指
摘
す
べ
き
は
、
烏
桓
の
侵
攻
が
基
本
的
に
西
方
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
漢

へ
の
侵
攻
に
並
行
し
て
、西
方
の
よ
り
広
闊
な
牧
地
を
求
め
て
西
遷
を
図
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
指
摘
す
べ
き
は
、

雲
中
・
五
原
を
冠
し
た
烏
桓
が
見
え
ず
、
朔
方
に
つ
い
て
は
、
永
寿
年
間
（
一
五
五
〜
一
五
八
）
に
よ
う
や
く
朔
方
郡
に
内
徙
し
た
と
お
ぼ
し
き

「
朔
方
烏
桓
」
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
一
体
、
こ
れ
ら
諸
郡
は
南
匈
奴
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
西
河
郡
の
い
わ
ば
外
郭
に
当
た
り
、
そ
の
塞
外
も

ま
た
南
匈
奴
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
南
匈
奴
が
健
在
な
う
ち
は
、
烏
桓
の
雲
中
以
西
へ
の
進
出
を
阻
み
得
た
が
、
永
和

五
年
（
一
四
〇
）
の
左
部
句
龍
吾
斯
の
叛
の
際
に
、
使
匈
奴
中
郎
将
陳
亀
が
、
南
単
于
の
「
不
能
制
下
」
を
責
め
て
自
殺
に
追
い
込
む
と
い
っ
た

事
態
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
二
世
紀
中
葉
以
降
、
南
匈
奴
は
急
速
に
解
体
し
つ
つ
あ
っ
た
。
永
寿
年
間
の
朔
方
烏
桓
の
叛
は
、
屠
各
胡
と
協
働
し

た
も
の
だ
が
、
南
匈
奴
の
一
部
で
あ
っ
た
屠
各
胡（
39
）が

独
自
の
勢
力
と
し
て
見
え
る
最
初
の
事
例
で
も
あ
り
、
南
匈
奴
の
解
体
を
象
徴
す
る
も
の

と
い
え
る
。
朔
方
烏
桓
は
こ
れ
に
乗
じ
て
朔
方
郡
に
内
徙
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
章　

後
漢
末
以
降

１
『
三
国
志
』『
後
漢
書
』
の
比
較

　
『
三
国
志
』
烏
桓
鮮
卑
東
夷
伝
は
、
そ
の
第
一
の
序
文
に
お
い
て
、
匈
奴
・
烏
桓
・
鮮
卑
の
推
移
を
概
観
し
、
つ
い
で
本
文
に
お
い
て
烏
桓
・

鮮
卑
を
そ
れ
ぞ
れ
記
述
し
、
つ
い
で
第
二
の
序
文
に
お
い
て
西
域
・
東
夷
の
推
移
を
概
観
し
、
本
文
に
お
い
て
東
夷
諸
国
を
順
次
記
述
し
て
い
る
。
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第
一
の
序
文
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
（
ａ
）
書
載
蛮
夷
猾
夏
、
詩
称

孔
熾
、
久
矣
其
為
中
国
患
也
、

　
　

 　
（
ｂ
）
秦
・
漢
以
来
、
匈
奴
久
為
辺
害
、
孝
武
雖
外
事
四
夷
、
東
平
両
越
・
朝
鮮
、
西
討
貳
師
・
大
宛
、
開
邛
苲
・
夜
郎
之
道
、
然
皆
在

荒
服
之
外
、
不
能
為
中
国
軽
重
、
而
匈
奴
最
逼
於
諸
夏
、
胡
騎
南
侵
則
三
辺
受
敵
、
是
以
屢
遣
衛
・
霍
之
将
、
深
入
北
伐
、
窮
追
単
于
、
奪

其
饒
衍
之
地
、
後
遂
保
塞
称
藩
、
世
以
衰
弱
、
建
安
中
、
呼
廚
泉
南
単
于
入
朝
、
遂
留
内
侍
、
使
右
賢
王
撫
其
国
、
而
匈
奴
折
節
、
過
於
漢

旧
、

　
　

 　
（
ｃ
）
然
烏
丸
・
鮮
卑
稍
更
彊
盛
、
亦
因
漢
末
之
乱
、
中
国
多
事
、
不
遑
外
討
、
故
得
擅
（
漢
）〔
漠
〕
南
之
地
、
寇
暴
城
邑
、
殺
略
人
民
、

北
辺
仍
受
其
困
、

　
　

 　
（
ｄ
）
会
袁
紹
兼
河
北
、
乃
撫
有
三
郡
烏
丸
、
寵
其
名
王
而
收
其
精
騎
、
其
後
尚
・
熙
又
逃
于
蹋
頓
、
蹋
頓
又
驍
武
、
辺
長
老
皆
比
之
冒
頓
、

恃
其
阻
遠
、
敢
受
亡
命
、
以
雄
百
蛮
、
太
祖
潜
師
北
伐
、
出
其
不
意
、
一
戦
而
定
之
、
夷
狄
懾
服
、
威
振
朔
土
、
遂
引
烏
丸
之
衆
服
従
征
討
、

而
辺
民
得
用
安
息
、

　
　

 　
（
ｅ
）
後
鮮
卑
大
人
軻
比
能
復
制
御
群
狄
、
尽
收
匈
奴
故
地
、
自
雲
中
・
五
原
以
東
抵
遼
水
、
皆
為
鮮
卑
庭
、
数
犯
塞
寇
辺
、
幽
・
并
苦
之
、

田
豫
有
馬
城
之
囲
、
畢
軌
有
陘
北
之
敗
、
青
龍
中
、
帝
乃
聴
王
雄
、
遣
剣
客
刺
之
、
然
後
種
落
離
散
、
互
相
侵
伐
、
彊
者
遠
遁
、
弱
者
請
服
、

由
是
辺
陲
差
安
、（
漢
）〔
漠
〕
南
少
事
、
雖
時
頗
鈔
盗
、
不
能
復
相
扇
動
矣
、

　
　
　
（
ｆ
）
烏
丸
・
鮮
卑
即
古
所
謂
東
胡
也
、
其
習
俗
、
前
事
、
撰
漢
記（
40
）者

已
録
而
載
之
矣
、
故
但
挙
漢
末
魏
初
以
来
、
以
備
四
夷
之
変
云
、

　
（
ａ
）
は
序
言
、（
ｂ
）
は
匈
奴
、（
ｃ
）
は
烏
桓
・
鮮
卑
に
対
す
る
総
論
、（
ｄ
）・（
ｅ
）
は
烏
桓
・
鮮
卑
各
論
、（
ｆ
）
は
漢
代
以
前
の
烏
桓
・

鮮
卑
に
関
す
る
記
述
を
省
略
す
る
旨
を
記
し
て
い
る
。（
ｄ
）
の
内
容
は
、
本
文
に
ほ
ぼ
重
な
る
。

　

一
方
、『
後
漢
書
』
は
、
霊
帝
期
以
降
の
烏
桓
に
つ
い
て
、『
三
国
志
』
の
本
文
を
引
用
し
て
い
る
。
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『
三
国
志
』
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝

『
後
漢
書
』
烏
桓
鮮
卑
列
伝

（
１
）
漢
末
、
遼
西
烏
丸
大
人
丘
力
居
、
衆
五
千
餘
落
、
上
谷
烏
丸
大

人
難
楼
、
衆
九
千
餘
落
、
各
称
王
、
而
遼
東
属
国
烏
丸
大
人
蘇
僕
延
、

衆
千
餘
落
、
自
称
峭
王
、
右
北
平
烏
丸
大
人
烏
延
、
衆
八
百
餘
落
、
自

称
汗
魯
王
、
皆
有
計
策
勇
健
、

（
２
）
中
山
太
守
張
純
叛
入
丘
力
居
衆
中
、
自
号
弥
天
安
定
王
、
為
三

郡
烏
丸
元
帥
、
寇
略
青
・
徐
・
幽
・
冀
四
州
、
殺
略
吏
民
、
霊
帝
末
、

以
劉
虞
為
州
牧
、
募
胡
斬
純
首
、
北
州
乃
定
、

（
３
）
後
丘
力
居
死
、
子
楼
班
年
小
、
従
子
蹋
頓
有
武
略
、
代
立
、
総

摂
三
王
部
、
衆
皆
従
其
教
令
、

（
４
）
袁
紹
与
公
孫
瓚
連
戦
不
決
、蹋
頓
遣
使
詣
紹
求
和
親
、助
紹
撃
瓚
、

破
之
、
紹
矯
制
賜
蹋
頓
・
難
﹇
楼
﹈・
峭
王
・
汗
魯
王
印
綬
、
皆
以
為

単
于
、
後
楼
班
大
、
峭
王
率
其
部
衆
奉
楼
班
為
単
于
、
蹋
頓
為
王
、
然

蹋
頓
多
画
計
策
、

（
５
）
広
陽
閻
柔
、
少
沒
烏
丸
・
鮮
卑
中
、
為
其
種
所
帰
信
、
柔
乃
因

鮮
卑
衆
、
殺
烏
丸
校
尉
邢
挙
代
之
、
紹
因
寵
慰
以
安
北
辺
、

（
１
）
霊
帝
初
、
烏
桓
大
人
上
谷
有
難
楼
者
、
衆
九
千
餘
落
、
遼
西
有

丘
力
居
者
、
衆
五
千
餘
落
、
皆
自
称
王
、
又
遼
東
蘇
僕
延
、
衆
千
餘
落
、

自
称
峭
王
、
右
北
平
烏
延
、
衆
八
百
餘
落
、
自
称
汗
魯
王
、
並
勇
建
而

多
計
策
、

（
２
）
中
平
四
年
、
前
中
山
太
守
張
純
畔
、
入
丘
力
居
衆
中
、
自
号
弥

天
安
定
王
、
遂
為
諸
郡
烏
桓
元
帥
、
寇
掠
青
・
徐
・
幽
・
冀
四
州
、

五
年
、
以
劉
虞
為
幽
州
牧
、
虞
購
募
斬
純
首
、
北
州
乃
定
、

（
３
）
献
帝
初
平
中
、
丘
力
居
死
、
子
楼
班
年
少
、
従
子
蹋
頓
有
武
略
、

代
立
、
総
摂
三
郡
、
衆
皆
従
其
号
令
、

（
４
）
建
安
初
、
冀
州
牧
袁
紹
与
前
将
軍
公
孫
瓚
相
持
不
決
、
蹋
頓
遣

使
詣
紹
求
和
親
、
遂
遣
兵
助
撃
瓚
、
破
之
。
紹
矯
制
賜
蹋
頓
・
難
楼
・

蘇
僕
延
・
烏
延
等
、
皆
以
単
于
印
綬
、
後
難
楼
・
蘇
僕
延
率
其
部
衆
奉

楼
班
為
単
于
、
蹋
頓
為
王
、
然
蹋
頓
猶
秉
計
策
、

（
５
）
広
陽
人
閻
柔
、
少
沒
烏
桓
・
鮮
卑
中
、
為
其
種
人
所
帰
信
、
柔

乃
因
鮮
卑
衆
、殺
烏
桓
校
尉
邢
挙
而
代
之
。
袁
紹
因
寵
慰
柔
、以
安
北
辺
、
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（
６
）
後
袁
尚
敗
奔
蹋
頓
、
憑
其
勢
、
復
図
冀
州
、
会
太
祖
平
河
北
、

柔
帥
鮮
卑
・
烏
丸
帰
附
、
遂
因
以
柔
為
校
尉
、
猶
持
漢
使
節
、
治
広
甯

如
旧
、

（
７
）
建
安
十
（
一
）〔
二
？
〕
年
、太
祖
自
征
蹋
頓
於
柳
城
、潜
軍
詭
道
、

未
至
百
餘
里
、
虜
乃
覚
、
尚
与
蹋
頓
将
衆
逆
戦
於
凡
城
、
兵
馬
甚
盛
、

太
祖
登
高
望
虜
陳
、（
柳
）〔
抑
〕
軍
未
進
、
観
其
小
動
、
乃
撃
破
其
衆
、

臨
陳
斬
蹋
頓
首
、
死
者
被
野
、
速
附
丸
・
楼
班
・
烏
延
等
走
遼
東
、
遼

東
悉
斬
、
伝
送
其
首
、
其
餘
遺
迸
皆
降
、
及
幽
州
・
并
州
柔
所
統
烏
丸

万
餘
落
、
悉
徙
其
族
居
中
国
、
帥
従
其
侯
王
大
人
種
衆
与
征
伐
、
由
是

三
郡
烏
丸
為
天
下
名
騎
、

（
６
）
及
紹
子
尚
敗
、
奔
蹋
頓
、
時
幽
・
冀
吏
人
奔
烏
桓
者
十
万
餘
戸
、

尚
欲
憑
其
兵
力
、
復
図
中
国
、
会
曹
操
平
河
北
、
閻
柔
率
鮮
卑
・
烏
桓

帰
附
、
操
即
以
柔
為
校
尉
、

（
７
）
建
安
十
二
年
、
曹
操
自
征
烏
桓
、
大
破
蹋
頓
於
柳
城
、

斬
之
、
首
虜
二
十
餘
万
人
、
袁
尚
与
楼
班
、
烏
延
等
皆
走
遼
東
、
遼
東

太
守
公
孫
康
並
斬
送
之
、
其
餘
衆
万
餘
落
、
悉
徙
居
中
国
云
、

　
（
ｄ
）
の
記
述
内
容
は
、「
会
袁
紹
兼
河
北
、
乃
撫
有
三
郡
烏
丸
、
寵
其
名
王
而
收
其
精
騎
」
は
（
４
）
に
、「
其
後
尚
・
熙
又
逃
于
蹋
頓
」
は
（
６
）

に
、「
蹋
頓
又
驍
武
、
辺
長
老
皆
比
之
冒
頓
、
恃
其
阻
遠
、
敢
受
亡
命
、
以
雄
百
蛮
」
は
（
３
）
に
、「
太
祖
潜
師
北
伐
」
以
下
は
（
７
）
に
重
な
る
。

　
『
後
漢
書
』
は
、（
１
）「
霊
帝
初
」（
↑
「
漢
末
」）・（
２
）「
中
平
四
年
」・「
五
年
」（
↑
「
霊
帝
末
」）・（
３
）「
献
帝
初
平
中
」（
↑
「
後
」）・（
４
）

「
建
安
初
」
な
ど
紀
時
を
補
っ
て
い
る
。『
三
国
志
』
は
総
じ
て
紀
時
が
粗
略
で
あ
る
。（
７
）
で
は
、
曹
操
の
烏
桓
遠
征
の
年
次
、
建
安
十
二
年

を
『
三
国
志
』
は
十
一
年
に
作
り
、
転
写
の
誤
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
も
『
三
国
志
』
の
紀
時
の
粗
略
を
示
す
も
の
と
な
る
。

　
（
１
）
に
つ
い
て
、『
三
国
志
』
は
遼
西
大
人
を
三
郡
烏
丸
の
中
心
と
み
な
し
て
筆
頭
に
置
く
が
、『
後
漢
書
』
は
大
小
の
順
に
改
め
、
上
谷
大

人
を
筆
頭
に
置
く
。
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（
２
）
に
つ
い
て
は
、『
三
国
志
』
劉
虞
伝
に
、

　
　

 
後
車
騎
将
軍
張
温
討
賊
辺
章
等
、
発
幽
州
烏
桓
三
千
突
騎
、
而
牢
稟
逋
懸
、
皆
畔
還
本
国
、
前
中
山
相
張
純
私
謂
前
太
山
太
守
張
挙
曰
、
今

烏
桓
既
畔
、
皆
願
為
乱
、
涼
州
賊
起
、
朝
廷
不
能
禁
、
又
洛
陽
人
妻
生
子
両
頭
、
此
漢
祚
衰
尽
、
天
下
有
両
主
之
徴
也
、
子
若
与
吾
共
率
烏

桓
之
衆
以
起
兵
、
庶
幾
可
定
大
業
、
挙
因
然
之
、
四
年
（
一
八
七
）、
純
等
遂
与
烏
桓
大
人
共
連
盟
、
攻
薊
下
、
燔
焼
城
郭
、
虜
略
百
姓
、

殺
護
烏
桓
校
尉
箕
稠
・
右
北
平
太
守
劉
政
・
遼
東
太
守
陽
終
等
、
衆
至
十
餘
万
、
屯
肥
如
、
挙
称
天
子
、
純
称
弥
天
将
軍
安
定
王
、
移
書
州

郡
、
云
挙
当
代
漢
、
告
天
子
避
位
、
敕
公
卿
奉
迎
、
純
又
使
烏
桓
峭
王
等
歩
騎
五
万
、
入
青
冀
二
州
、
攻
破
清
河
・
平
原
、
殺
害
吏
民
、
朝

廷
以
虞
威
信
素
著
、
恩
積
北
方
、
明
年
（
中
平
五
年
・
一
八
八
）、
復
拝
幽
州
牧
、
虞
到
薊
、
罷
省
屯
兵
、
務
広
恩
信
、
遣
使
告
峭
王
等
以

朝
恩

弘
、
開
許
善
路
、
又
設
賞
購
挙
・
純
、
挙
・
純
走
出
塞
、
餘
皆
降
散
、
純
為
其
客
王
政
所
殺
、
送
首
詣
虞
、

と
見
え
、『
後
漢
書
』
劉
虞
伝
も
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る（
41
）。『

三
国
志
』
の
「
三
郡
烏
丸
元
帥
」
を
『
後
漢
書
』
が
「
諸
郡
烏
桓
元
帥
」
に
改
め
る
の
は
、

張
純
の
反
乱
に
参
加
し
た
も
の
が
「
幽
州
烏
桓
」
の
う
ち
、「
三
郡
烏
丸
」
に
限
ら
な
い
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
辺
章
の
乱
は
、

『
後
漢
書
』
霊
帝
紀
に
、

　
　

 （
中
平
元
年
・
一
八
四
）
十
一
月
、
…
湟
中
義
従
胡
北
宮
伯
玉
与
先
零
羌
叛
、
以
金
城
人
辺
章
・
韓
遂
為
軍
帥
、
攻
殺
護
羌
校
尉
伶
徴
・
金

城
太
守
陳
懿
、
…
（
中
平
二
年
・
一
八
五
）
十
一
月
、
張
温
破
北
宮
伯
玉
於
美
陽
、
因
遣
盪
寇
将
軍
周
慎
追
撃
之
、
囲
榆
中
、
又
遣
中
郎
将

董
卓
討
先
零
羌
、
慎
・
卓
並
不
克
、

と
見
え
、
ま
た
、
そ
の
際
に
烏
桓
で
は
な
く
鮮
卑
の
動
員
を
主
張
す
る
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

　
　

 

中
平
二
年
、
漢
陽
賊
辺
章
・
韓
遂
与
羌
胡
為
寇
、
東
侵
三
輔
、
時
遣
車
騎
将
軍
皇
甫
嵩
西
討
之
、
嵩
請
発
烏
桓
三
千
人
、
北
軍
中
候
鄒
靖
上

言
、
烏
桓
衆
弱
、
宜
開
募
鮮
卑
、
事
下
四
府
、
大
将
軍
掾
韓
卓
議
、
以
為
、
烏
桓
兵
寡
、
而
与
鮮
卑
世
為
仇
敵
、
若
烏
桓
被
発
、
則
鮮
卑
必

襲
其
家
、
烏
桓
聞
之
、
当
復
棄
軍
還
救
、
非
唯
無
益
於
実
、
乃
更
沮
三
軍
之
情
、
鄒
靖
居
近
辺
塞
、
究
其
態
詐
、
若
令
靖
募
鮮
卑
軽
騎
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五
千
、
必
有
破
敵
之
效
、
劭
駮
之
曰
、
鮮
卑
隔
在
漠
北
、
犬
羊
為
群
、
無
君
長
之
帥
・
廬
落
之
居
、
而
天
性
貪
暴
、
不
拘
信
義
、
故
数
犯
障

塞
、
且
無
寧
歳
、
唯
至
互
巿
、
乃
来
靡
服
、
苟
欲
中
国
珍
貨
、
非
為
畏
威
懐
德
、
計
獲
事
足
、
旋
踵
為
害
、
是
以
朝
家
外
而
不
内
、
蓋
為
此

也
、
往
者
匈
奴
反
叛
、
度
遼
将
軍
馬
続
・
烏
桓
校
尉
王
元
発
鮮
卑
五
千
餘
騎
、
又
武
威
太
守
趙
沖
亦
率
鮮
卑
征
討
叛
羌
、
斬
獲
醜
虜
、
既
不

足
言
、
而
鮮
卑
越
溢
、
多
為
不
法
、
裁
以
軍
令
、
則
忿
戾
作
乱
、
制
御
小
緩
、
則
陸
掠
残
害
、
劫
居
人
、
鈔
商
旅
、
噉
人
牛
羊
、
略
人
兵
馬
．

得
賞
既
多
、
不
肯
去
、
復
欲
以
物
買
鉄
、
辺
将
不
聴
、
便
取
縑
帛
聚
欲
焼
之
、
辺
将
恐
怖
、
畏
其
反
叛
、
辞
謝
撫
順
、
無
敢
拒
違
、
今
狡
寇

未
殄
、
而
羌
為
巨
害
、
如
或
致
悔
、
其
可
追
乎
、
臣
愚
以
為
可
募
隴
西
羌
胡
守
善
不
叛
者
、
簡
其
精
勇
、
多
其
牢
賞
、
太
守
李
参
沈
静
有
謀
、

必
能
獎
厲
得
其
死
力
、
当
思
漸
消
之
略
、
不
可
倉
卒
望
也
、
韓
卓
復
与
劭
相
難
反
覆
、
於
是
詔
百
官
大
会
朝
堂
、
皆
従
劭
議
、（
応
劭
伝
）

に
見
え
る
。
張
純
の
乱
は
、『
三
国
志
』
公
孫
瓚
伝

　
　

 

光
和
（
一
七
八
〜
一
八
四
）
中
、
涼
州
賊
起
、
発
幽
州
突
騎
三
千
人
、
仮
瓚
都
督
行
事
伝
、
使
将
之
、
軍
到
薊
中
、
漁
陽
張
純
誘
遼
西
烏
丸

丘
力
居
等
叛
、
劫
略
薊
中
、
自
号
将
軍
、
略
吏
民
攻
右
北
平
・
遼
西
・﹇
遼
東
﹈
属
国（
42
）諸

城
、
所
至
残
破
、
瓚
将
所
領
、
追
討
純
等
有
功
、

遷
騎
都
尉
、
属
国
烏
丸
貪
至
王
率
種
人
詣
瓚
降
、
遷
中
郎
将
、
封
都
亭
侯
、
進
屯
属
国
、
与
胡
相
攻
撃
五
六
年
、
丘
力
居
等
鈔
略
青
・
徐
・
幽
・

冀
、
四
州
被
其
害
、
瓚
不
能
禦
、
朝
議
以
宗
正
東
海
劉
伯
安
既
有
德
義
、
昔
為
幽
州
刺
史
、
恩
信
流
著
、
戎
狄
附
之
、
若
使
鎮
撫
、
可
不
労

衆
而
定
、
乃
以
劉
虞
為
幽
州
牧
、
虞
到
、
遣
使
至
胡
中
、
告
以
利
害
、
責
使
送
純
首
、
丘
力
居
等
聞
虞
至
、
喜
、
各
遣
訳
自
帰
、
瓚
害
虞
有

功
、
乃
陰
使
人
徼
殺
胡
使
、
胡
知
其
情
、
間
行
詣
虞
、
虞
上
罷
諸
屯
兵
、
但
留
瓚
将
歩
騎
万
人
屯
右
北
平
、
純
乃
棄
妻
子
、
逃
入
鮮
卑
、
為

其
客
王
政
所
殺
、
送
首
詣
虞
、
封
政
為
列
侯
、
虞
以
功
即
拝
太
尉
、
封
襄
賁
侯
、
会
董
卓
至
洛
陽
、
遷
虞
大
司
馬
、
瓚
奮
武
将
軍
、
封
薊
侯
、

お
よ
び
、『
後
漢
書
』
公
孫
瓚
伝

　
　

 

中
平
（
一
八
四
〜
一
八
九
）
中
、
以
瓚
督
烏
桓
突
騎
、
車
騎
将
軍
張
温
討
涼
州
賊
、
会
烏
桓
反
畔
、
与
賊
張
純
等
攻
撃
薊
中
、
瓚
率
所
領
追

討
純
等
有
功
、
遷
騎
都
尉
、
張
純
復
与
畔
胡
丘
力
居
等
寇
漁
陽
・
河
間
・
勃
海
、
入
平
原
、
多
所
殺
略
、
瓚
追
撃
戦
於
属
国
石
門
、
虜
遂
大
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敗
、
棄
妻
子
踰
塞
走
、
悉
得
其
所
略
男
女
、
瓚
深
入
無
継
、
反
為
丘
力
居
等
所
囲
於
遼
西
管
子
城
、
二
百
餘
日
、
糧
尽
食
馬
、
馬
尽
煮
弩
楯
、

力
戦
不
敵
、
乃
与
士
卒
辞
訣
、
各
分
散
還
、
時
多
雨
雪
、
隊

死
者
十
五
六
、
虜
亦
飢
困
、
遠
走
柳
城
、
詔
拝
瓚
降
虜
校
尉
、
封
都
亭
侯
、

復
兼
領
属
国
長
史
、
職
統
戎
馬
、
連
接
辺
寇
、
毎
聞
有
警
、
瓚
輒
厲
色
憤
怒
、
如
赴
讎
敵
、
望
塵
奔
逐
、
或
継
之
以
夜
戦
、
虜
識
瓚
声
、
憚

其
勇
、
莫
敢
抗
犯
、
瓚
常
与
善
射
之
士
数
十
人
、
皆
乗
白
馬
、
以
為
左
右
翼
、
自
号
白
馬
義
従
、
烏
桓
更
相
告
語
、
避
白
馬
長
史
、
乃
画
作

瓚
形
、
馳
騎
射
之
、
中
者
咸
称
万
歳
、
虜
自
此
之
後
、
遂
遠
竄
塞
外
、
瓚
志

滅
烏
桓
、
而
劉
虞
欲
以
恩
信
招
降
、
由
是
与
虞
相
忤
、

に
も
見
え
る
。
か
な
り
の
出
入
り
が
あ
り
、『
後
漢
書
』
は
『
三
国
志
』
の
「
光
和
」
を
「
中
平
」
に
訂
正
し
て
い
る
。
や
は
り
『
三
国
志
』
の

紀
時
の
粗
略
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

張
純
の
乱
が
平
定
さ
れ
た
中
平
六
年
（
一
八
九
）
に
は
霊
帝
が
崩
じ
、
後
漢
の
中
央
政
府
は
実
質
的
に
そ
の
機
能
を
停
止
す
る（
43
）。

幽
州
で
は
、

劉
虞
と
公
孫
瓚
の
対
立
が
始
ま
る
が
、
そ
の
原
因
に
は
『
後
漢
書
』
公
孫
瓚
伝
に
見
え
る
よ
う
に
、
両
者
の
対
烏
桓
政
策
の
相
違
が
あ
っ
た
。
つ

い
で
、
初
平
二
年
（
一
九
一
）
に
は
、
同
年
冀
州
を
掌
握
し
た
袁
紹
と
公
孫
瓚
が
開
戦
す
る
。
初
平
四
年
（
一
九
三
）、
公
孫
瓚
は
劉
虞
を
殺
害

す
る
が（
44
）、

　
　

 

劉
虞
従
事
漁
陽
鮮
于
輔
等
、
合
率
州
兵
、
欲
共
報
瓚
、
輔
以
燕
国
閻
柔
素
有
恩
信
、
推
為
烏
桓
司
馬
、
柔
招
誘
胡
漢
数
万
人
、
与
瓚
所
置
漁

陽
太
守
鄒
丹
戦
于
潞
北
、
斬
丹
等
四
千
餘
級
、
烏
桓
峭
王
感
虞
恩
德
、
率
種
人
及
鮮
卑
七
千
餘
騎
、
共
輔
南
迎
虞
子
和
、
与
袁
紹
将
麴
義
合

兵
十
万
、
共
攻
瓚
、（『
後
漢
書
』
公
孫
瓚
伝（
45
））

と
、
劉
虞
の
属
吏
で
あ
っ
た
鮮
于
輔
や
、
閻
柔
・「
烏
桓
峭
王
」
す
な
わ
ち
遼
東
属
国
烏
桓
大
人
蘇
僕
延
ら
の
抵
抗
を
被
る
こ
と
と
な
る（
46
）。『

漢

晋
春
秋
』（『
三
国
志
』
公
孫
瓚
伝
注
）

　
　

 

袁
紹
与
瓚
書
曰
、
…
又
烏
丸
・

貊
、
皆
足
下
同
州
、
僕
与
之
殊
俗
、
各
奮
迅
激
怒
、
争
為
鋒
鋭
、
又
東
西
鮮
卑
、
挙
踵
来
附
、
此
非
孤
徳

所
能
招
、
乃
足
下
駆
而
致
之
也
、
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の
、烏
桓
・
貊
（
高
句
麗（
47
））

の
公
孫
瓚
へ
の
敵
対
、鮮
卑
の
袁
紹
へ
の
帰
順
も
こ
れ
と
一
連
の
状
況
で
あ
ろ
う
。
公
孫
瓚
は
、興
平
二
年
（
一
九
五
）

に
袁
紹
に
大
敗
し
、
建
安
四
年
（
一
九
八
）
に
滅
亡
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
鮮
于
輔
と
同
じ
く
劉
虞
の
属
吏
で
あ
っ
た
田
疇
が
、
劉
虞
の
死
後
、
右
北
平
無
終
に
帰
郷
し
た
際
の
逸
話
と
し
て
、『
三
国
志
』
田
疇

伝
に
、

　
　

 

疇
得
北
帰
、
率
挙
宗
族
他
附
従
数
百
人
、
掃
地
而
盟
曰
、
君
仇
不
報
、
吾
不
可
以
立
於
世
、
遂
入
徐
無
山
中
、
営
深
険
平
敞
地
而
居
、
躬
耕

以
養
父
母
、
百
姓
帰
之
、
数
年
間
至
五
千
餘
家
、
疇
謂
其
父
老
曰
、
諸
君
不
以
疇
不
肖
、
遠
来
相
就
、
衆
成
都
邑
、
而
莫
相
統
一
、
恐
非
久

安
之
道
、
願
推
択
其
賢
長
者
以
為
之
主
、
皆
曰
、
善
、
同
僉
推
疇
、
疇
曰
、
今
来
在
此
、
非
苟
安
而
已
、
将
図
大
事
、
復
怨
雪
恥
、
竊
恐
未

得
其
志
、
而
軽
薄
之
徒
自
相
侵
侮
、

快
一
時
、
無
深
計
遠
慮
、
疇
有
愚
計
、
願
与
諸
君
共
施
之
、
可
乎
、
皆
曰
、
可
、
疇
乃
為
約
束
相
殺

傷
・
犯
盗
・
諍
訟
之
法
、
法
重
者
至
死
、
其
次
抵
罪
、
二
十
餘
条
、
又
制
為
婚
姻
嫁
娶
之
礼
、
興
挙
学
校
講
授
之
業
、
班
行
其
衆
、
衆
皆
便

之
、
至
道
不
拾
遺
、
北
辺
翕
然
服
其
威
信
、
烏
丸
・
鮮
卑
並
各
遣
訳
使
致
貢
遺
、
疇
悉
撫
納
、
令
不
為
寇
、
袁
紹
数
遣
使
招
命
、
又
即
授
将

軍
印
、
因
安
輯
所
統
、
疇
皆
拒
不
（
当
）〔
受
〕、
紹
死
、
其
子
尚
又
辟
焉
、
疇
終
不
行
、
疇
常
忿
烏
丸
昔
多
賊
殺
其
郡
冠
蓋
、
有
欲
討
之
意

而
力
未
能
、

と
見
え
る（
48
）。

　
（
３
）
に
つ
き
『
後
漢
書
』
が
「
献
帝
初
平
（
一
九
〇
〜
一
九
三
）
中
」
を
補
う
の
は
、
丘
力
居
の
活
動
が
、
中
平
六
年
（
一
八
九
）
に
平
定

さ
れ
た
張
純
の
乱
を
最
後
に
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
（
４
）
は
袁
紹
の
公
孫
瓚
打
倒
に
烏
桓
が
関
与
し
た
こ
と
を
記
す
。『
三
国
志
』「
蹋
頓
・
難
﹇
楼
﹈・
峭
王
・
汗
魯
王
」
を
、『
後
漢
書
』
は
「
蹋

頓
・
難
楼
・
蘇
僕
延
・
烏
延
等
」
に
作
り
、
中
華
書
局
本
は
沈
家
本
の
校
記
に
従
い
、『
三
国
志
』
の
「
難
」
を
衍
字
と
す
る
が
、
む
し
ろ
趙
一

清
『
三
国
志
注
補
』
に
従
い
、「
楼
」
を
脱
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
袁
紹
の
烏
桓
大
人
へ
の
仮
授
の
こ
と
は
、
裴
松
之
注
に
引
く
王
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粲
『
英
雄
記
』　

　
　

 
紹
遣
使
即
拝
烏
丸
三
王
為
単
于
、
皆
安
車
・
華
蓋
・
羽
旄
・
黄
屋
・
左
纛
、
版
文
曰
、
使
持
節
大
将
軍
督
幽
・
青
・
并
領
冀
州
牧
阮
郷
侯
紹
、

承
制
詔
遼
東
属
国
率
衆
王
頒
下
烏
丸
遼
西
率
衆
王
蹋
頓
・
右
北
平
率
衆
王
汗
盧
維
、
乃
祖
慕
義
遷
善
、
款
塞
内
附
、
北
捍

、
東
拒

貊
、

世
守
北
陲
、
為
百
姓
保
障
、
雖
時
侵
犯
王
略
、
命
将
徂
征
厥
罪
、
率
不
旋
時
、
悔
愆
変
改
、
方
之
外
夷
、
最
又
聡
恵
者
也
、
始
有
千
夫
長
・

百
夫
長
以
相
統
領
、
用
能
悉
乃
心
、
克
有
勳
力
於
国
家
、
稍
受
王
侯
之
命
、
自
我
王
室
多
故
、
公
孫
瓚
作
難
、
残
夷
厥
土
之
君
、
以
侮
天
慢

主
、
是
以
四
海
之
内
、
並
執
干
戈
以
衛
社
稷
、
三
王
奮
気
裔
土
、
忿
姦
憂
国
、
控
弦
与
漢
兵
為
表
裏
、
誠
甚
忠
孝
、
朝
所
嘉
焉
、
然
而
虎

長
蛇
、
相
随
塞
路
、
王
官
爵
命
、
否
而
無
聞
、
夫
有
勳
不
賞
、
俾
勤
者
怠
、
今
遣
行
謁
者
楊
林
、
齎
単
于
璽
綬
車
服
、
以
対
爾
労
、
其
各
綏

静
部
落
、
教
以
謹
慎
、
無
使
作
凶
作
慝
、
世
復
爾
祀
位
、
長
為
百
蛮
長
、
厥
有
咎
有
不
臧
者
、
泯
於
爾
禄
、
而
喪
於
乃
庸
、
可
不
勉
乎
、
烏

桓
単
于
都
護
部
衆
、
左
右
単
于
受
其
節
度
、
他
如
故
事
、

に
も
見
え
、
難
楼
は
含
ま
れ
な
い
。「
蹋
頓
・
難
﹇
楼
﹈・
峭
王
・
汗
魯
王
」
も
、
原
資
料
の
段
階
で
は
、「
難
楼
」
を
持
た
ず
、『
三
国
志
』
は
（
１
）

が
上
谷
大
人
難
楼
を
烏
桓
の
最
大
勢
力
と
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
原
資
料
の
遺
漏
と
判
断
し
て
「
難
楼
」
を
補
い
、『
後
漢
書
』
は
そ
れ
を
引

用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、『
三
国
志
』
の
「
峭
王
率
其
部
衆
奉
楼
班
為
単
于
」
を
も
『
後
漢
書
』
は
「
難
楼
・
蘇
僕
延
率
其
部
衆
奉
楼

班
為
単
于
」
に
作
り
、
難
楼
を
加
え
て
い
る
。
な
お
『
英
雄
記
』
の
「
汗
盧
維
」
は
汗
魯
（
王
）
烏
延
の
異
訳
で
あ
ろ
う
。

　
『
三
国
志
』「
皆
以
為
単
于
」
に
つ
い
て
、
武
帝
記

　
　

 

三
郡
烏
丸
承
天
下
乱
、
破
幽
州
、
略
有
漢
民
合
十
餘
万
戸
、
袁
紹
皆
立
其
酋
豪
為
単
于
、
以
家
人
子
為
己
女
、
妻
焉
、
遼
西
単
于
蹋
頓
尤
彊
、

為
紹
所
厚
、
故
尚
兄
弟
帰
之
、
数
入
塞
為
害
、

で
は
蹋
頓
を
「
遼
西
単
于
」
と
称
す
る
が
、『
英
雄
記
』
は
、
烏
桓
単
于
・
左
右
単
于
に
作
る
。（
１
）
の
遼
西
五
千
餘
落
・
遼
東
属
国
千
餘
落
・

右
北
平
八
百
餘
落
と
い
う
勢
力
の
大
小
と
そ
の
所
在
地
か
ら
、
遼
西
烏
桓
大
人
が
烏
桓
単
于
、
遼
東
属
国
烏
桓
大
人
が
左
単
于
、
右
北
平
烏
桓
大
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人
が
右
単
于
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
英
雄
記
』
で
は
、
袁
紹
が
遼
東
属
国
率
衆
王
す
な
わ
ち
峭
王
に
詔
し
、
そ
れ
を
遼
西
率
衆
王
・

右
北
平
率
衆
王
に
伝
達
さ
せ
て
い
る（
49
）。

峭
王
に
つ
い
て
は
、
上
掲
の
『
後
漢
書
』
劉
虞
伝
に
、
張
純
の
乱
の
際
に
劉
虞
に
帰
順
し
た
こ
と
、
つ

い
で
閻
柔
と
と
も
に
公
孫
瓚
と
交
戦
し
た
こ
と
が
見
え
、
劉
虞
に
最
も
宥
和
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
公
孫
瓚
と
対
立
し
た
袁
紹
に
も
早
く
接

近
し
、
袁
紹
と
ほ
か
の
烏
丸
王
を
仲
介
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
い
で
、（
４
）
に
は
峭
王
が
、
遼
西
烏
丸
大
人
丘
力
居
の
子
で
あ
る
楼
班
を
単
于
に
推
戴
し
、
蹋
頓
が
王
に
降
格
し
た
と
あ
る
が
、
果
た
し
て
、

後
掲
の
『
三
国
志
』
武
帝
紀
で
は
蹋
頓
が
称
号
を
附
さ
な
い
の
に
対
し
、
楼
班
を
「
遼
西
単
于
」
と
称
し
て
い
る
。

　
　

及
北
征
三
郡
、
純
部
騎
獲
単
于
蹋
頓
、（
曹
仁
伝
）

　
　

従
征
袁
尚
於
柳
城
、
卒
与
虜
遇
、
遼
勧
太
祖
戦
、
気
甚
奮
、
太
祖
壮
之
、
自
以
所
持
麾
授
遼
、
遂
撃
、
大
破
之
、
斬
単
于
蹋
頓
、（
張
遼
伝
）

な
ど
が
、
蹋
頓
を
「
単
于
」
と
称
す
る
の
は
、
一
時
烏
桓
単
于
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
ま
ま
通
称
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
楼
班
擁
立
は
、
丘
居

力
│
楼
班
と
い
う
王
統
を
、
蹋
頓
の
「
武
略
」
に
優
先
す
る
も
の
だ
が
、
烏
桓
大
人
位
の
世
襲
は
こ
こ
に
よ
う
や
く
初
見
す
る
。

　
（
５
）（
６
）
の
閻
柔
に
つ
い
て
は
、『
三
国
志
』
公
孫
瓚
伝
に
、

　
　

 

鮮
于
輔
将
其
衆
奉
王
命
、
以
輔
為
建
忠
将
軍
、
督
幽
州
六
郡
、
太
祖
与
袁
紹
相
拒
於
官
渡
、
閻
柔
遣
使
詣
太
祖
受
事
、
遷
護
烏
丸
校
尉
、
而

輔
身
詣
太
祖
、
拝
左
度
遼
将
軍
、
封
亭
侯
、
遣
還
鎮
撫
本
州
、
太
祖
破
南
皮
、
柔
将
部
曲
及
鮮
卑
献
名
馬
以
奉
軍
、
従
征
三
郡
烏
丸
、
以
功

封
関
内
侯
、
輔
亦
率
其
衆
従
、
文
帝
踐

、
拝
輔
虎
牙
将
軍
、
柔
度
遼
将
軍
、
皆
進
封
縣
侯
、
位
特
進
、

と
見
え
る（
50
）。

建
安
四
年
（
一
九
九
）
の
公
孫
瓚
滅
亡
の
の
ち
、
袁
紹
は
幽
州
を
掌
握
す
る
が
、
建
安
五
年
（
二
〇
〇
）、
官
渡
の
戦
で
曹
操
に
敗

戦
し
、
七
年
（
二
〇
二
）
に
薨
ず
る
。
こ
の
頃
の
烏
桓
の
動
向
と
し
て
、『
三
国
志
』
牽
招
伝
に
、

　
　

 

太
祖
将
討
袁
譚
、
而
柳
城
烏
丸
欲
出
騎
助
譚
、
太
祖
以
招
嘗
領
烏
丸
、
遣
詣
柳
城
、
到
、
値
峭
王
厳
、
以
五
千
騎
当
遣
詣
譚
、
又
遼
東
太
守

公
孫
康
自
称
平
州
牧
、
遣
使
韓
忠
齎
単
于
印
綬
往
仮
峭
王
、
峭
王
大
会
群
長
、
忠
亦
在
坐
、
峭
王
問
招
、
昔
袁
公
言
受
天
子
之
命
、
仮
我
為
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単
于
、
今
曹
公
復
言
当
更
白
天
子
、
仮
我
真
単
于
、
遼
東
復
持
印
綬
来
、
如
此
、
誰
当
為
正
、
招
答
曰
、
昔
袁
公
承
制
、
得
有
所
拝
仮
、
中

間
違
錯
、
天
子
命
曹
公
代
之
、
言
当
白
天
子
、
更
仮
真
単
于
、
是
也
、
遼
東
下
郡
、
何
得
擅
称
拝
仮
也
、
忠
曰
、
我
遼
東
在
滄
海
之
東
、
擁

兵
百
万
、
又
有
扶
餘
・

貊
之
用
、
当
今
之
勢
、
彊
者
為
右
、
曹
操
独
何
得
為
是
也
、
招
呵
忠
曰
、
曹
公
允
恭
明
哲
、
翼
戴
天
子
、
伐
叛
柔

服
、
寧
静
四
海
、
汝
君
臣
頑
嚚
、
今
恃
険
遠
、
背
違
王
命
、
欲
擅
拝
仮
、
侮
弄
神
器
、
方
当
屠
戮
、
何
敢
慢
易
咎
毀
大
人
、
便
捉
忠
頭
頓
築
、

拔
刀
欲
斬
之
、
峭
王
驚
怖
、
徒
跣
抱
招
、
以
救
請
忠
、
左
右
失
色
、
招
乃
還
坐
、
為
峭
王
等
説
成
敗
之
效
、
禍
福
所
帰
、
皆
下
席
跪
伏
、
敬

受
敕
教
、
便
辞
遼
東
之
使
、
罷
所
厳
騎
、

と
見
え
る
。
曹
操
は
、
建
安
十
年
（
二
〇
五
）
に
は
冀
州
・
幽
州
を
平
定
し
、
袁
尚
・
袁
熙
は
蹋
頓
の
も
と
に
亡
命
す
る
。
一
方
で
、
鮮
于
輔
・

閻
柔
は
こ
の
間
に
曹
操
に
帰
順
し
、
左
度
遼
将
軍
・
護
烏
丸
校
尉
を
拝
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
三
郡
烏
丸
と
は
敵
対
関
係
に
陥
り
、『
三
国
志
』

武
帝
紀
／
建
安
十
年
に
は
、

　
　

 

夏
四
月
、
…
故
安
趙
犢
・
霍
奴
等
殺
幽
州
刺
史
・
涿
郡
太
守
、
三
郡
烏
丸
攻
鮮
于
輔
於
獷
平
、
秋
八
月
、
公
征
之
、
斬
犢
等
、
乃
渡
潞
河
救

獷
平
、
烏
丸
奔
走
出
塞
、

と
見
え
る
。
従
っ
て
、（
６
）
の
、
閻
柔
に
従
っ
て
曹
操
に
帰
附
し
た
烏
桓
と
は
、「
三
郡
烏
丸
」
を
除
く
、
漁
陽
以
西
の
烏
桓
を
指
す
も
の
と
な

ろ
う
。『
後
漢
書
』
袁
紹
伝
に
は
遡
っ
て
初
平
四
年
（
一
九
三
）
の
事
件
と
し
て
、「
遂
与
黒
山
賊
張
燕
及
四
営
屠
各
・
鴈
門
烏
桓
戦
於
常
山
」
に

鴈
門
烏
桓
が
見
え
る
。

　
『
後
漢
書
』
は
、（
６
）
で
は
、「
時
幽
・
冀
吏
人
奔
烏
桓
者
十
万
餘
戸
」
を
補
い
、
ま
た
『
三
国
志
』
の
「
復
図
冀
州
」
を
「
復
図
中
国
」
に

作
り
、（
７
）
で
は
『
三
国
志
』
に
見
え
る
曹
操
の
烏
桓
遠
征
の
部
分
を
大
幅
に
省
略
す
る
一
方
で
、「
死
者
被
野
」
を
具
体
的
に
「
首
虜
二
十
餘

万
人
」
に
改
め
る
。
ま
た
「
速
附
丸
・
楼
班
・
烏
延
等
」
を
「
袁
尚
与
楼
班
、
烏
延
等
」
に
改
め
、「
遼
東
」
を
「
遼
東
太
守
公
孫
康
」
と
補
っ

て
い
る
。「
速
附
丸
」
は
こ
こ
に
し
か
見
え
な
い
た
め
、
袁
尚
に
改
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、『
三
国
志
』
武
帝
紀
／
建
安
十
二
年
（
二
〇
七
）
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将
北
征
三
郡
烏
丸
、
諸
将
皆
曰
、
袁
尚
、
亡
虜
耳
、
夷
狄
貪
而
無
親
、
豈
能
為
尚
用
、
今
深
入
征
之
、
劉
備
必
説
劉
表
以
襲
許
、
万
一
為
変
、

事
不
可
悔
、
惟
郭
嘉
策
表
必
不
能
任
備
、
勧
公
行
、
夏
五
月
、
至
無
終
、
秋
七
月
、
大
水
、
傍
海
道
不
通
、
田
疇
請
為
郷
導
、
公
従
之
、
引

軍
出
盧
龍
塞
、
塞
外
道
絶
不
通
、
乃
塹
山
堙
谷
五
百
餘
里
、
経
白
檀
、
歴
平
岡
、
涉
鮮
卑
庭
、
東
指
柳
城
、
未
至
二
百
里
、
虜
乃
知
之
、
尚
・

熙
与
蹋
頓
・
遼
西
単
于
楼
班
・
右
北
平
単
于
能
臣
抵
之
等
将
数
万
騎
逆
軍
、
八
月
、
登
白
狼
山
、
卒
与
虜
遇
、
衆
甚
盛
、
公
車
重
在
後
、
被

甲
者
少
、
左
右
皆
懼
、
公
登
高
、
望
虜
陳
不
整
、
乃
縦
兵
撃
之
、
使
張
遼
為
先
鋒
、
虜
衆
大
崩
、
斬
蹋
頓
及
名
王
已
下
、
胡
・
漢
降
者
二
十

餘
万
口
、
遼
東
単
于
速
僕
丸
及
遼
西
・
北
平
諸
豪
、
棄
其
種
人
、
与
尚
・
熙
奔
遼
東
、
衆
尚
有
数
千
騎
、
初
、
遼
東
太
守
公
孫
康
恃
遠
不
服
、

及
公
破
烏
丸
、
或
説
公
遂
征
之
、
尚
兄
弟
可
禽
也
、
公
曰
、
吾
方
使
康
斬
送
尚
・
熙
首
、
不
煩
兵
矣
、
九
月
、
公
引
兵
自
柳
城
還
、
康
即
斬

尚
・
熙
及
速
僕
丸
等
、
伝
其
首
、
諸
将
或
問
、
公
還
而
康
斬
送
尚
・
熙
、
何
也
、
公
曰
、
彼
素
畏
尚
等
、
吾
急
之
則
并
力
、
緩
之
則
自
相
図
、

其
勢
然
也
、  

で
は
遼
東
単
于
「
速
僕
丸
」
に
作
り
、
上
文
の
遼
東
属
国
烏
丸
大
人
「
蘇
僕
延
」
の
同
音
異
訳
と
な
ろ
う
。
一
方
、「
右
北
平
単
于
能
臣
抵
」
は
、

（
１
）
に
「
右
北
平
烏
丸
大
人
」「
汗
魯
王
」
と
見
え
る
烏
延
と
は
懸
隔
が
大
き
く
、
右
北
平
単
于
（
大
人
）
は
す
で
に
交
代
し
て
い
た
も
の
で
あ

ろ
う（
51
）。『

魏
書
』
は
不
用
意
に
烏
延
を
補
っ
た
も
の
と
な
る
。

　
（
７
）
の
遼
東
公
孫
氏
と
烏
桓
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
三
国
志
』
公
孫
度
伝

　
　

 

公
孫
度
字
升
済
、
本
遼
東
襄
平
人
也
、
…
度
起
玄
菟
小
吏
、
為
遼
東
郡
所
軽
、
先
時
、
属
国
公
孫
昭
守
襄
平
令
、
召
度
子
康
為
伍
長
、
度
到

官
、
收
昭
、
笞
殺
于
襄
平
市
、
郡
中
名
豪
大
姓
田
韶
等
宿
遇
無
恩
、
皆
以
法
誅
、
所
夷
滅
百
餘
家
、
郡
中
震
慄
、
東
伐
高
句
驪
、
西
撃
烏
丸
、

威
行
海
外
、

に
見
え
る（
52
）。

　

そ
の
一
方
で
、『
後
漢
書
』
が
（
７
）
の
「
及
幽
州
・
并
州
柔
所
統
烏
丸
」「
帥
従
其
侯
王
大
人
種
衆
与
征
伐
、
由
是
三
郡
烏
丸
為
天
下
名
騎
」
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お
よ
び
（
８
）
を
削
除
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
魏
代
に
降
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
（
７
）
以
後
に
つ
い
て
は
、『
三
国
志
』
武
帝
紀

　
　
　
（
十
二
年
・
二
〇
七
）
十
一
月
至
易
水
、
代
郡
烏
丸
行
単
于
普
富
盧
、
上
（
郡
）﹇
谷
﹈
烏
丸
行
単
于
那
楼
将
其
名
王
来
賀
、

　
　
　
（
二
十
一
年
・
二
一
六
）
五
月
、
…
代
郡
烏
丸
行
単
于
普
富
盧
与
其
侯
王
来
朝
、

　
　
　
（
二
十
三
年
・
二
一
八
）
夏
四
月
、
代
郡
・
上
谷
烏
丸
無
臣
氐
等
叛
、
遣

陵
侯
彰
討
破
之
、

に
、
代
郡
烏
桓
・
上
谷
烏
桓
が
見
え
る
。
建
安
十
二
年
の
「
那
楼
」
は
（
１
）
の
「
難
楼
」
の
異
訳
で
あ
ろ
う
。
建
安
二
十
三
年
の
代
郡
烏
桓
の

叛
は
、
鮮
卑
伝

　
　

 　

後
代
郡
烏
丸
能
臣
氐
等
叛
、
求
属
扶
羅
韓
、
扶
羅
韓
将
万
餘
騎
迎
之
、
到
桑
乾
、
氐
等
議
、
以
為
扶
羅
韓
部
威
禁

緩
、
恐
不
見
済
、
更

遣
人
呼
軻
比
能
、
比
能
即
将
万
餘
騎
到
、
当
共
盟
誓
、
比
能
便
於
会
上
殺
扶
羅
韓
、
扶
羅
韓
子
泄
帰
泥
及
部
衆
悉
属
比
能
、
比
能
自
以
殺
帰

泥
父
、
特
又
善
遇
之
、
歩
度
根
由
是
怨
比
能
、

　
　

 　

後
代
郡
烏
丸
反
、
比
能
復
助
為
寇
害
、
太
祖
以

陵
侯
彰
為
驍
騎
将
軍
、
北
征
、
大
破
之
、
比
能
走
出
塞
、
後
復
通
貢
献
、

に
見
え
る
よ
う
に
、
鮮
卑
の
支
援
を
得
た
も
の
で
あ
り
、

　
　
　

陵
侯
彰
北
征
烏
丸
、
文
帝
在
東
宮
、
為
書
戒
彰
曰
、
為
将
奉
法
、
不
当
如
征
南
邪
、（
曹
仁
伝
）

　
　

 　

二
十
三
年
、
代
郡
烏
丸
反
、
以
彰
為
北
中
郎
将
、
行
驍
騎
将
軍
、
臨
発
、
太
祖
戒
彰
曰
、
居
家
為
父
子
、
受
事
為
君
臣
、
動
以
王
法
従
事
、

爾
其
戒
之
、
彰
北
征
、
入
涿
郡
界
、
叛
胡
数
千
騎
卒
至
、
時
兵
馬
未
集
、
唯
有
歩
卒
千
人
、
騎
数
百
匹
、
用
田
豫
計
、
固
守
要
隙
、
虜
乃
退

散
、
彰
追
之
、
身
自
搏
戦
、
射
胡
騎
、
応
弦
而
倒
者
前
後
相
属
、
戦
過
半
日
、
彰
鎧
中
数
箭
、
意
気
益
厲
、
乗
勝
逐
北
、
至
于
桑
乾
、
去
代

二
百
餘
里
、
長
史
諸
将
皆
以
為
新
涉
遠
、
士
馬
疲
頓
、
又
受
節
度
、
不
得
過
代
、
不
可
深
進
、
違
令
軽
敵
、
彰
曰
、
率
師
而
行
、
唯
利
所
在
、

何
節
度
乎
、
胡
走
未
遠
、
追
之
必
破
、
従
令
縦
敵
、
非
良
将
也
、
遂
上
馬
、
令
軍
中
、
後
出
者
斬
、
一
日
一
夜
与
虜
相
及
、
撃
、
大
破
之
、
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斬
首
獲
生
以
千
数
、
彰
乃
倍
常
科
大
賜
将
士
、
将
士
無
不
悦
喜
、
時
鮮
卑
大
人
軻
比
能
将
数
万
騎
観
望
彊
弱
、
見
彰
力
戦
、
所
向
皆
破
、
乃

請
服
、
北
方
悉
平
、
時
太
祖
在
長
安
、
召
彰
詣
行
在
所
、
彰
自
代
過

、
太
子
謂
彰
曰
、
卿
新
有
功
、
今
西
見
上
、
宜
勿
自
伐
、
応
対
常
若

不
足
者
、
彰
到
、
如
太
子
言
、
帰
功
諸
将
、
太
祖
喜
、
持
彰
鬚
曰
、
黄
鬚
児
竟
大
奇
也
、（
任
城
威
王
彰
伝
）

　
　

 　

時
代
郡
大
乱
、
以
潜
為
代
郡
太
守
、
烏
丸
王
及
其
大
人
、
凡
三
人
、
各
自
称
単
于
、
専
制
郡
事
、
前
太
守
莫
能
治
正
、
太
祖
欲
授
潜
精
兵

以
鎮
討
之
、
潜
辞
曰
、
代
郡
戸
口
殷
衆
、
士
馬
控
弦
、
動
有
万
数
、
単
于
自
知
放
横
日
久
、
内
不
自
安
、
今
多
将
兵
往
、
必
懼
而
拒
境
、
少

将
則
不
見
憚
、
宜
以
計
謀
図
之
、
不
可
以
兵
威
迫
也
、
遂
単
車
之
郡
、
単
于
驚
喜
、
潜
撫
之
以
静
、
単
于
以
下
脱
帽
稽
顙
、
悉
還
前
後
所
掠

婦
女
・
器
械
・
財
物
、
潜
案
誅
郡
中
大
吏
与
単
于
為
表
裏
者
郝
温
・
郭
端
等
十
餘
人
、
北
辺
大
震
、
百
姓
帰
心
、
在
代
三
年
、
還
為
丞
相
理

曹
掾
、
太
祖
褒
称
治
代
之
功
、
潜
曰
、
潜
於
百
姓
雖

、
於
諸
胡
為
峻
、
今
計
者
必
以
潜
為
理
過
厳
、
而
事
加

恵
、
彼
素
驕
恣
、
過

必

弛
、
既
弛
又
将
摂
之
以
法
、
此
訟
争
所
由
生
也
、
以
勢
料
之
、
代
必
復
叛
、
於
是
太
祖
深
悔
還
潜
之
速
、
後
数
十
日
、
三
単
于
反
問
至
、
乃

遣

陵
侯
彰
為
驍
騎
将
軍
征
之
、（
裴
潜
伝
）

に
も
見
え
る
。
つ
い
で
、『
魏
略
』（『
三
国
志
』
梁
習
伝
注
引
）

　
　

 

至
（
建
安
）
二
十
二
年
（
二
一
七
）、
太
祖
拔
漢
中
、
諸
軍
還
到
長
安
、
因
留
騎
督
太
原
烏
丸
王
魯
昔
、
使
屯
池
陽
、
以
備
盧
水
、
昔
有
愛
妻
、

住
在
晋
陽
、
昔
既
思
之
、
又
恐
遂
不
得
帰
、
乃
以
其
部
五
百
騎
叛
還
并
州
、
留
其
餘
騎
置
山
谷
間
、
而
単
騎
独
入
晋
陽
、
盗
取
其
妻
、
已
出

城
、
州
郡
乃
覚
、
吏
民
又
畏
昔
善
射
、
不
敢
追
、
習
乃
令
従
事
張
景
、
募
鮮
卑
使
逐
昔
、
昔
馬
負
其
妻
、
重
騎
行
遅
、
未
及
与
其
衆
合
、
而

為
鮮
卑
所
射
死
、
始
太
祖
聞
昔
叛
、
恐
其
為
乱
於
北
辺
、
会
聞
已
殺
之
、
大
喜
、

に
は
、
太
原
烏
桓
が
見
え
る
。
つ
い
で
、

　
　

 　

文
帝
初
、
北
狄
彊
盛
、
侵
擾
辺
塞
、
乃
使
豫
持
節
護
烏
丸
校
尉
、
…
又
烏
丸
王
骨
進
桀
黠
不
恭
、
豫
因
出
塞
案
行
、
単
将
麾
下
百
餘
騎
入

進
部
、
進
逆
拝
、
遂
使
左
右
斬
進
、
顕
其
罪
悪
以
令
衆
、
衆
皆
怖
慴
不
敢
動
、
便
以
進
弟
代
進
、
自
是
胡
人
破
胆
、
威
震
沙
漠
、（
田
豫
伝
）
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大
軍
欲
征
呉
、
召
招
還
、
至
、
値
軍
罷
、
拝
右
中
郎
将
、
出
為
雁
門
太
守
、
郡
在
辺
陲
、
雖
有
候
望
之
備
、
而
寇
鈔
不
断
、
招
既
教
民
戦

陳
、
又
表
復
烏
丸
五
百
餘
家
租
調
、
使
備
鞍
馬
、
遠
遣
偵
候
、
虜
毎
犯
塞
、
勒
兵
逆
撃
、
来
輒
摧
破
、
於
是
吏
民
胆
気
日
鋭
、
荒
野
無
虞
、

又
搆
間
離
散
、
使
虜
更
相
猜
疑
、
鮮
卑
大
人
歩
度
根
・
泄
帰
泥
等
与
軻
比
能
為
隙
、
将
部
落
三
万
餘
家
詣
郡
附
塞
、
敕
令
還
撃
比
能
、
殺
比

能
弟
苴
羅
侯
、
及
叛
烏
丸
帰
義
侯
王
同
・
王
寄
等
、
大
結
怨
讎
、（
牽
招
伝
）

は
、
文
帝
期
（
二
二
〇
〜
二
二
七
）
の
状
況
を
伝
え
る
。

　

つ
い
で
、
烏
丸
伝
の
末
尾
に
附
さ
れ
た
注
の
引
く
『
魏
略
』
に
、

　
　

 

右
北
平
烏
丸
単
于
寇
婁
敦
・
遼
西
烏
丸
都
督
率
衆
王
護
留
葉
、
昔
随
袁
尚
奔
遼
西
、
聞
倹
軍
至
、
率
衆
五
千
餘
人
降
、
寇
婁
敦
遣
弟
阿
羅
（
奨
）

〔
槃
〕
等
詣
闕
朝
貢
、
封
其
渠
帥
三
十
餘
為
王
、
賜
輿
馬
繒
采
各
有
差
、

と
あ
り
、
毌
丘
倹
の
遼
東
遠
征
は
、

　
　

 　
（
景
初
元
年
・
二
三
七
）
七
月
、
…
遣
幽
州
刺
史
毌
丘
倹
率
諸
軍
及
鮮
卑
・
烏
丸
屯
遼
東
南
界
、
璽
書
徴
公
孫
淵
、
淵
発
兵
反
、
倹
進
軍

討
之
、
会
連
雨
十
日
、
遼
水
大
漲
、
詔
倹
引
軍
還
、
右
北
平
烏
丸
単
于
寇
婁
敦
・
遼
西
烏
丸
都
督
王
護
留
等
居
遼
東
、
率
部
衆
随
倹
内
附
、

己
卯
、
詔
遼
東
将
吏
士
民
為
淵
所
脅
略
不
得
降
者
、
一
切
赦
之
、（『
三
国
志
』
明
帝
紀
）

　
　

 　

青
龍
中
、
帝
図
討
遼
東
、
以
倹
有
幹
策
、
徙
為
幽
州
刺
史
、
加
度
遼
将
軍
・
使
持
節
・
護
烏
丸
校
尉
、
率
幽
州
諸
軍
至
襄
平
、
屯
遼
隧
、

右
北
平
烏
丸
単
于
寇
婁
敦
・
遼
西
烏
丸
都
督
率
衆
王
護
留
等
、
昔
随
袁
尚
奔
遼
東
者
、
率
衆
五
千
餘
人
降
、
寇
婁
敦
遣
弟
阿
羅
槃
等
詣
闕
朝

貢
、
封
其
渠
率
二
十
餘
人
為
侯
・
王
、
賜
輿
馬
繒
綵
各
有
差
、
公
孫
淵
逆
与
倹
戦
、
不
利
、
引
還
、
明
年
、
帝
遣
太
尉
司
馬
宣
王
統
中
軍
及

倹
等
衆
数
万
討
淵
、
定
遼
東
、
倹
以
功
進
封
安
邑
侯
、
食
邑
三
千
九
百
戸
、（『
三
国
志
』
毌
丘
倹
伝
）

に
も
見
え
る
。
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２　

後
漢
末
以
降
の
烏
桓

　
『
後
漢
書
』
鮮
卑
伝
は
、
永
寿
二
年
（
一
五
六
）
か
ら
光
和
元
年
（
一
七
八)

の
間
に
、
鮮
卑
檀
石
槐
の
漢
へ
の
入
寇
を
記
す
。
檀
石
槐
の
勢

力
圏
に
つ
い
て
は
、

　
　

因
南
抄
縁
辺
、
北
拒
丁
零
、
東
卻
夫
餘
、
西
撃
烏
孫
、
尽
拠
匈
奴
故
地
、
東
西
万
四
千
餘
里
、
南
北
七
千
餘
里
、
網
羅
山
川
水
沢
塩
池
、

と
あ
り
、
と
く
に
漢
の
縁
辺
に
迫
っ
た
こ
と
は
、
塞
外
に
あ
っ
た
烏
桓
の
内
徙
を
促
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

対
す
る
に
、
後
漢
の
辺
防
は
二
世
紀
中
葉
以
降
、
急
速
に
弱
体
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
永
和
五
年
（
一
四
〇
）
の
南
匈
奴
左
部
句
龍

の
乱
に
際
し
て
は
、「
乃
徙
西
河
治
離
石
、
上
郡
治
夏
陽
、
朔
方
治
五
原
」（『
後
漢
書
』
南
匈
奴
列
伝
）
と
い
う
措
置
が
採
ら
れ
、
つ
い
で

　
　

 

霊
帝
末
、
羌
胡
大
擾
、
定
襄
・
雲
中
・
五
原
・
朔
方
・
上
郡
等
五
郡
並
流
徙
分
散
、
建
安
十
八
年
、
省
入
冀
州
、
二
十
年
、
始
集
塞
下
荒
地

立
新
興
郡
、
後
又
分
上
党
立
楽
平
郡
、
魏
黄
初
元
年
、
復
置
并
州
、
自
陘
嶺
以
北
並
棄
之
、
至
晋
因
而
不
改
、（『
晋
書
』
地
理
志
）

と
、
霊
帝
末
年
│
霊
帝
の
崩
御
は
中
平
六
年
（
一
八
九
）
│
に
は
雲
中
郡
以
西
の
北
辺
五
郡
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
。

　

後
漢
末
に
お
け
る
烏
桓
の
内
徙
を
確
言
で
き
る
早
い
事
例
と
し
て
は
、

　
　

 

時
遼
東
烏
桓
反
叛
、
復
転
遼
東
太
守
、
烏
桓
望
風
率
服
、
迎
拝
於
界
上
、（『
後
漢
書
』

暠
伝
）

が
あ
る
。

暠
の
遼
東
太
守
在
任
は
桓
帝
初
年
に
当
た
り（
53
）、

あ
る
い
は
檀
石
槐
の
漢
へ
の
侵
攻
に
先
立
ち
、
鮮
卑
の
圧
迫
で
、
烏
桓
の
内
徙
が

す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
漢
初
年
に
す
で
に
遼
東
徼
外
に
烏
桓
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
り
、
遼

西
以
西
の
徼
外
に
あ
っ
た
烏
桓
が
遼
東
郡
内
に
内
徙
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。

　
『
後
漢
書
』
烏
桓
伝
に
は
、「
霊
帝
初
」
│
霊
帝
の
元
年
は
建
寧
元
年
（
一
六
八
）
│
の
書
き
出
し
で
、
遼
東
属
国
・
遼
西
・
右
北
平
・
上
谷
の

烏
桓
大
人
を
列
挙
す
る
。
こ
れ
ら
の
烏
桓
は
塞
外
に
も
根
拠
地
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
数
入
塞
為
害
」「
烏
丸
奔
走
出
塞
」（『
三
国
志
』
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武
帝
紀
）
な
ど
の
記
述
に
窺
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
張
純
の
乱
の
際
に
、
公
孫
瓚
に
敗
れ
た
遼
西
烏
桓
大
人
が
「
妻
子
を
棄
て
塞
を
踰
え
」

て
逃
亡
し
た
（『
後
漢
書
』
公
孫
瓚
伝
）、
中
平
五
年
（
一
八
八
）、
遼
東
属
国
大
人
の
支
持
を
失
っ
た
張
純
が
「
出
塞
」
し
た
（『
三
国
志
』
劉
虞

伝
）
な
ど
の
記
述
も
あ
り
、
こ
の
時
期
ま
で
に
は
い
わ
ゆ
る
三
郡
烏
丸
は
妻
子
を
と
も
な
っ
て
居
住
す
る
な
ど
塞
内
に
も
確
乎
た
る
根
拠
地
を
構

築
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
建
安
十
二
年
（
二
〇
七
）
の
三
郡
烏
丸
遠
征
の
際
に
曹
操
が
も
っ
ぱ
ら
塞
外
を
進
軍
し
た
の
は
、
こ
の
時
点

で
烏
桓
が
も
っ
ぱ
ら
塞
内
に
居
住
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

や
や
降
っ
て
魏
の
初
年
に
は
、
烏
丸
王
骨
進
（『
三
国
志
』
田
豫
伝
）・
叛
烏
丸
帰
義
侯
王
同
・
王
寄
（『
三
国
志
』
牽
招
伝
）
の
よ
う
に
塞
外

に
拠
る
も
の
も
な
お
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
太
原
烏
丸
王
魯
昔
（『
三
国
志
』
梁
習
伝
引
『
魏
略
』）
や
代
郡
の
「
烏
丸
王
及
其
大
人
、
凡
三

人
」（『
三
国
志
』
裴
潜
伝
）
な
ど
は
完
全
に
内
徙
し
て
お
り
、
ま
た
鴈
門
郡
で
は
「
又
表
復
烏
丸
五
百
餘
家
租
調
」
と
、
烏
桓
が
租
調
を
負
担
す

る
に
至
っ
て
お
り
、
烏
桓
の
内
徙
が
進
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。

　

留
意
す
べ
き
は
、
上
掲
の
遼
東
烏
桓
が
後
漢
末
以
降
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
平
元
年
（
一
八
四
）
に
遼
東
太
守
と

な
っ
た
公
孫
度
に
つ
き
「
西
攻
烏
桓
」（『
三
国
志
』
公
孫
度
伝
）
と
見
え
る
よ
う
に
、
遼
東
公
孫
氏
に
駆
逐
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
は
上
掲
の
中
平
二
年
（
一
八
五
）
の
辺
章
の
乱
の
際
の
言
説
「
烏
桓
兵
寡
、
而
与
鮮
卑
世
為
仇
敵
、

若
烏
桓
被
発
、
則
鮮
卑
必
襲
其
家
」「
鮮
卑
隔
在
漠
北
、
犬
羊
為
群
、
無
君
長
之
帥
・
廬
落
之
居
」（『
後
漢
書
』
応
劭
伝
）
で
あ
る
。
烏
桓
動
員

の
留
守
に
そ
の
居
住
地
を
鮮
卑
が
襲
撃
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
烏
桓
が
な
お
塞
外
に
居
住
地
を
有
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方

で
、
鮮
卑
は
君
長
な
く
漠
北
に
あ
っ
た
と
あ
り
、
光
和
年
間
（
一
七
八
〜
一
八
四
）
の
檀
石
槐
の
死
後
、
鮮
卑
が
分
裂
状
態
に
陥
り
、
む
し
ろ
後

退
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
同
様
の
情
況
は
、『
三
国
志
』
鮮
卑
伝
の
、

　
　

素
利
・
弥
加
・
厥
機
皆
為
大
人
、
在
遼
西
・
右
北
平
・
漁
陽
塞
外
、
道
遠
初
不
為
辺
患
、
然
其
種
衆
多
於
比
能
、

に
も
見
え
る
。
建
安
十
二
年
の
曹
操
の
三
郡
烏
丸
平
定
以
前
の
情
況
で
あ
り
、
遼
西
・
右
北
平
・
漁
陽
塞
外
で
は
大
人
の
も
と
に
結
集
さ
れ
た
烏
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桓
が
勢
力
を
強
化
し
、
鮮
卑
を
後
退
さ
せ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
『
三
国
志
』
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
「
自
伯
固
時
、
数
寇
遼
東
、
又
受
亡
胡
五
百

餘
家
」
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
高
句
麗
が
遼
東
に
攻
勢
を
仕
掛
け
た
こ
と
も
、
遼
東
塞
外
か
ら
の
鮮
卑
の
後
退
を
促
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

結
語

　

烏
桓
史
の
研
究
は
、
現
時
点
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
中
国
文
献
に
依
存
す
る
よ
り
な
い
。
鮮
卑
考
古
学
の
盛
行
に
対
し
、
烏
桓
に
つ
い
て
は
確
実
な

考
古
学
的
資
料
が
な
お
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
〇
年
に
報
告
が
公
刊
さ
れ
た（
54
）遼

寧
西
豊
西
岔
溝
墓
群
を
烏
桓
に
比
定
す
る

説
が
あ
り（
55
）、

一
九
九
〇
年
に
河
北
灤
縣
塔

村
で
発
見
さ
れ
た
墓
地
を
曹
操
が
内
徙
し
た
三
郡
烏
丸
の
遺
跡
と
す
る
説（
56
）が

提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、

前
者
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
夫
餘
に
比
定
す
る
説（
57
）も

積
極
的
に
は
否
定
で
き
ず
、
ま
た
い
ず
れ
の
遺
跡
も
現
時
点
で
は
む
し
ろ
孤
立
し
た
事
例
と

い
う
べ
き
で
あ
る（
58
）。

　

本
稿
で
は
、『
後
漢
書
』
烏
桓
伝
を
そ
れ
に
先
行
す
る
王
沈
『
魏
書
』・
陳
寿
『
三
国
志
』
と
比
較
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
魏
の
初
年
ま
で
の

烏
桓
の
推
移
を
概
観
し
た
。『
魏
書
』
は
後
漢
の
記
述
の
中
に
魏
の
後
代
的
な
情
況
を
多
分
に
取
り
入
れ
て
い
る
。『
魏
書
』
の
記
述
を
無
批
判
に

用
い
た
結
果
、
後
漢
に
お
け
る
烏
桓
の
あ
り
か
た
に
か
な
り
の
誤
解
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
情
況
は
実
は
鮮
卑

の
部
分
に
も
多
く
認
め
ら
れ
、
近
年
、
考
古
学
的
知
見
の
蓄
積
と
と
も
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
魏
晋
か
ら
五
胡
十
六
国
時
代
に
お
け
る
鮮
卑
史
の
理

解
に
も
実
は
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
従
来
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
文
献
の
分
析
は
な
お
多
く
の
新
知
見
を
も
た
ら
し
う
る
。

　

本
稿
で
は
と
く
に
、
前
二
世
紀
か
ら
後
三
世
紀
前
半
に
及
ぶ
烏
桓
の
推
移
を
、
そ
の
所
在
に
重
点
を
置
い
て
検
討
し
た
。
漢
の
匈
奴
左
地
撃
破
、
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漢
・
匈
奴
の
講
和
に
基
づ
く
匈
奴
の
支
配
再
編
、
匈
奴
の
南
北
分
裂
、
北
匈
奴
の
西
遷
、
南
匈
奴
の
解
体
な
ど
、
後
二
世
紀
中
葉
ま
で
の
烏
桓
の

動
向
は
北
方
に
お
け
る
最
大
勢
力
で
あ
っ
た
匈
奴
の
盛
衰
に
制
約
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
。
つ
い
で
二
世
紀
後
半
に
お
け

る
鮮
卑
檀
石
槐
の
出
現
が
烏
桓
の
内
徙
を
促
進
し
、
つ
い
で
檀
石
槐
死
後
の
鮮
卑
の
混
乱
が
、
一
時
的
な
烏
桓
の
復
調
と
鮮
卑
の
後
退
を
も
た
ら

し
た
こ
と
、さ
ら
に
遼
東
方
面
で
は
高
句
麗
の
伸
長
も
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
た
こ
と
な
ど
を
推
定
し
た
。
い
わ
ば
自
明
の
こ
と
だ
が
、マ
ン
チ
ュ

リ
ア
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
形
勢
は
、
中
華
対
北
族
と
い
う
「
中
国
史
」
の
文
脈
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
外
蒙
古
に
お
け
る
北
族
最
大
勢
力
の

盛
衰
が
内
蒙
古
・
東
北
の
推
移
を
も
規
定
す
る
と
い
う
文
脈
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
点
問
題
と
な
る
の
は
、
と
り
わ
け
北
匈
奴
西
遷
か
ら
柔
然
の
登
場
に
至
る
二
〜
四
世
紀
の
外
蒙
古
の
情
況
が
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
中
華
の
後
退
を
反
映
し
て
中
国
文
献
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
空
白
で
あ
り
、
と
り
わ
け
モ
ン
ゴ
ル
国
に
つ
い
て
は
こ
の
時
期
を
対
象
と
し

た
考
古
学
的
調
査
研
究
が
ほ
と
ん
ど
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
資
料
的
制
約
を
十
分
に
わ
き
ま
え
つ
つ
無
理
の
な
い
議
論
を
進
め
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

注（
１
）
こ
れ
ら
の
訳
注
と
し
て
は
、
河
内
良
弘
一
九
七
一
が
あ
る
。

（
２
）
さ
ら
に
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、沢
田
勲
二
〇
〇
五
・
成
永
娜
二
〇
〇
八
が
あ
る
。

（
３
）
魏
堅
編
二
〇
〇
四
・
孫
危
二
〇
〇
七
。

（
４
）
魏
晋
時
代
に
は
「
烏
丸
」
と
表
記
さ
れ
る
。
文
献
に
よ
る
「
烏
桓
」「
烏
丸
」
の

使
い
分
け
に
つ
い
て
は
内
田
一
九
四
三
↓
一
九
七
五
参
照
。『
漢
書
』
地
理
志
は

「
烏
丸
」
に
作
り
、
漢
代
に
も
「
烏
丸
」
の
表
記
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

魏
に
入
っ
て
「
烏
丸
」
を
専
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
と
し
て
は
、
魏
文
帝

曹
丕
の
字
が
「
子
桓
」
で
あ
っ
た
た
め
、「
桓
」
の
使
用
を
避
け
た
も
の
か
と
思

わ
れ
る
。
中
国
中
世
に
避
字
の
風
が
あ
っ
た
こ
と
は
、『
左
伝
』
桓
六
「
周
人
以

諱
事
神
、
名
、
終
将
諱
之
」
の
孔
頴
達
正
義
「
古
者
諱
名
不
諱
字
、
礼
以
王
父

字
為
氏
、
明
其
不
得
諱
也
、
屈
原
云
、
朕
皇
考
曰
伯
庸
、
是
不
諱
之
験
也
」
に
、

上
古
の
「
不
諱
字
」
を
わ
ざ
わ
ざ
解
説
す
る
こ
と
に
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
羅

福
頤
編
一
九
八
七
は
、
新
印
：「
新
保
塞
烏
桓
䙲
犂
邑
率
衆
侯
印
」（
六
五
六
）、

漢
印
：「
漢
保
塞
烏
桓
率
衆
長
」（
一
二
五
一
〜
五
四
）・「
漢
烏
桓
率
衆
長
」

（
一
二
五
五
）、
魏
印
：「
魏
烏
丸
率
善
邑
長
」（
一
四
〇
二
）・「
魏
烏
丸
率
善
仟
長
」

（
一
四
〇
三
〜
〇
六
）・「
魏
烏
丸
率
善
佰
長
」（
一
四
〇
七
〜
一
二
）、
晋
印
：「
晋
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烏
丸
帰
義
侯
」（
一
九
九
二
〜
九
三
）・「
晋
烏
丸
率
善
邑
長
」（
一
九
九
四
〜

二
〇
〇
〇
）・「
晋
烏
丸
率
善
仟
長
」（
二
〇
〇
一
）・「
晋
烏
丸
率
善
佰
長
」

（
二
〇
〇
二
〜
〇
三
）
を
収
録
す
る
。

（
５
）
こ
の
記
述
の
前
の
「
孝
昭
始
元
中
」
を
書
き
出
し
と
す
る
一
節
の
最
後
に
「
兵

誅
烏
桓
」
の
一
句
が
あ
る
が
、
こ
の
災
異
と
相
関
す
る
燕
王
旦
の
謀
叛
と
は
無

関
係
の
衍
文
で
あ
る
。

（
６
）
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
「
信
成
侯
王
定　

以
匈
奴
烏
桓
屠
驀
単
于
子
左
大
将
軍

率
衆
降
、
侯
、
千
六
百
戸
、
後
坐
弟
謀
反
、
削
百
五
戸
、
五
鳳
二
年
（
前
五
六
）

九
月
癸
巳
封
、
十
二
年
薨
」
の
信
成
侯
は
、
匈
奴
伝
「
呼
韓
邪
単
于
左
大
将
烏

厲
屈
与
父
呼
遫
累
烏
厲
温
敦
皆
見
匈
奴
乱
、
率
其
衆
数
万
人
南
降
漢
、
封
烏
厲

屈
為
新
城
侯
、
烏
厲
温
敦
為
義
陽
侯
」
の
新
城
侯
に
当
た
る
が
、『
漢
書
補
注
』

に
引
く
沈
欽
韓
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
名
は
「
王
定
」
で
は
な
く
「
烏

厲
屈
」
で
あ
り
、「
屠
驀
単
于
」
は
「
屠
耆
単
于
」
の
誤
で
、
か
つ
屠
耆
単
于
の

子
に
つ
い
て
は
、
匈
奴
伝
に
「
都
隆
奇
乃
与
屠
耆
少
子
右
谷
蠡
王
姑

楼
頭
亡

帰
漢
」
と
見
え
、
烏
厲
温
敦
の
子
た
る
烏
厲
屈
と
は
別
人
で
あ
る
。
要
す
る
に

こ
の
部
分
は
か
な
り
混
乱
し
て
い
る
。

（
７
）
そ
の
他
匈
奴
伝
に
は
、「
建
平
四
年
（
前
三
）、
…
黄
門
郎
揚
雄
上
書
諫
曰
、
…

往
時
嘗
屠
大
宛
之
城
、
蹈
烏
桓
之
壘
、
探
姑
繒
之
壁
、
籍
蕩
姐
之
場
、
艾
朝
鮮

之
旃
、
拔
両
越
之
旗
、
近
不
過
旬
月
之
役
、
遠
不
離
二
時
之
労
、
固
已
犁
其
庭
、

掃
其
閭
、
郡
縣
而
置
之
、
雲
徹
席
巻
、
後
無
餘

」（『
前
漢
紀
』
元
寿
二
年
（
前

一
）
に
も
ほ
ぼ
同
文
）・「（
始
建
国
二
年
・
一
〇
）
時
戊
己
校
尉
史
陳
良
・
終
帯
・

司
馬
丞
韓
玄
・
右
曲
候
任
商
等
見
西
域
頗
背
叛
、
聞
匈
奴
欲
大
侵
、
恐
并
死
、

即
謀
劫
略
吏
卒
数
百
人
、
共
殺
戊
己
校
尉
刀
護
、
遣
人
与
匈
奴
南
犁
汗
王
南
将

軍
相
聞
。
匈
奴
南
将
軍
二
千
騎
入
西
域
迎
良
等
、
良
等
尽
脅
略
戊
己
校
尉
吏
士

男
女
二
千
餘
人
入
匈
奴
。
玄
・
商
留
南
将
軍
所
、
良
・
帯
径
至
単
于
庭
、
人
衆

別
置
零
吾
水
上
田
居
、
単
于
号
良
・
帯
曰
烏
桓
都
将
軍
、
留
居
単
于
所
、
数
呼

与
飲
食
」
に
「
烏
桓
」
が
見
え
る
。
前
者
の
「
蹈
烏
桓
之
壘
」
は
、
と
も
に
西

域
に
関
わ
る
「
屠
大
宛
之
城
」「
探
姑
繒
之
壁
」
に
挟
ま
れ
て
お
り
、
同
じ
く
西

域
の
地
名
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
後
者
の
「
烏
桓
都
将
軍
」
の
「
烏
桓
」
に

つ
き
、
内
田
一
九
四
三
↓
一
九
七
五
は
、『
後
魏
書
』
官
氏
志
「
其
諸
方
雑
人
来

附
者
、
総
謂
之
烏
丸
」
を
根
拠
に
、
上
掲
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
「
信
成
侯
王

定　

以
匈
奴
烏
桓
屠
驀
単
于
子
左
大
将
軍
率
衆
降
」
の
「
烏
桓
」
と
と
も
に
「
帰

順
来
附
の
意
味
」
と
す
る
。『
後
魏
書
』
の
記
述
に
対
す
る
立
ち
入
っ
た
議
論
は

割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
烏
桓
人
が
貶
意
を
含
ん
だ
「
来
附
」
を
自
称
し
た

と
は
考
え
が
た
い
。「
烏
桓
都
将
軍
」
は
、
む
し
ろ
匈
奴
の
地
に
あ
っ
た
烏
桓
人

に
関
わ
る
官
職
で
あ
ろ
う
。

（
８
）
久
保
一
九
六
三
は
、
前
漢
武
帝
期
に
お
け
る
護
烏
桓
校
尉
の
設
置
を
否
定
す
る
。

『
史
記
』『
漢
書
』
に
見
え
な
い
こ
と
を
一
つ
の
論
拠
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
に
東

北
ア
ジ
ア
に
関
す
る
記
述
が
乏
し
い
こ
と
は
、
吉
本
二
〇
〇
九
に
指
摘
し
た
と

お
り
で
あ
る
。
ま
た
、「
始
復
」
を
不
可
解
と
し
て
、
烏
桓
伝
「
臣
愚
以
為
宜
復

置
烏
桓
校
尉
」「
於
是
始
復
置
校
尉
於
上
谷
甯
城
」
の
「
復
」
を
と
も
に
衍
字
と

す
る
が
、『
史
記
』
楚
世
家
「
秦
始
復
彊
」
を
は
じ
め
と
し
て
「
始
復
」
の
用
例

は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

（
９
）『
漢
書
』
匈
奴
伝
「
其
〔
明
〕
年
（
元
狩
四
年
・
前
一
一
九
）
…
票
騎
之
出
代

二
千
餘
里
、
与
左
王
接
戦
、
漢
兵
得
胡
首
虜
凡
七
万
餘
人
、
左
王
将
皆
遁
走
、

票
騎
封
於
狼
居
胥
山
、
禅
姑
衍
、
臨
翰
海
而
還
」。

（
10
）『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
「（
建
武
二
十
年
）
匈
奴
寇
上
党
・
天
水
、
遂
至
扶
風
」・

南
匈
奴
列
伝
「
二
十
年
、
遂
至
上
党
・
扶
風
・
天
水
」
に
は
烏
桓
は
見
え
な
い
。

（
11
）『
東
観
漢
記
』
馬
援
伝
「
馬
援
曰
、
方
今
匈
奴
・
烏
桓
尚
擾
北
辺
、
欲
自
請
撃
之
、

男
児
要
当
死
於
辺
野
、
以
馬
革
裹
尸
還
墓
耳
、
何
能
臥
床
上
在
児
女
子
手
中
耶
、
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故
人
孟
冀
曰
、
諒
為
烈
士
、
当
如
此
矣
」。『
東
観
漢
記
』
に
つ
い
て
は
、
呉
樹

平
一
九
八
七
を
用
い
る
。

（
12
）「
漢
紀
」
は
荀
悦
『
前
漢
紀
』
を
指
す
が
、
こ
の
一
節
は
現
行
本
『
前
漢
紀
』
に

は
見
え
な
い
。
そ
の
た
め
か
、『
漢
書
注
』
韓
彭
英
盧
呉
伝
で
は
「
如
淳
曰
、
為

東
胡
王
而
来
降
也
、
東
胡
、
烏
丸
也
」
と
、「
漢
紀
」
が
外
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）「
三
郡
」
は
遼
西
・
遼
東
属
国
・
右
北
平
を
指
す
。
方
北
辰
二
〇
〇
五
を
参
照
。

（
14
）
馬
長
寿
一
九
六
二
・
林
幹
一
九
八
九
は
つ
と
に
『
遼
史
』
地
理
志
の
烏
州
に
言

及
し
て
い
る
。
烏
州
お
よ
び
烏
丸
山
に
関
わ
る
考
証
は
、
張
修
桂
・
頼
青
寿

二
〇
〇
一
を
見
よ
。

（
15
）
張
博
泉
一
九
八
四
。

（
16
）
内
田
一
九
四
三
↓
一
九
七
五
・
米
文
平
一
九
九
八
。

（
17
）
米
文
平
一
九
八
二
。

（
18
）
嘎
仙
洞
附
近
に
大
鮮
卑
山
を
置
く
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
五
世
紀
中
葉
の

北
魏
政
権
の
認
識
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
方
面
が
実
際
に
拓
跋
部
の
発
祥
地

で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
呼
倫
貝
爾
盟
文
物
管
理
站

一
九
九
七
で
は
、「
石
器
時
代
、
戦
国
時
期
和
北
魏
時
期
」
の
文
化
層
し
か
報
告

さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
石
室
が
拓
跋
部
南
遷
以
前
の
「
祖
宗
之
廟
」
で
あ
っ
た

こ
と
を
む
し
ろ
否
定
す
る
。
近
年
で
は
李
志
敏
二
〇
〇
二
な
ど
中
国
に
お
い
て

も
嘎
仙
洞
を
拓
跋
部
の
発
祥
地
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）
烏
延
部
に
つ
い
て
は
、
三
上
次
男
「
猛
安
謀
克
戸
の
居
住
地
に
つ
い
て
」（
三
上

一
九
七
二
、三
五
一
〜
四
一
八
頁
）
を
見
よ
。

（
20
）
梅
原
末
治
一
九
六
〇
。

（
21
）『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
「（
建
武
八
年
）
秋
、大
水
、…
是
歳
大
水
」・
明
帝
紀
「（
永

平
）
十
七
年
春
正
月
、
甘
露
降
於
甘
陵
、
…
是
歳
、
甘
露
仍
降
」・
和
帝
紀
「（
永

元
十
五
年
）
有
司
奏
、
以
為
夏
至
則
微
陰
起
、
靡
草
死
、
可
以
決
小
事
、
…
是
歳
、

初
令
郡
国
以
日
北
至
案
薄
刑
」・
安
帝
紀
「（
永
初
二
年
）
六
月
、
京
師
及
郡
国

四
十
大
水
、
大
風
、
雨
雹
、
…
（
三
年
）
是
歳
、
京
師
及
郡
国
四
十
一
雨
水
雹
」・

「（
延
光
元
年
）
六
月
、
…
虔
人
羌
叛
、
攻
穀
羅
城
、
度
遼
将
軍
耿

討
破
之
、

…
是
歳
、…
虔
人
羌
（
反
）
攻
穀
羅
城
、度
遼
将
軍
耿

討
破
之
」・
霊
帝
紀
「（
中

平
元
年
）
洛
陽
女
子
生
児
、
両
頭
共
身
、
…
（
二
年
）
是
歳
、
…
洛
陽
民
生
児
、

両
頭
四
臂
、
…
（
四
年
）
六
月
、
洛
陽
民
生
男
、
両
頭
共
身
」。

（
22
）
護
烏
桓
校
尉
に
関
す
る
専
論
と
し
て
は
、
久
保
靖
彦
一
九
六
三
・
船
木
勝
馬

一
九
七
七
・
陳
国
燦
一
九
七
九
・
林
幹
一
九
八
七
・
程
尼
娜
二
〇
〇
四
が
あ
る
。

ま
た
、
一
九
七
一
年
に
発
見
さ
れ
た
内
蒙
古
和
林
格
爾
縣
漢
墓
の
墓
主
は
、
西

河
郡
治
が
離
石
に
移
転
し
た
永
和
五
年
（
一
四
〇
）
以
降
に
西
河
長
史
・
行
上

郡
属
国
都
尉
・
繁
陽
縣
令
を
経
て
、
使
持
節
護
烏
桓
都
尉
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

墓
葬
中
室
東
壁
に
は
甯
城
縣
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
内
蒙
古
文
物
考
古
研
究
所

編
一
九
七
八
参
照
。

（
23
）『
後
漢
書
』
和
帝
紀
「
西
域
諸
国
、
納
質
内
附
」・「
冬
十
一
月
、
西
域
蒙
奇
、
兜

勒
二
国
遣
使
内
附
」・
西
域
伝
「
西
域
内
附
日
久
、
区
区
東
望
扣
関
者
数
矣
」
な

ど
西
域
諸
国
の
「
内
附
」
は
、「
内
附
」
そ
れ
自
体
が
内
徙
を
意
味
し
な
い
こ
と

を
明
示
す
る
。

（
24
）『
後
漢
書
』
南
匈
奴
列
伝
「（
建
武
二
十
五
年
）
南
単
于
復
遣
使
詣
闕
、奉
藩
称
臣
、

献
国
珍
寶
、
求
使
者
監
護
、
遣
侍
子
、
修
旧
約
」
の
「
遣
侍
子
」
な
ど
南
匈
奴

の
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

（
25
）
内
田
一
九
四
三
↓
一
九
七
五
。

（
26
）『
続
漢
書
』
郡
国
志
「
遼
東
属
国　

故
邯
郷
、
西
部
都
尉
、
安
帝
時
以
為
属
国
都

尉
、別
領
六
城
」。
な
お
『
後
漢
書
』
本
紀
で
は
、安
帝
紀
／
建
光
元
年
（
一
二
一
）

「（
四
月
）
甲
戌
、
遼
東
属
国
都
尉
龐
奮
、
承
偽
璽
書
殺
玄
菟
太
守
姚
光
」
に
初

見
す
る
。
な
お
『
続
漢
書
』
郡
国
志
に
つ
い
て
は
、
銭
林
書
二
〇
〇
七
を
参
照
。
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（
27
）『
続
漢
書
』
郡
国
志
「
広
陽
郡　

高
帝
置
、
為
燕
国
、
昭
帝
更
名
為
郡
、
世
祖
省

并
上
谷
、
永
（
平
）〔
元
〕
八
年
復
」・『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
「（
建
武
十
三
年

二
月
丙
辰
）
省
并
西
京
十
三
国
、
広
平
属
鉅
鹿
、
真
定
属
常
山
、
河
間
属
信
都
、

城
陽
属
琅
邪
、
泗
水
属
広
陵
、
淄
川
属
高
密
、
膠
東
属
北
海
、
六
安
属
廬
江
、

広
陽
属
上
谷
」・
和
帝
紀
「（
永
元
八
年
九
月
）
庚
子
、
復
置
広
陽
郡
」。

（
28
）
内
田
一
九
四
三
↓
一
九
七
五
。

（
29
）
な
お
『
魏
書
』「
漁
陽
烏
丸
大
人
欽
志
賁
帥
種
人
叛
（
鮮
卑
）
還
為
寇
害
」
の
「
鮮

卑
」
を
、
馬
長
寿
一
九
六
二
は
「
叛
」
の
目
的
語
と
し
て
読
み
、
塞
外
の
烏
桓

が
鮮
卑
に
従
属
し
た
も
の
と
す
る
が
、
直
後
の
「
遼
東
太
守
祭

募
﹇
鮮
卑
﹈

殺
志
賁
」
が
錯
簡
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
叛
」
は
自
動
詞
と
し
て
用
い
る
こ
と

が
一
般
的
で
あ
る
。

（
30
）『
東
観
漢
記
』
祭

伝
「
祭

為
遼
東
太
守
、

之
威
声
揚
於
北
方
、
胡
夷
皆
来

内
附
、
野
無
風
塵
、
乃
悉
罷
縁
辺
屯
兵
、
及

卒
、
烏
桓
・
鮮
卑
追
思
無
已
、

每
朝
京
師
、
過

冢
拝
謁
、
仰
天
号
泣
乃
去
」。

（
31
）『
後
漢
紀
』
永
元
二
年
「
阿
修
誅
君
子
、
於
春
秋
之
義
所
不
当
立
、
而
烏
丸
・
鮮

卑
新
殺
北
単
于
、
情
莫
不
忿
悪
其
讎
、
今
而
立
之
、
則
失
意
而
懐
怒
矣
」。

（
32
）『
東
観
漢
記
』
安
帝
紀
「
三
年
、
鴈
門
烏
桓
及
鮮
卑
叛
、
戦
九
原
高
梁
谷
」。

（
33
）『
後
漢
紀
』
永
初
三
年
「
六
月
、
烏
桓
寇
代
郡
」。

（
34
）『
漢
後
書
』
何
熙
伝
「
永
初
三
年
、
南
単
于
与
烏
丸
俱
反
、
以
熙
行
車
騎
将
軍
征

之
、
累
有
功
、
烏
丸
請
降
、
単
于
復
称
臣
如
旧
、
会
熙
暴
疾
、
卒
」。『
漢
後
書
』

に
つ
い
て
は
周
天
游
一
九
八
六
を
用
い
る
。

（
35
）
曹
操
の
三
郡
烏
丸
平
定
の
際
の
「
首
虜
二
十
餘
万
」
と
比
較
す
れ
ば
、「
烏
桓

七
十
餘
万
口
」
は
過
大
で
あ
る
。『
通
典
』
辺
防
十
一
は
「
建
康
初
、
中
郎
将
馬

寔
進
撃
餘
党
、
匈
奴
・
烏
桓
十
七
餘
萬
口
皆
詣
寔
降
」
に
作
り
、
南
匈
奴
伝
の

脱
文
・
錯
簡
を
う
か
が
わ
せ
る
。
さ
ら
に
『
後
漢
書
』
南
匈
奴
伝
「（
永
元
）
二

年
（
九
〇
）、
… 

是
時
南
部
連
剋
獲
納
降
、
党
衆
最
盛
、
領
戶
三
万
四
千
、
口

二
十
三
万
七
千
三
百
、
勝
兵
五
万
一
百
七
十
」
と
あ
る
こ
と
を
も
勘
案
す
れ
ば
、

「
十
七
餘
万
口
」
の
か
な
り
の
部
分
は
南
匈
奴
で
あ
ろ
う
。

（
36
）『
東
観
漢
記
』
張
奐
伝
「
張
奐
、
使
匈
奴
中
郎
将
、
時
休
屠
各
及
朔
方
烏
桓
並
同

反
叛
、
遂
焼
度
遼
将
軍
門
、
引
屯
赤
坑
、
煙
火
相
望
、
兵
衆
大
恐
、
各
欲
亡
去
、

奐
安
坐
帷
中
、
与
弟
子
誦
書
自
若
、
軍
士
稍
安
」。

（
37
）
吉
本
二
〇
〇
九
。

（
38
）
上
掲
『
後
漢
紀
』
建
初
二
年
の
「
烏
桓
兵
」
も
西
羌
に
関
わ
り
、
同
様
に
烏
桓

騎
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
39
）『
晋
書
』
匈
奴
伝
「
北
狄
以
部
落
為
類
、
其
入
居
塞
者
有
屠
各
種
・
鮮
支
種
・
寇

頭
種
・
烏
譚
種
・
赤
勒
種
・
捍
蛭
種
・
黒
狼
種
・
赤
沙
種
・
鬱

種
・
萎
莎
種
・

禿
童
種
・
勃
蔑
種
・
羌
渠
種
・
賀
賴
種
・
鍾
跂
種
・
大
楼
種
・
雍
屈
種
・
真
樹
種
・

力
羯
種
、
凡
十
九
種
、
皆
有
部
落
、
不
相
雑
錯
、
屠
各
最
豪
貴
、
故
得
為
単
于
、

統
領
諸
種
」。
な
お
、『
晋
書
』
匈
奴
伝
に
つ
い
て
は
内
田
「
訳
注
晋
書
北
狄
匈

奴
伝
」（
内
田
一
九
七
五
、四
〇
七
〜
四
一
四
頁
）
が
あ
る
。
ま
た
、
羅
福
頤
編

一
九
八
七
は
、
漢
印
：「
漢
屠
各
率
衆
長
」（
一
二
四
九
）、
魏
印
：「
魏
屠
各
率

善
邑
長
」（
一
四
一
六
）・「
魏
屠
各
率
善
仟
長
」（
一
四
一
七
〜
一
八
）・「
魏
屠

各
率
善
佰
長
」（
一
四
一
九
〜
二
二
）、
晋
印
：「
晋
屠
各
率
善
仟
長
」（
二
〇
三
七

〜
三
八
）・「
晋
屠
各
率
善
佰
長
」（
二
〇
三
九
〜
四
一
）
を
収
録
す
る
。

（
40
）
江
畑
一
九
九
二
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
漢
記
」
は
『
東
観
漢
記
』
を
指

す
が
、
現
存
の
佚
文
に
は
、
烏
桓
鮮
卑
列
伝
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
。

（
41
）『
後
漢
紀
』
中
平
四
年
「
初
、
発
幽
州
烏
桓
以
討
敘
州
、
故
中
山
相
張
純
請
将
之
、

不
聴
、
使
涿
令
公
孫
瓚
、
純
忿
不
得
将
、
因
説
故
太
山
太
守
張
挙
曰
、
烏
桓
数

被
徴
発
、
死
亡
略
尽
、
今
不
堪
命
、
皆
願
作
乱
、
国
家
作
事
如
此
、
漢
祚
衰
亡

之
徴
、
天
下
反
覆
、
率
監
子
故
、
若
英
雄
起
、
則
莫
能
禦
、
吾
今
欲
率
烏
桓
奉
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子
為
君
、
何
如
、
挙
曰
、
漢
祚
終
訖
、
故
当
有
代
之
者
、
吾
安
可
以
若
是
、
純
曰
、

王
者
網
漏
鹿
走
、
則
智
多
者
得
之
、
子
勿
憂
也
、
遂
共
率
烏
桓
作
乱
、
故
人
喜

悦
帰
純
、
日
十
餘
万
」。

（
42
）「
遼
西
属
国
」
は
こ
こ
に
し
か
見
え
な
い
。「
遼
西
・
遼
東
属
国
」
の
誤
で
あ
ろ
う
。

（
43
）『
後
漢
書
』
孝
明
八
王
列
伝
／
陳
敬
王
羨
に
献
帝
初
年
の
情
況
と
し
て
「
夫
人
姫

妾
多
為
丹
陵
兵
烏
桓
所
略
云
」
と
見
え
る
が
、「
丹
陵
兵
烏
桓
」
は
不
詳
で
あ
る
。

（
44
）『
後
漢
紀
』
初
平
四
年
「
初
、
公
瓚
孫
与
劉
虞
有
隙
、
虞
懼
其
変
、
遣
兵
襲
之
、

戒
行
人
曰
、
無
傷
餘
人
、
殺
一
伯
珪
而
已
、
瓚
放
火
焼
虞
営
、
虞
兵
悉
還
救
火
、

虞
懼
、
奔
居
庸
、
欲
召
烏
桓
・
鮮
卑
以
自
救
、
瓚
引
兵
囲
之
、
生
執
虞
而
帰
、

是
時
朝
廷
遣
使
者
殷
訓
増
虞
封
邑
、
督
六
州
事
、
以
瓚
為
前
将
軍
、
封
易
侯
、

瓚
誣
虞
欲
称
尊
号
、
脅
訓
誅
之
」。

（
45
）『
三
国
志
』
劉
虞
伝
「
虞
従
事
漁
陽
鮮
于
輔
・
斉
周
・
騎
都
尉
鮮
于
銀
等
、
率
州

兵
欲
報
瓚
、
以
燕
国
閻
柔
素
有
恩
信
、
共
推
柔
為
烏
丸
司
馬
、
柔
招
誘
烏
丸
・

鮮
卑
、
得
胡
・
漢
数
万
人
、
与
瓚
所
置
漁
陽
太
守
鄒
丹
戦
于
潞
北
、
大
破
之
、

斬
丹
、
袁
紹
又
遣
麴
義
及
虞
子
和
、
将
兵
与
輔
合
撃
瓚
」
に
は
峭
王
の
こ
と
が

見
え
な
い
。

（
46
）『
後
漢
紀
』
初
平
四
年
「
於
是
虞
故
吏
漁
陽
鮮
于
輔
率
其
州
人
及
三
郡
烏
桓
・
鮮

卑
、
与
瓚
所
置
漁
陽
太
守
鄒
丹
戦
於
（
蒯
）〔
潞
〕
北
、
大
破
之
、
斬
丹
、
既
而

持
其
衆
、
奉
王
命
、
帝
嘉
焉
」。

（
47
）
こ
の
時
期
の
「

貊
」
が
高
句
麗
を
指
す
こ
と
は
、
吉
本
二
〇
〇
九
参
照
。

（
48
）『
後
漢
紀
』
初
平
四
年
「
疇
北
帰
、
率
挙
宗
族
、
他
附
従
者
亦
数
百
人
、
掃
地
而

盟
曰
、
君
仇
不
報
、
吾
不
可
以
立
世
、
遂
入
徐
無
山
、
営
深
険
平
曠
地
而
居
、

躬
耕
以
養
父
母
、
百
姓
帰
之
、
数
年
間
至
五
千
餘
家
、
疇
謂
其
父
老
曰
、
諸
君

不
以
疇
不
肖
、
遠
来
相
就
、
衆
成
都
邑
、
而
莫
相
統
一
、
恐
非
久
安
之
道
、
願

択
賢
良
長
者
、
以
為
之
主
、
皆
曰
、
善
、
僉
共
推
疇
、
疇
曰
、
今
来
在
此
、〔
非
〕

苟
存
而
已
、
将
図
大
事
、
復
讎
雪
恥
、
竊
恐
未
得
其
志
、
而
軽
薄
之
徒
自
相
侵
侮
、

愉
快
一
時
、
無
深
計
遠
慮
、
疇
有
愚
計
、
若
君
行
之
可
乎
、
皆
曰
、
可
、
乃
為

約
束
相
殺
傷
〔
犯
〕（
把
）
盗
争
訟
之
法
、
法
重
至
死
、
其
次
抵
罪
、
二
十
餘
条
、

又
制
為
婚
姻
嫁
娶
之
礼
、
興
学
校
講
授
之
業
、
班
行
其
衆
、
衆
皆
便
之
、
道
不

拾
遺
、
北
辺
翕
然
服
其
威
信
、
烏
桓
・
鮮
卑
並
各
遣
属
通
好
、
疇
悉
撫
納
、
令

不
得
為
寇
、
袁
紹
数
遣
使
命
、
又
即
授
将
軍
印
綬
、
皆
距
而
不
当
之
」。

（
49
）『
英
雄
記
』「
承
制
詔
遼
東
属
国
率
衆
王
頒
下
烏
丸
遼
西
率
衆
王
蹋
頓
・
右
北
平

率
衆
王
汗
盧
維
」
の
「
頒
下
」
を
中
華
書
局
本
は
遼
東
属
国
率
衆
王
の
名
と
解

す
る
が
、（
１
）
の
「
蘇
僕
延
」
と
は
懸
隔
が
甚
し
い
。「
頒
下
」
は
動
詞
で
あ
り
、

袁
紹
の
詔
を
下
達
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
50
）『
後
漢
書
』
公
孫
瓚
伝
「
鮮
于
輔
将
其
衆
帰
曹
操
、
操
以
輔
為
度
遼
将
軍
、
封
都

亭
侯
、
閻
柔
将
部
曲
曹
操
撃
烏
桓
、
拝
護
烏
桓
校
尉
、
封
関
内
侯
」。

（
51
）
な
お
後
掲
の
『
三
国
志
』
武
帝
紀
「
代
郡
・
上
谷
烏
丸
無
臣
氐
等
」・
鮮
卑
伝
「
代

郡
烏
丸
能
臣
氐
」
を
船
木
一
九
八
九
は
こ
の
右
北
平
単
于
能
臣
氐
と
同
一
人
物

と
す
る
。

（
52
）『
後
漢
書
』
袁
譚
伝
「
康
、
遼
東
人
、
父
度
、
初
避
吏
為
玄
兔
小
吏
、
稍
仕
、
中

平
元
年
、
還
為
本
郡
守
、
在
職
敢
殺
伐
、
郡
中
名
豪
与
己
夙
無
恩
者
、
遂
誅
滅

百
餘
家
、
因
東
撃
高
句
驪
、
西
攻
烏
桓
、
威
行
海
畔
」。

（
53
）
厳
耕
望
一
九
四
八
。

（
54
）
孫
守
道
一
九
六
〇
。

（
55
）
曾
庸
一
九
六
一
。

（
56
）
鄭
君
雷
一
九
九
九
。

（
57
）
田
耘
一
九
八
四
。
田
村
一
九
八
七
は
曾
庸
説
の
有
効
性
を
認
め
つ
つ
も
田
耘
説

を
支
持
す
る
。
臼
杵
二
〇
〇
四
は
、
西
団
山
文
化
・
泡
子
沿
類
型
を
前
漢
・
後

漢
の
夫
餘
に
比
定
し
た
上
で
、
前
漢
後
期
の
西
岔
溝
文
化
は
漢
書
二
期
文
化
の
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系
統
と
し
て
夫
餘
説
を
否
定
す
る
。

（
58
）
米
文
平
一
九
九
九
は
黒
龍
江
省
泰
来
縣
平
洋
墓
葬
を
烏
桓
に
比
定
す
る
が
、
烏

桓
山
を
大
興
安
嶺
北
麓
に
比
定
す
る
説
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
支
持
で
き

な
い
。

【
附
記
】
川
本
芳
昭
「
三
国
志
段
階
に
お
け
る
烏
丸
・
鮮
卑
に
つ
い
て
│
交
流
と
変
容

の
観
点
か
ら
見
た
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
五
一
：
東
潮
編
『﹇
共

同
研
究
﹈『
三
国
志
』
魏
書
東
夷
伝
の
国
際
環
境
』、
六
三
〜
八
一
頁
、
二
〇
〇
九
）
は
、

烏
桓
・
鮮
卑
に
関
わ
る
包
括
的
な
展
望
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
東
潮
「『
三
国
志
』

東
夷
伝
の
文
化
環
境
」（
同
上
、
七
〜
六
二
頁
）
は
、
遼
寧
西
豊
西
岔
溝
墓
群
を
夫
餘

の
遺
跡
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

引
用
文
献

日
文
（
五
十
音
順
）

臼
杵
勲
二
〇
〇
四
『
鉄
器
時
代
の
東
北
ア
ジ
ア
』、
同
成
社
。

内
田
吟
風
一
九
四
三
↓
一
九
七
五
「
烏
桓
鮮
卑
の
源
流
と
初
期
社
会
構
成
│
古
代
北
ア

ジ
ア
遊
牧
民
族
の
生
活
│
」、『
北
ア
ジ
ア
史
研
究
鮮
卑
柔
然
突
厥
篇
』、
同
朋
舎
、

一
〜
九
四
頁
。「
烏
桓
族
に
関
す
る
研
究
」
一
九
四
三
を
改
訂
。

│
一
九
七
五
『
北
ア
ジ
ア
史
研
究
匈
奴
篇
』、
同
朋
舎
。

梅
原
末
治
一
九
六
〇
『
蒙
古
ノ
イ
ン
・
ウ
ラ
発
見
の
遺
物
』、
東
洋
文
庫
。

江
畑
武
一
九
九
二
「『
魏
志
』
巻
三
〇
烏
丸
鮮
卑
・
東
夷
伝
の
序
文
に
つ
い
て
」、『
阪

南
論
集
』
人
文
・
自
然
科
学
編
二
八
‐
一
、五
一
〜
五
三
頁
。

河
内
良
弘
一
九
七
一
「
烏
桓
・
鮮
卑
伝
」、『
騎
馬
民
族
史
一
│
正
史
北
狄
伝
』、
平
凡
社
、

一
五
三
〜
二
一
四
頁
。

久
保
靖
彦
一
九
六
三
「
後
漢
初
期
の
烏
桓
に
つ
い
て
│
護
烏
桓
校
尉
に
関
す
る
一
考
察

│
」、『
史
苑
』
二
四
‐
一
、一
八
〜
三
四
頁
。

沢
田
勲
二
〇
〇
五
「
古
代
中
国
王
朝
に
お
け
る
東
北
政
策
に
つ
い
て
│
後
漢
・
魏
王
朝

時
代
を
中
心
と
し
て
│
」、『
金
沢
星
稜
大
学
経
済
研
究
所
年
報
』
二
五
、七
九
〜

八
八
頁
。

白
鳥
庫
吉
一
九
一
〇
〜
一
三
「
東
胡
民
族
考
」、『
塞
外
民
族
史
研
究
』
上
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
六
、六
三
〜
三
二
〇
頁
。

田
村
晃
一
一
九
八
七
「
新
夫
餘
考
」、『
青
山
考
古
』
一
九
八
七
‐
三
、一
二
九
〜

一
四
〇
頁
。

船
木
勝
馬
一
九
七
七
「
烏
桓
校
尉
・
匈
奴
中
郎
将
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」、『
江
上
波
夫
教

授
古
稀
記
念
論
集
歴
史
篇
』、
山
川
出
版
社
、
一
〇
五
〜
一
二
四
頁
。

│
一
九
八
九
『
古
代
遊
牧
騎
馬
民
の
国
│
草
原
か
ら
中
原
へ
│
』、
誠
文
堂
新

光
社
。

三
上
次
男
一
九
七
二
『
金
代
女
真
社
会
の
研
究
』、
中
央
公
論
美
術
出
版
社
。

吉
本
道
雅
二
〇
〇
九
「

貊
考
」、『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
四
八
、一
〜
五
三
頁
。

中
文
（
拼
音
順
）

陳
国
燦
一
九
七
九
「
魏
晋
間
的
烏
丸
与
“
護
烏
丸
校
尉
”
」、『
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
史

資
料
』
一
、一
八
〜
二
二
頁
。

成
永
娜
二
〇
〇
八
「
略
論
烏
桓
与
中
原
王
朝
的
関
係
」、『
煙
台
大
学
学
報
（
哲
学
社
会

科
学
版
）』
二
一
‐
四
、九
三
〜
一
〇
〇
頁
。

程
尼
娜
二
〇
〇
五
「
護
烏
桓
校
尉
府
探
析
」、『
黒
龍
江
民
族
叢
刊
』
二
〇
〇
四
‐
五
、

五
三
〜
五
七
頁
。

方
北
辰
二
〇
〇
五
「
三
郡
烏
丸
考
」、『
西
南
交
通
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
六
‐
四
、

一
四
〜
一
七
頁
。

呼
倫
貝
爾
盟
文
物
管
理
站
一
九
九
七
「
鄂
倫
春
自
治
旗
嘎
仙
洞
遺
址
一
九
八
〇
年
清
理



一
二
二
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簡
報
」、『
内
蒙
古
文
物
考
古
文
集
』
二
、四
四
四
〜
四
五
二
頁
。

李
志
敏
二
〇
〇
二
「
嘎
仙
洞
的
発
現
与
拓
跋
魏
発
祥
地
問
題
」、『
中
国
史
研
究
』

二
〇
〇
二
‐
一
、五
九
〜
六
九
頁
。

林
幹
一
九
八
七
「
両
漢
時
期
“
護
烏
桓
校
尉
”
略
考
」、
林
幹
・
再
思
一
九
九
五
、五
八

〜
七
〇
頁
。

│
一
九
八
七
『
東
胡
史
』、
内
蒙
古
人
民
出
版
社
。

林
幹
・
再
思
一
九
九
五
『
東
胡
烏
桓
鮮
卑
研
究
与
附
論
』、
内
蒙
古
大
学
出
版
社
。

羅
福
頤
編
一
九
八
七
『
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
官
印
徴
存
』、
文
物
出
版
社
。

馬
長
寿
一
九
六
二
『
烏
桓
与
鮮
卑
』、
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
。

米
文
平
一
九
八
二
「
鮮
卑
石
室
的
発
現
与
初
歩
研
究
」、
米
文
平
二
〇
〇
〇
、二
九
〜

三
六
頁
。

│
一
九
九
八
「
烏
丸
国
、
烏
丸
水
与
烏
丸
山
考
」、
米
文
平
二
〇
〇
〇
、二
二
七
〜

二
三
五
頁
。

│
一
九
九
九 

「
平
洋
墓
葬
為
烏
丸
遺
迹
論
」、
米
文
平
二
〇
〇
〇
、二
三
六
〜

二
四
五
頁
。

│
二
〇
〇
〇
『
鮮
卑
史
研
究
』、
中
州
古
籍
出
版
社
。

内
蒙
古
文
物
考
古
研
究
所
編
一
九
七
八
『
和
林
格
爾
漢
墓
』、
文
物
出
版
社
。

銭
林
書
二
〇
〇
七
『
続
漢
書
郡
国
志
滙
釋
』、
安
徽
教
育
出
版
社
。

孫
守
道
一
九
六
〇
「
“
匈
奴
西
岔
溝
文
化
”
古
墓
群
的
発
現
」、『
文
物
』
一
九
六
〇

‐
八
・
九
、二
二
〜
三
五
頁
。

孫
危
二
〇
〇
七
『
鮮
卑
考
古
学
文
化
研
究
』、
科
学
出
版
社
。

田
耘
一
九
八
四
「
西
岔
溝
古
墓
群
族
属
問
題
浅
析
」、『
黒
龍
江
文
物
叢
刊
』
一
九
八
四

‐
一
、二
九
〜
三
四
頁
。

魏
堅
編
二
〇
〇
四
『
内
蒙
古
地
区
鮮
卑
墓
葬
的
発
現
与
研
究
』、
科
学
出
版
社
。

呉
樹
平
一
九
八
七
『
東
観
漢
記
校
注
』、
中
州
古
籍
出
版
社
。

厳
耕
望
一
九
四
八
『
両
漢
太
守
刺
史
表
』、
商
務
印
書
館
。                        

曾
庸
一
九
六
一
「
遼
寧
西
豊
西
岔
溝
古
墓
群
為
烏
桓
文
化
遺
迹
論
」、『
考
古
』

一
九
六
一
‐
六
、三
三
四
〜
三
三
六
頁
。

張
博
泉
一
九
八
四
「
烏
桓
的
起
源
地
与
赤
山
」、
張
博
泉
一
九
九
三
、四
四
〜
五
一
頁
。

│
一
九
九
三
『
鮮
卑
新
論
女
真
新
論
』、
吉
林
文
史
出
版
社
。

張
修
桂
・
頼
青
寿
二
〇
〇
一
『
遼
史
地
理
志
滙
釋
』、
安
徽
教
育
出
版
社
。

鄭
君
雷
一
九
九
九
「
烏
桓
遺
存
的
新
線
索
」、『
文
物
春
秋
』
一
九
九
九
‐
二
、九
〜

一
二
頁
。

周
天
游
一
九
八
六
『
八
家
後
漢
書
輯
注
』、
上
海
古
籍
出
版
社
。


